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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １３名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 皆さん、おはようございま

す。御出席、誠に御苦労に存じます。 

 ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより、令和５年第２回上富良野町議会定例会

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は６月９日に告示され、同日、議案等の

配付を行い、その内容につきましては、お手元に配

付の議事日程のとおりであります。 

 監査委員から監査・例月現金出納検査結果報告書

の提出、町長から法人の経営状況報告書の提出があ

りました。 

 町長から本定例会までの主要な事項について、行

政報告の発言の申出があり、その資料として、行政

報告とともに、令和５年度建設工事発注状況を配付

しましたので参考に願います。 

 また、議案第１５号から議案第２７号農業委員会

委員の任命について及び諮問第１号及び第２号人権

擁護委員候補者の推薦についての１５議案につきま

しては、明日１４日に配付の予定であります。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下、関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席

しております。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

 少し蒸しておりますので、暑いと感じる方は上着

を取っていただいて構いませんので、よろしくお願

いいたします。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

     ２番 北 條 隆 男 君 

     ３番 髙 松 克 年 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（村上和子君） 日程第２ 議会運営委員長

報告を行います。 

 本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審議、

決定した内容について、議会運営委員長の報告を求

めます。 

 議会運営委員長、中澤良隆君。 

○議会運営委員長（中澤良隆君） 令和５年第２回

定例会の議事運営等について、審議決定した内容を

御報告いたします。 

 去る５月２２日及び６月７日に議会運営委員会を

開き、付議事件、会期及び議事日程等の審議並びに

本定例会までに受理しました２件の陳情、要望の取

扱いについて審議いたしました。 

 本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案２

８件、報告案件６件、諮問２件、議長からの報告案

件３件、議員からの発議案件１件であります。 

 また、町の一般行政についての質問について審議

いたしました。 

 ５月３０日正午までの通告期限までに、北條隆男

議員外７名の議員から通告がありましたので、本定

例会の一般質問は、本日１３日に５人が質問を行

い、明日１４日に３人が質問を行うことといたしま

した。また、質問の順序は、先例により通告書を受

理した順となっており、質問の要旨は、本日配付の

とおりであります。 

 なお、質問の方法等は、上富良野町議会会議規則

及び上富良野町議会運営に関する先例に基づいて行

うことになりますので、活発な議論をお願いいたし

ます。 

 これらの状況を考慮し、６月定例会の本会議の会

期については、提出案件の状況などを検討した結

果、本日から６月１４日までの２日間と決定をいた

しました。 

 以上、議会運営委員会での結果を御報告申し上げ

ましたが、本定例会の議事運営が円滑に行われます

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上をもって、議会運営委員長報告を終わりま

す。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３ 会期の決定について 

○議長（村上和子君） 日程第３ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 
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 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月１４日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から６月１４日までの２日

間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村上和子君） 日程第４ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行の経過について、町

長から報告の申出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） 議員各位におかれまして

は、公私共に何かと御多用のところ、第２回定例町

議会に御出席いただき、誠にありがとうございま

す。 

 それでは、３月定例町議会以降における町政執行

の概要について報告をさせていただきます。 

 初めに、本年度４月からの執行体制についてであ

りますが、職員数については、昨年度中の定年退職

者など１４名の欠員に対して、栄養士２名、看護師

２名、介護士１名、一般事務職７名の採用を行い、

昨年度当初から２名減の１８３名による執行体制と

したところであります。 

 今後とも町民の皆様との協働のまちづくりを進め

るため、必要な組織体制の見直しを加えながら、業

務の円滑な推進と体制の強化を図り、一層信頼され

る組織となるよう取り組んでまいります。 

 次に、国の栄典関係についてでありますが、４月

２９日発令の春の叙勲において、危険業務従事者の

防衛功労として４名が瑞宝双光章を受賞されたとこ

ろであります。 

 改めて、これまでの功績に心から敬意を表すると

ともに、ますますの御活躍・御健勝をお祈り申し上

げるところであります。 

 次に、電子契約についてでありますが、令和５年

３月２日にハイブリッド型により事業者向け説明会

を行い、今年度の契約分から電子契約を導入したと

ころであり、５月１８日現在で９１件が電子契約に

より締結され、電子契約率は３１.５％となってい

るところであります。 

 今後におきましても、電子契約は事業者の皆様に

もその効果があることから、引き続きその拡大を進

めてまいります。 

 次に、自衛隊関係についてでありますが、３月１

６日に上富良野駐屯地にて意見交換会を行い、仕事

と家庭を両立する隊員より町へ対しての要望等を受

けたところであります。 

 ３月１６日に第３０５地対艦ミサイル中隊が上富

良野駐屯地に新編され、３月１７日に富良野地方自

衛隊協力会上富良野支部により、新編報告会が行わ

れたところであります。 

 ４月２９日に富良野地方自衛隊協力会の主催によ

り防衛講話が行われ、地域住民における国防に対し

ての認識を深めたところであります。 

 記念行事関係では、５月２０日の北部方面後方支

援隊創隊記念行事、６月４日に上富良野駐屯地創立

記念行事で参加したところであります。 

 また、このたび富良野地方自衛隊協力会上富良野

支部がこの間の自衛隊への支援活動が評価され、防

衛大臣より感謝状を授賞することとなり、５月２６

日に上富良野駐屯地司令より感謝状を伝達していた

だいたところであります。 

 次に、令和４年度のふるさと応援モニター事業の

実績についてでありますが、件数で２万１,４３６

件、金額にして約４億３,９８７万円の御寄附が

あったところであります。モニター商品代金や配送

料、取扱委託料など必要経費の約２億２,００６万

円を差し引いた金額は約２億１,９８１万円とな

り、今後の事業に備えた基金への積立てを行うとと

もに、事務事業の円滑な遂行に向け、適切に歳出化

を図ってまいります。 

 今後におきましても、本事業を通じ、「かみふら

のブランド」の知名度、魅力向上を図っていくとと

もに、自主財源の確保に努めてまいります。 

 次に、地域おこし協力隊について、４月１日付で

教育支援専門員として辻美里氏が着任し、５月１日

付で地域振興推進員として名児耶敦子氏、観光推進

員として大関賢土氏が着任いたしました。 

 ３名の採用により、昨年から活動している２名と

合わせて今年度においては、地域おこし協力隊員が

５名となったところです。 

 今後は、それぞれの担当業務での御活躍を期待し

ているところであります。また、新たに採用を予定

している職種につきましても、引き続き募集を続け

てまいります。 

 次に、町税等の収納状況についてでありますが、

新型コロナウイルス感染症により収入が減少した被

保険者等に係る国民健康保険料の減免を適用すると

ともに、納税相談や滞納者に対する督促・差押え等

を行い、徴収に努めてまいりました。 

 これらにより、令和４年度の収納率は滞納繰越分

を含め、町税で前年比０.２％減の９８.３％、国保

税で０.５％増の９８.８％と一定の水準を確保でき
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たところであり、滞納繰越金は町税で１,８５６万

１,０００円、国保税で３０５万８,０００円となっ

ております。 

 今後も納期内納税の啓発と収納率の向上に努めて

まいります。 

 また、国民健康保険未就学児学生金等割減免につ

きましては２１５名が対象となり、国の軽減額が５

０万４,０００円、町の減免額４９３万８,０００円

となっております。 

 次に、農作物の生育状況についてでありますが、

３月の平均気温は統計開始以来の高温を記録し、融

雪が例年よりも早く進んだものの、４月は雨天が続

いたため、耕起作業をはじめ、播種・移植など春作

業に遅れが出ていたところですが、５月には好天に

恵まれたこともあり、作業の遅れも回復が見られ、

水稲については平年並みに順調に進んでいるところ

であります。 

 畑作物については、春小麦、バレイショの播種が

一週間の遅れ、他の畑作物についてもやや遅れて推

移しているところであります。 

 引き続き、今後の生育状況を注視しつつ、農業関

係機関相互の連携を図り、農業者の皆様とともに、

豊穣の秋が迎えられることを期待しております。 

 次に、建設産業安全大会についてでありますが、

建設工事の繁忙期を迎えるに当たって、４月２８日

に建設業協会と商工会工業部会の共催により、建設

事業従事者約８０名が集い開催され、交通事故や労

働災害の防止を参加者全員で確認し、無事故を誓っ

たところであります。 

 次に、道路整備及び治水砂防関係についてであり

ますが、５月１７日に道路整備促進期成同盟会全国

協議会第４４回通常総会、命と暮らしを守る道づく

り全国大会、道路整備に係る中央要請活動に参加し

てきたところであります。 

 また、５月２９日には北海道道路整備促進協会、

北海道治水砂防海岸事業促進同盟及び北海道防災協

会の通常総会に、５月３０日には北海道道路利用者

会議令和５年度定期総会に出席し、道路、砂防両事

業の拡充及び促進を図るための活動を行ったところ

であります。 

 次に、旭川十勝道路については、本年度の開発予

算において中富良野から上富良野間が計画段階評価

になり、４月２１日に期成会とともに国土交通省へ

さらなる事業推進への要望を行ってきたところであ

ります。 

 次に、上富良野高校への入学状況についてであり

ますが、今春の新入学者数は、地元の中学卒業者１

６名を含む２８名となり、全校生徒は７７名となっ

たところであります。 

 また、特色ある学校づくりの一環として、令和２

年度から導入している学校給食については、全校生

徒７７名中６７名の生徒が利用され、好評を得てい

るところであり、次年度の入学者の確保に向け、上

富良野高等学校教育振興会補助をはじめ、魅力ある

学校づくりの支援を引き続き進めてまいります。 

 次に、上富良野町教育支援センターの設置につい

てでありますが、不登校児童・生徒が安心できる居

場所づくりと様々な相談対応、学習支援を行うよ

う、この４月１日より教育支援担当主幹をはじめ、

専門的資格を有する会計年度任用職員３名として、

教育アドバイザー、教育支援専門員及び教育支援相

談員を配置したところであります。 

 現在、公民館２階に配置しましたセンターにおい

て、受入指導内容等の準備を進めているところであ

り、学校及び関係機関とも連携を図りながら、通所

を希望する児童生徒の安心できる居場所となるよう

取り進めてまいります。 

 次に、上富良野町立学校少人数学級編成について

でありますが、令和５年５月１日現在の新１年生は

５６人が就学され、うち上富良野小学校の新１年生

は通常学級３５人と特別支援学級１０人の４５人と

なったところであります。このことから、少人数学

級編成実施要綱に基づき２学級の編成とし、それに

伴う必要な教員について、町費により１人を任用し

上富良野小学校に配置したところであります。 

 このことにより、義務教育の初期段階における基

礎学力や基本的な生活習慣の定着が図られるよう、

個に応じた学習、生活指導が適切に行われることを

期待するところであります。 

 次に、児童生徒の部活動等における活躍状況につ

いてでありますが、３月１１日、１２日に開催の第

４１回全日本スノーボード選手権のＵ－１８ディア

ルスラローム競技とジャイアントスラローム競技に

富良野高校２年生の上村恭介さんが出場され、優勝

と２位を授賞されました。 

 また、３月２６日に開催の第２６回全国高等学校

少林寺拳法選抜大会に富良野高校１年生の関口彩花

さん、小林康晴さんが出場され、関口さんは女子団

体演舞において優勝、単独演舞の部において３位を

授賞され、小林さんは男子単独演舞の部で２位を授

賞されました。 

 このほかにも全道大会等に児童生徒が出場されて

いるところであり、今後におきましても、本町の子

どもたちが各方面で活躍していただくことを期待す

るものであります。 

 次に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

本人及び同居家族の健康観察期間に登園自粛されま

した児童の保育料につきまして、日割り計算による
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減免措置を実施したところであります。 

 ２月から３月分の減免額は、２園３名に対しまし

て２万９,７００円を決定し、各園、保護者に通知

させていただきました。なお、保育料の精算等の事

務手続につきましては、各園にお願い申し上げたと

ころであります。 

 次に、緊急経済対策についてでありますが、令和

４年度子育て世帯等臨時特別支援事業において、価

格高騰緊急支援給付金として１,１９１件、５,９５

５万円を交付したところであります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、３月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、６月７日現在、件数で１７件、事業費総額

で４億５,６２２万５,０００円となっております。

また、本年度発注予定の建設工事は４３件で、その

情報については、４月１日付で公表したところであ

ります。 

 なお、お手元に令和５年度建設工事発注状況を配

付しておりますので、後ほど御高覧いただきたく存

じます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委員

より報告を求めます。 

 代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君） 監査・例月現金出

納検査について御報告いたします。 

 概要のみ申し上げますので、御了承賜りたいと思

います。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページを御覧ください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を報告いたします。 

 定期監査の概要ですが、町立病院貯蔵品検査につ

いて、令和５年４月２５日に町立病院の棚卸しを監

査の対象とし、令和４年度末に係る貯蔵品調書等関

係諸帳簿を閲覧するとともに、貯蔵品の実地検査を

行いました。 

 検査の結果、棚卸しは、おおむね適正に執行され

ていると認められました。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 車両検査について、令和５年６月２日に公用車両

８４台の整備及び管理の状況を監査の対象として実

地検査を行いました。 

 検査の結果、公用車両の整備及び管理の状況は、

おおむね良好であると認められました。 

 次に、３ページから１６ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、

例月現金出納検査を執行しましたので、同条第３項

の規定により、その結果を報告いたします。 

 令和４年度会計の令和５年２月分から４月分及び

令和５年度会計の令和５年４月分について、検査の

概要及び検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

各会計の出納の収支状況は別紙資料に示すとおりで

あり、現金は適正に保管されていることを認めまし

た。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、令和４年度

分を１７ページに、令和５年度分を１８ページに添

付していますので、参考にしていただきたいと思い

ます。 

 以上で、監査・例月現金出納検査の御報告といた

します。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） １点確認をさせていただき

たいのですが、税の収納状況の関係ですが、上富良

野町に限らず他市町村でも、今、外国人の固定資産

の取得と、それから外国人の移住、そういった傾向

が見られます。 

 そんな中で、上富良野町において、税の収納が外

国人の対応としていわゆる税金の未納が現在の時点

であるのかないのか。 

 他町村では固定資産税の収納が居住がはっきりし

なくて、なかなか収納を催促してもできないという

ような状況も聞いておりますので、上富良野町にお

いてはどういう状況なのかを教えていただきたいと

思います。 

○議長（村上和子君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（中田繁利君） ただいまの４番中

瀬議員の質問にお答えいたします。 

 例月現金出納検査におきましては、税の収納状況

につきましては調査の対象としていません。決算審

査のときに税務の関係の職員から税の滞納状況の資

料をいただきまして、その辺について説明を受けて

いるところでございます。ただ、外国人の方が滞納

しているかどうかにつきましては、ちょっとそこま

で説明を受けていなかったということもありまし

て、私のほうで答弁はできません。 
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○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第１号監査・例月現金出納検査結果報

告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第２号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 報告第２号委員

会所管事務調査報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、中澤良隆君。 

○議会運営委員長（中澤良隆君） ただいま上程い

ただきました報告第２号委員会所管事務調査の報告

をいたします。 

 １ページを御覧いただきたいと思います。 

 議会運営委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７５

条の規定により閉会中の継続調査に付託された事件

について、調査の経過及び結果を会議規則第７７条

の規定により報告する。 

 令和５年６月７日。上富良野町議会議長、村上和

子様。 

 議会運営委員会委員長、中澤良隆。 

 記。 

 調査事件名。 

 議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議

長の諮問に関する事項について。「議会活性化の推

進について。」 

 調査の経過。 

 本委員会は、令和２年４月７日の委員会で閉会中

の継続調査事件を議会の会期日程等の議会運営に関

する事項と、議長の諮問に関する事項は、議長から

具体的に「議会活性化の推進について」が諮問され

たことにより、議会活性化についてを調査すること

に決定をいたしました。 

 令和２年次１４回、令和３年次１３回、令和４年

次１５回、令和５年次１０回にわたり委員会を開催

し、調査及び活性化の実践を行ったので、その結果

を次のとおり報告する。 

 １、議会活性化推進計画策定の目的。 

 平成２１年４月１日に町の最高機関である上富良

野町自治基本条例が施行され、議会の役割と責務が

明確に位置づけられた。その後、様々な議会改革や

活性化に取り組んできたが、議会及び議員が活性化

に向けた達成目標や進捗状況を共有できていなかっ

たことから、これからの活性化を着実に推進して振

興を管理するために、全体を網羅した上富良野町議

会活性化推進計画（以下、活性化計画という。）を

策定した。 

 ２、活性化計画で議会が目指すべき姿。 

 議会は、上富良野町自治基本条例で定めている議

会の役割と責務、議会の運営、議員の責務に基づ

き、議会活性化のメインテーマを「より身近で開か

れた議会」に決定し、その議会活性化の基本政策を

①情報（情報と共有）、②参加（町民参加機会の拡

大）、③機能（議会・議員の機能向上）とし、三つ

の施策体系（別紙１、上富良野議会活性化推進計画

の施策体系を参照）これにつきましては、後ほど御

高覧を賜りたいと思います、を柱として、議会活性

化を計画的に推進することとした。 

 ３、活性化計画の策定。 

 令和２年８月２６日に活性化計画を策定し、計画

期間を令和５年８月２４日までとし、評価反省を

行った上で毎年時見直しを行うこととした。 

 ４、活性化計画の施策の主な取組について。 

 （１）上富良野町議会議員政治倫理規程の制定。

これにつきましては、別紙２を御参照いただきたい

と思います。 

 （２）議会懇談会（報告会） 

 議会懇談会のほか、新たに団体またはグループの

要請による議会懇談会開催。 

 ２ページをお開きいただきます。 

 表につきましては、朗読を省かせていただきま

す。 

 （３）議会議員定数及び議員報酬特別委員会設置

調査審議。 

 議員定数は１４名が妥当。議員報酬も現状維持が

望ましいという結論に至った。 

 （４）新型コロナウイルス感染症に伴う議会の行

動指針制定。 

 マスク着用及びアクリル板の設置、定期的に１時

間ごとの換気徹底、議場傍聴席の一席空け入場制限

（３０人まで）。 

 （５）定例会ごとの反省会。 

 定例会終了後、翌週の月曜日に定例開催とし、議

会運営の活性化を目指すなど。 

 取り組んだ施策項目は、別紙３評価表上富良野町

議会活性化推進計画項目を御参照願います。 

 ５番、全議員による評価について。 

 令和５年５月２日までの間に全議員による活性化

計画の進捗状況について、この間の総括とも言える

総合評価を行った。その大まかな結果は、全４３施

策項目中、総合評価の平均点３点以上が２６項目、

３点未満が１７項目となり、６割が中間点である３

点以上の評価である。 

 その中でも、特に議員定数（４.６）、議員だよ

りの発行（４.５）など４点以上の１２項目は高得

点の評価で、後年に実施するとした項目は全て３点
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未満となった。そして、実施済みだが常任委員会の

公開（２.９）、議員図書室（２.５）の２項目は３

点未満となった。 

 以上の結果を踏まえて、今後は後年に実行すると

した項目、集約できる項目、引き続き実践が必要な

項目、あるいは新たに取り組むべき必要のある項目

などを審議することとする。 

 細部は別紙３評価表上富良野町議会活性化推進計

画項目を御参照願います。 

 ６、総論（まとめ）。 

 平成２１年４月１日に町の最高規範である上富良

野町自治基本条例が施行され、議会の役割と責務が

明確に位置づけられた。このことにより、議会活性

化・議会改革に対する機運が一段と高まり、その

後、議員定数や議員報酬の削減、議会委員会条例、

議会会議規則、議会運営に関する先例など、逐次見

直しが行われ現在に至っている。 

 今後、より効果的に議会活性化を推進していくた

めには全体を網羅した計画は必要との考えから、活

性化計画を令和２年８月２６日に策定し、本活性化

計画に基づき着実に歩みを進めていくこととした。 

 １年次及び２年次で活性化計画の策定を追えたこ

とから、今報告のテーマとなる３年次、４年次目に

おいては、施策項目の中で早急に取り組むべき施

策、後年に実行することとした施策等を選別し、全

議員の共通認識の下、計画的に取組を進めてきた。 

 議会活性化の活動は、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けたが、議員定数、議員報酬について調

査・審議をし、結論を得た。また、政治倫理規程の

制定、議会中継の計画立案、各団体等との議会懇談

会開催などを着実に実施することができた。その

後、全議員による評価アンケートを実施した結果、

今後の取組の参考にしていくこととした。 

 ３ページを御覧ください。 

 この間における取組により、総じて自治基本条例

に基づく議会の責務を少なからず果たすことができ

たと評価しているところである。しかしながら、議

会活性化や議会改革は終わりなき課題であり、今後

も人口減少社会、少子高齢社会などの変化により、

議会を取り巻く環境にも新たな課題や問題点が生じ

てくることが予想される。社会の動向を見極めなが

ら、町民がまちづくりの主人公であることを深く認

識し、それぞれの課題や問題の解決に当たっていく

ことが議会の存在意義向上につながると確信し、さ

らなる活性化や改革に取り組んでいく所存である。 

 下の議会運営委員会の調査経過については、御高

覧願います。 

 以上で、報告第２号の説明といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑あれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） ないようでございますの

で、これをもって、報告第２号委員会所管事務調査

報告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第３号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 報告第３号委員

会所管事務調査報告について、報告を求めます。 

 総務産建常任委員長、荒生博一君。 

○総務産建常任委員長（荒生博一君） ただいま上

程いただきました報告第３号委員会所管事務調査報

告について、朗読をもって報告に代えさせていただ

きます。 

 １ページを御覧ください。 

 総務産建常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７５

条の規定により閉会中の継続調査に付託された事件

について、調査の経過及び結果を会議規則第７７条

の規定により報告する。 

 令和５年６月６日。上富良野町議会議長、村上和

子様。 

 総務産建常任委員会委員長、荒生博一。 

 記。 

 調査事件名。 

 １、これからの官民連携のまちづくりについて。 

 ２、ジオパークについて。 

 調査の経過。 

 本委員会は、閉会中の継続調査事件名を、これか

らの官民連携のまちづくりについてと、ジオパーク

についてに決定し、令和４年１３回、令和５年５

回、計１８回にわたり委員会を開催し、調査を行っ

た。 

 そして、令和４年１１月１５日から１８日までの

間、宮城県女川町での復興まちづくりについて、福

島県北塩原村においては磐梯山ジオパークの認定の

経過や磐梯山ジオパーク協議会の運営等について、

先進市町村行政調査を行った。また、令和５年４月

２０日には、十勝岳ジオパークの拠点施設である美

瑛町の十勝岳火山防災情報センター（ヴォルガ）、

丘の町郷土館「美宙」、そして上富良野町の上富良

野町郷土館の現地調査を行い、その結果を次のとお

り報告する。 

 １、これからの官民連携のまちづくりについて。 

 （１）現状の課題。 

 多くの分野で官民が連携してまちづくりに当たる

ことが望まれるが、上富良野町における行政（官）

と住民（民）が連携したまちづくりに関しては、大

きな課題として以下の２点が挙げられる。 
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 ①行政と住民の間で自由闊達な意見交換ができる

環境の不足。 

 まちづくりの現場において、多種多様な住民の参

加による行政との意見交換が行われることで、より

住民の希望に添ったまちづくりが行われることが望

まれる。現状、多くの現場では、行政主導・住民参

加、住民活動に行政のオブザーバー参加のように、

どちらか一方に主導権がある取組が多く、行政と住

民が共に意見を出し合い、事業をつくりあげていく

ような取組や手法はほとんど採用されていない。 

 ②協働活動の担い手不足と高齢化。 

 現状、町内にも行政と活動を共にする住民団体は

多く存在するが、その活動に関わる役員などの担い

手が高齢化してきている一方、新たな成り手の確保

も難しい現場が多く存在する。結果、充て職での人

材登用や活動の体制維持が常態化してしまってい

る。 

 ２ページを御覧ください。 

 （２）の協働事例の一覧につきましては、既に御

高覧いただいたものとし、朗読を省略させていただ

きます。 

 （３）先進地事例。 

 官民連携でのまちづくりが高く評価されている宮

城県女川町において、行政と住民が協働する上での

重要な点を幾つか確認することができた。前述の上

富良野町の課題に対して女川町の事例で参考になっ

たのは、以下の２点である。 

 ①行政と住民の間で自由闊達な意見交換ができる

環境の不足。 

 津波により甚大な被害を受けた女川町では、復興

に向けて住民有志の呼びかけで復興連絡協議会（Ｆ

ＲＫ）を発足させ、住民側の意見に関してはＦＲＫ

に集約。また、ＦＲＫと行政が連携を取ることで、

復興後のまちづくりに関して公明正大に意見交換が

行われた。意見の調整については、民間の建設系の

コンサルティング会社を挟むことにより、それぞれ

の希望を丁寧に拾い集め、実現可能性などを提示し

た上で合意形成を図った。 

 また、施設の建設に当たっては、行政の担当者と

ＦＲＫのメンバーが共に先進地に出向き、同じもの

を見て自分たちの町のことを話合った。そして実現

した復興のまちづくりは、住民にとっても誇りの持

てる満足度の高いものとなった。 

 ３ページになります。 

 ②協働活動の担い手不足と高齢化。 

 震災前は女川町においても多くの活動が行政主

導・住民参加であり、その活動の中心を担うのも高

齢者が主だった。しかし、震災をきっかけに主体的

にまちづくりに関わろうと多くの住民が手を挙げ

る。そうして多くの人が集まった組織内（ＦＲＫ）

では、思い切った世代交代を断行。その結果、これ

まで高齢者の陰に隠れていた若年世代が表舞台に出

てきて、意思決定に関わるようになる。また、その

ことで若年世代にもまちづくりに対する当時者意識

が醸成された。 

 （４）結論。 

 震災という稀有な機会を機に、行政と住民がまち

づくりに当時者意識を持ち、同じ方向に向かって歩

み始めた女川町と当町を単純に比較するのは難しい

が、その手法においては参考にできる点は数多く

あった。女川町では、行政と住民の間で自由闊達に

意見交換ができる環境づくりや、他世代間での良質

な信頼関係構築が行われることで活動が地に足のつ

いたものになっていた。 

 上富良野町においても、当時者として自分が住む

町をどうしていきたいかを真剣に話合う行政と住民

の関係が新しい未来を築いていくと考える。その中

で、思い切った世代交代を行うこともこれから町を

支えていく世代の当時者意識を育む有効な手法の一

つであると思われる。 

 また、議会においても町民の意見を丁寧にくみ取

りながら、これからの官民連携のまちづくりに積極

的に関わっていくことが望まれる。 

 続きまして、２、ジオパークについて。 

 （１）十勝岳ジオパークの取組状況。 

 美瑛町と上富良野町で推進する十勝岳ジオパーク

は、２０１５（平成２７）年度から美瑛町と上富良

野町の２町が共同し、十勝岳連峰と波状丘陵がつく

る自然景観をはじめ、対象泥流からの復興の歴史な

ど貴重な地域遺産を有することから、日本ジオパー

クネットワーク加盟認定を目指してきた。 

 その後、両町は十勝岳山麓ジオパーク推進協議会

を設立し、まず、人文地理学や自然地理学に精通し

た専門員を雇用し、事務局体制の強化を図るととも

に、講座、講演会、ジオ関連ツアーなどを企画開催

し、機運状勢を進めてきた。 

 十勝岳山麓ジオパークの主な経過、ぼつ４点に関

しては、後ほど御高覧いただく賜ります。 

 （２）十勝岳ジオパークの特長。 

 こちらにつきましては、①から③のそれぞれの特

長につきましては、後ほど御高覧賜りたいと存じま

す。 

 続きまして、４ページになります。 

 （３）調査の経過。 

 ①先進地調査。 

 ア、福島県北塩原村磐梯山ジオパークの概要。 

 磐梯山は、明治２１年の大爆発により多くの犠牲

者を出した活火山であり、眺める方向により会津富
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士とも称される優しくなだらかな山容と噴火の爪痕

を今なお残す荒々しさという対照的な二つの姿を有

している。さらに、猪苗代湖や明治の噴火により誕

生した大小３００あまりの湖沼群がある美しい景観

と地質学的価値のある地域である。 

 磐梯山周辺の猪苗代町、磐梯町、北塩原村の３町

村が中心となり、ジオパーク活動を通じて貴重な地

質遺産と自然環境、文化、歴史、伝統を保全・教

育・研究し、地域づくりに生かすため平成２２年３

月磐梯山ジオパーク協議会設立に至った。 

 その後、３町村で磐梯山憲章を制定するなどの活

動を継続し、平成２３年９月５日に日本ジオパーク

ネットワーク加盟認定を受けた。また、地域が一丸

となり、現在ユネスコ説明会ジオパーク加盟認定を

目指している。 

 ②拠点施設の実地調査。 

 アからウにつきましては、記載のとおりでありま

す。 

 （４）まとめ。 

 美瑛町と上富良野町の２町は、日本ジオパークの

認定に向けて２０１５（平成２７）年度から両町が

一丸となって十勝岳ジオパーク構想に取り組んでき

た。晴れて２０２２（令和４）年１月２８日に日本

ジオパークから正式認定を受けた。 

 認定後は、地域の魅力を発信するとともに、ツー

リズムや教育の振興をはじめとしてより良い地域づ

くりに励み、先進事例等を学びながら既存施設の有

効活用を図り、十勝岳火山防災情報センター（ヴォ

ルガ）、丘の町郷土館「美宙」、上富良野郷土館の

３施設を十勝岳ジオパークの拠点施設と位置づけ

し、整備に努めてきている。 

 また、認定ジオガイドの養成、防災教育、ジオ

パーク学習など多様な活動にも積極的に取組を進め

てきている。 

 一方、住民へのジオパークの意識向上にも努める

とともに、両町で一本化した事務局に地球科学に精

通した専門員を配置し、推進の要となる事務局の体

制強化も着実に前進していることが伺えることは高

く評価するところである。 

 しかしながら、構成する自治体が２町ということ

から、町、住民、観光協会、教育機関等と様々な関

係者にジオパークの意義や活動に対する考え方など

に多少の差異があることがうかがえる。 

 さらに、上富良野町においては、ジオパークに関

わる方々と一般町民とのジオパークに対する関心に

大きな差がうかがえることは、今後のジオパーク活

動の大きな課題と受け止める。 

 今後、これらの課題解決に当たってはイベントな

どを通じ、さらなる両町間の交流を行うことで十勝

岳ジオパークの構成町と関係団体、住民が一体と

なって将来の十勝岳ジオパークのあるべき姿である

十勝岳ジオパーク憲章（仮称）の制定を検討し、地

域全体で一つの方向に着実に歩みを進め、来るべき

再認定に向け取組を強化することが必要と考える。 

 なお、以下、総務産建任委員会の調査経過につき

ましては、既に御高覧いただいたものとし、朗読を

省略させていただきます。 

 以上で報告といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑あれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） ないようでございますの

で、これをもって、報告第３号委員会所管事務調査

報告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第４号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 報告第４号委員

会所管事務調査報告について、報告を求めます。 

 厚生文教常任委員長、佐藤大輔君。 

○厚生文教常任委員長（佐藤大輔君） 報告第４号

委員会所管事務調査の報告をいたします。 

 １ページ目を御覧ください。 

 厚生文教常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７５

条の規定により閉会中の継続調査に付託された事件

について調査を実施したので、会議規則第７７条の

規定により報告する。 

 令和５年６月５日。上富良野町議会議長、村上和

子様。 

 厚生文教常任委員会委員長、佐藤大輔。 

 記。 

 調査事件名。 

 町立病院について。 

 調査の経過。 

 上富良野町立病院は、昭和５４年に建設された

が、近年施設の老朽化と狭隘化が著しく、また機能

面では現在の医療ニーズへの対応が困難になってき

ているため、これまでの間、中待合室やトイレの改

修、玄関のバリアフリー化、介護医療院の増床など

の改善を図ってきた。そのような中、平成２６年１

０月１６日の消防法施行令の改正により、令和７年

６月３０日までに有床の医療機関へのスプリンク

ラー設置が義務づけられ、現状のままでの病院運営

は事実上不可能となった。 

 しかし、スプリンクラー設置工事により発生する

騒音や振動、粉じんなど、入院患者や入所者の療養

環境、外来患者の受診環境への悪影響が懸念される

ほか、スプリンクラーを設置することで火災時の安
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全対策は講じられるものの、医療施設としての老朽

化対策及び機能改善が図られるわけではないことか

ら、現在の医療水準を維持することを前提に、現有

施設にスプリンクラーを設置すべきか、または病院

施設の改修を進めることによりスプリンクラー問題

の解決に加え、入院患者や入所者の安全確保を図る

べきか、令和７年という期限が迫る中、早急に判断

する必要があった。 

 町立病院は、平成４年にＣＴ室を増築したほかは

応急的な修繕により病院機能の維持に努めてきたも

のの、機能改善などの改修工事は未実施のため、快

適な医療療養環境や患者のプライバシー保護、高齢

化率の上昇に伴う医療福祉や保険サービスへの需要

増加など、時代のニーズに即したサービス提供のた

めのさらなる改修が望まれていたこともあり、令和

元年８月スプリンクラーの設置及び耐震補強工事と

施設維持を目的とした改修工事に約８億円、さらに

大規模改修工事を併せて実施すると約１８億円の費

用がかかることに鑑み、町は中長期的な視野に立っ

て、この際、建て替えを選択すべきと判断した。 

 それを受け、議会としては所管委員会を中心に、

都度経過を注視するとのことで意見の一致をみた。

その後、令和元年９月に厚生労働省は全国の公立公

的病院のうち、診療実績が乏しく近郊に類似する医

療機関があるなど、「再編・統合について特に議論

が必要」とする約４４０か所の病院名を各メディア

にて公表したが、当病院も対象となったため、町立

病院の再編・統合及び建替計画について関係機関と

協議を進め、令和２年９月に富良野圏域地域医療構

想調整会議において合意を得た後、１２月には総務

省より地域医療構想との整合性について意見はない

と建替計画について容認する旨の通達があり、建設

計画を推進することとした。 

 これらの経過を含め、基本設計及び実施設計、そ

して本体工事に関わる後期の委員会編成時に閉会中

の継続調査事件名を町立病院についてとし、以降令

和３年３回、令和４年４回、令和５年３回、計１０

回にわたり委員会を開催し調査を行ったので、その

結果を次のとおり報告する。 

 調査の結果。 

 １、町立病院について。 

 （１）建設地選定に関して。 

 新病院の建設に当たっては、現病院の抱える課題

を解消することはもちろん、病院が果たすべき役割

や機能を発揮しつつ、経営の安定化を図ることを視

野に入れ、現病院の周囲に建設候補地として以下五

つのエリアが挙げられた。 

 １、医師住宅・予防接種会場エリア。 

 ２、子どもセンターエリア。 

 ３、職員駐車場エリア。 

 ４、現病院駐車場エリア。 

 ５、役場職員駐車場エリア。 

 ３ページを御覧ください。 

 候補地４については、敷地面積が狭いことや建設

工事期間中は正面玄関を塞いでしまうため、病院利

用者に不便をかけることなどの理由により、早々に

候補地から外された。候補地３については、敷地面

積が狭く地盤が低いことや出入り口に面する東１丁

目通りの道路幅も狭いこと、電柱移設に約１億円の

経費が見込まれるなどの理由により、また、候補地

５については、面積としては十分ながら、病院の敷

地と役場庁舎の敷地の間にある南６条通を廃止する

ことで、上下水道管や都市下水道に係る工事の必要

性と近隣住民に不便をかけるおそれが生じ、また、

救急外来の要件を満たさない可能性があるため、候

補地から外された。最終的に候補地１と候補地２に

絞られたが、候補地１については医師住宅などの施

設解体と移転建設、また仮設施設の建設などに約２

億円の費用が見込まれること、候補地２については

子供センター機能や高齢者事業団事務所の移転先が

不透明なことなど双方に課題が存在したが、利便

性、代替説、周辺への影響、工事費、将来ビジョン

など比較検討し、結果、候補地２を建設地として決

定した。 

 委員会において、移転に伴い子どもセンター機能

のうち、発達支援センターは予防接種会場に、子育

て支援拠点事業と高齢者事業団事務所の移転先につ

いては、今後責任を持って選定する旨の説明を受

け、建設地の検討を併せて了承した。 

 （２）多様な入札契約方式当の検討に関して。 

 近年の建設業界は、熟練技術者不足による品質リ

スクの増大や建設投資額縮小への対応、透明性や公

平性の確保など大変厳しい環境下に置かれている。 

 また、省エネや環境配慮など施設性能への要求や

大規模災害への対応など、事業ニーズへの変化が起

きている。さらに、予算超過や不調・不落リスクの

増大、厳しい事業スケジュールの順守など、発注者

側の課題も多様化している。そのため、新病院建設

に向けては、以下１から３の入札契約方式と４の発

注者支援について検討がなされた。 

 ①、②につきましては、後ほど御高覧いただけま

すようにお願いいたします。 

 ４ページ目を御覧ください。 

 ③設計施工一括方式。 

 基本設計図書に基づき、実施設計と施工を一括し

て総合建設会社に発注することで、施工者の得意な

技術や特許工法等を設計に反映できる。 

 また、実施設計前に工事費と工期が確定し、早期
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の資材調達や先行工事がが可能となり、コスト縮減

や工期の短縮が期待できるが、基本設計を詳細に設

定した場合は、工法反映等のメリットが生かせず、

発注者と受注者間に認識の相違があった場合、修正

のための時間やコストが増大するおそれがある。そ

して何よりも設計者と施工者が同一のため、チェッ

ク機能が働きにくいという懸念が残る。 

 ④ＣＭ方式という考え方。 

 建設事業において、ＣＭＲが中立性を保ちつつ、

発注者側に立って設計から施工の各段階で発注方式

の検討、工程やコスト管理などの各種マネジメント

業務を行う手法である。発注者側はＣＭＲの助言等

を踏まえて判断・決定を行うが、ＣＭＲの立場はあ

くまでも発注者の補助者であり、最終的な判断は発

注者が責任を持って行う。 

 本事業は、スプンクラー設備設置期限となる令和

７年６月の開院が絶対条件で、十分な工事期間を確

保するために、入札時の不調・不落など事業遅延の

生じる要因を避け、事業費を抑えながら質の高い医

療を提供できる病院を建設するためには、実施設計

発注時に事業費と工期が確定し、早期の資材調達等

により工期短縮と施工者が得意とする技術や工法を

設計に反映することによるコスト縮減、設計と施工

の綿密な連携による質の高い病院建設が期待できる

デザインビルド方式を採用し、加えて、懸念事項に

ついてはＣＭ方式で補完したいとの説明があった。

委員会で協議した結果、ＤＢ方式とＣＭ方式の複合

型は現時点での最適解であると判断した。 

 （３）熱源システム採用に関して。 

 令和３年３月に策定された基本計画において、熱

源システムは電気、ガス、石油などの利点や欠点を

洗い出すとともに、再生可能エネルギーを利用した

地中熱ヒートポンプ等の省エネルギー、省二酸化炭

素を考慮したシステムの導入を選択肢に含め検討す

るとされていた。その後、導入可能な再生可能エネ

ルギーとして、地中熱、バイオマス、太陽光につい

て比較検討が行われた。 

 ①地中熱利用。 

 イニシアルコストがかさむが、補助金により大き

く縮減できる。非常用発電機の電源供給により災害

時でも熱供給が可能である。 

 ②、③につきましては後ほど御高覧ください。 

 ５ページ目を御覧ください。 

 以上のことから、地中熱利用が最もふさわしく、

また、地中熱利用の中でも地下水を利用する井戸方

式と地中へ熱交換機を挿入するボアホール方式とが

あるが、メンテナンスの観点から、ボアホール方式

が有効であるとの説明を受けた。加えて、ボアホー

ル方式を採用する場合、事前に熱応答試験の実施が

必要となるが、その費用に対しても補助金制度は適

用されるとのことであった。その後、委員会では、

ボアホール方式導入時のイニシアルコストにおける

補助金の内容確認や冷暖房システムにおける地中熱

と重油のバランスなどの比較検討結果も含め、ライ

フサイクルストや二酸化炭素排出量に鑑み、地中熱

利用８１％とＡ重油ボイラー１９％の組み合わせが

最適とする考えに同意した。 

 ３、まとめ。 

 現在、令和７年６月の新病院開院に向け着々と計

画が進んでいるが、この間、新型コロナウイルス感

染症の世界的大流行やロシアによるウクライナ侵攻

などに端を発した物価高騰が我々の生活を直撃して

いる。むろん、大型公共施設の建設費も例外ではな

く、資材調達費や人件費は大幅に上昇し、今後、当

初の見積もりどおりに計画が進むのかは不透明な状

況と言えるもの、ＤＢ方式とＣＭ方式採用のメリッ

トを生かし、建設費の高騰に対する町民の不安を払

拭しながら工事が滞りなく進むよう最善を尽くされ

たい。 

 また、当初整備計画の俎上に乗せられていたラベ

ンダーハイツの建設計画や電子カルテの導入等につ

いては、今後も都度協議を重ねられたい。 

 施設の整備が進む一方で、医師・看護師等の不

足、人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴う医療

需要の変化や医療の高度化といった経営環境の急激

な変化が予想されるが、都市部から僻地に至る様々

な地域において、行政機関、医療機関、介護施設等

と連携の上、地域に必要な医療を公平・公正に提供

し、住民の生命と健康を守り、地域の健全な発展に

貢献することとする自治体病院の使命を全うすべ

く、多くの町民が望む持続可能な地域医療提供体制

の確保を目指し、限られた医師・看護師当の医療資

源を地域全体で最大限効率的に活用とする視点を

持って経営を強化されたい。 

 以上、報告といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） ないようでございますの

で、これをもって、報告第４号委員会所管事務調査

報告についてを終わります。 

 ここで、暫時休憩といたします。再開は１０時２

５分といたします。 

─────────────── 

午前１０時  分 休憩 

午前１０時２５分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 会議を再開いたします。 
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────────────────── 

◎日程第９ 報告第５号 

 日程第１０ 報告第６号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 報告第５号専決

処分の報告について（上富良野町税条例等の一部を

改正する条例）、日程第１０ 報告第６号専決処分

の報告について（上富良野町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例）を議題といたします。 

 関連がありますので、一括して提出者から報告を

求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました報告第５号専決処分の報告について（上

富良野町税条例等の一部を改正する条例）、報告第

６号専決処分の報告について（上富良野町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）について御説明

申し上げます。 

 国の令和５年度の税制改正関連法案の成立が令和

５年３月末になることから、３月定例議会におきま

して、上富良野町税条例及び上富良野町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例につきまして、町長

の専決処分事項として議決をいただきました。 

 本年度の税制改革関連法案は、令和５年３月２８

日可決、成立し、３月３１日に公布され、原則とし

て、同年４月１日から施行されることに伴い、３月

３１日に上富良野町税条例等の一部改正をする条例

及び上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について専決処分をいたしましたので、御報

告申し上げます。 

 まず、報告第５号専決処分の報告について（上富

良野町税条例等の一部を改正する条例）につきまし

て、御説明を申し上げます。 

 令和５年の税制改正におきましては、家計の資産

を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、ＮＩＳＡの

抜本的拡充、恒久化を行うとともに、スタートアッ

プエコシステムを抜本的に強化するための税制上の

措置を講ずることとしております。 

 また、自動車税当の環境性能割等を見直すことに

より所要の改正を行うものであり、その主要な改正

点を御説明申し上げます。 

 １点目、軽自動車については環境性能割の税区分

の見直しとしまして、新型コロナウイルス感染症等

を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、現行の

税率区分を令和５年１２月末まで据え置くこと、さ

らに２０３５年電動車１００％とする政府目標と整

合させ、一層の普及促進を図る観点から、各税率区

分における燃料基準達成度を３年間で段階的に引き

上げ、令和８年度に税率区分を見直すものでありま

す。 

 二つ目は、グリーン化特例として、電動自動車等

を取得した場合における現行の翌年度の種別割７５

％軽減する措置の適用期間を３年延長するものであ

ります。 

 三つ目は、燃費・排ガス不正行為の対応としまし

て、不正により生じた納付不足額に係る納税義務に

ついて、当該不正を行ったメーカーの特例規定につ

いて税制上再発防止強化のため、納付不足額を徴収

する際に加算する割合を現行の１０％から３５％に

引き上げるものであります。 

 ２点目の個人住民税につきましては、一つ目は森

林環境税の導入に伴い、配当割額及び株式等譲渡所

得割額の控除及び個人の町民税の徴収の方法等につ

いて規定をする改正を行うものであります。 

 二つ目は、肉用牛の売却における事業取得に係る

町民税の課税特例の適用期限を令和９年度まで延長

するものであります。 

 ３点目、固定資産税につきましては、長寿命化に

資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税

額措置を創設するものであります。 

 ４点目は、地方税法等の法令改正に伴い、所要の

改正を行うものであります。 

 以下、議案の朗読をし、御説明申し上げます。 

 報告第５号を御覧ください。 

 報告第５号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告

する。 

 記。 

 処分事項。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例。 

 次のページを御覧ください。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された町長の専決処分事項につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例（別紙

のとおり）。 

 令和５年３月３１日。上富良野町長、斉藤繁。 

 次のページを御覧ください。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第

１０号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、条文を追ってその主な改正点のみを説明さ

せていただきますので、御了承お願いします。 

 第３４条の９、配当割額又は株式等譲渡所得割額
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の控除は、森林環境税の導入に伴う改正をするもの

であります。 

 第３６条の３の２、個人町民税に係る給与所得者

の扶養控除等の申告書は、給与所得者の扶養親族等

の申告書の記載事項の簡素化のため、法規定の新設

に併せて新設及び法律改正による項のずれの反映に

ついて改正するものです。 

 第３８条、個人町民税の徴収方法の方法について

は、森林環境税の導入に伴う関係法律の施行に伴

い、森林環境税の賦課徴収方法について規定をする

改正をするものであります。 

 第４１条、個人町民税の納税通知書につきまして

は、森林環境税の導入に伴う関係法律の施行に伴

い、納税通知書に記載するべき納付額に森林環境税

の記載をする改正を行うものです。 

 第４４条、給与所得者に係る個人町民税の特別徴

収については、森林環境税の導入に伴う関係法律の

施行に伴い、特別徴収の方法により徴収する給与所

得に係る所得割額及び均等割額に森林環境税額を含

む旨を記載する改正をするものです。 

 第４６条、給与所得に係る特別徴収額の納入の義

務等につきましては、施行規則様式の新設に伴い改

正を行うものです。 

 次のページをお開きください。 

 第４７条、給与所得に係る特別徴収額の普通徴収

額への繰入れにつきましては、森林環境税導入に伴

う関係法律の改正に伴い改正するものであります。 

 第４７条の２、公的年金等に係る個人町民税の特

別徴収につきましては、森林環境税の導入に伴う関

係法律の施行に伴い、特別徴収の方法により徴収す

る公的年金等の取得に係る所得割及び均等割額に森

林環境税額を含む旨を規定する改正を行うもので

す。 

 第４７条の６、年金所得者に係る特別徴収額等の

普通徴収額への繰入りにつきましては、森林環境税

の導入に伴う関係法律の改正に伴い、改正するもの

であります。 

 第４８条、法人の町民税の申告納付。 

 第５０条、法人の町民税に係る不足税額の納付の

手続につきましては、施行規則様式の新設に伴う改

正を行うものです。 

 第８２条、種別割の税率につきましては、軽自動

車のミニカー区分から三輪以上の特定小型原付を除

外する規則改正に併せて改正を行うものです。 

 第９０条、身体障がい者等に係る種別割の減免に

つきましては、減免に伴う対象者の見直しのため、

規定の整備を行う改正を行うものです。 

 第９８条、たばこ税の申告納付の手続。 

 １０１条たばこ税に係る不足税額等の納付手続に

つきましては、施行規則様式の新設に伴う改正を行

うものです。 

 附則第８条、肉用牛の売却による事業取得に係る

町民税課税分の特例につきましては、適用期限を延

長する法律改正に併せて改正するものです。 

 附則第１０条、読替規定につきましては、令和３

年改正における法附則第６４条を削る改正に併せて

改正するものです。 

 附則第１０条の２、法附則第１５条２項第１号等

の条例で定める割合につきましては、大規模の修繕

等が行われたマンションに対する税額の減額措置を

我が町特例の割合に定める規定につきまして、法規

定の新設に併せて新設し、法律の改正に併せて項の

ずれの反映について改正するものです。 

 次のページを御覧ください。 

 附則第１０条の３、新築住宅等に係る固定資産税

の減免の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告につきましては、大規模修繕等が行われたマン

ションに対する税額減額の減額措置を受けようとす

る者がすべき申告につきまして、法規定の新設に併

せて新設し条例、項のずれを改正するものです。 

 附則第１５条の２、軽自動車の環境性能割の非課

税につきましては、臨時的軽減措置に係る規定を法

律改正に併せて削除するものです。 

 附則第１５条の２の２、軽自動車環境性能割の賦

課徴収の特例につきましては、不正を行った自動車

メーカーを納税義務とみなして納税不足分を徴収す

る際に加算する割合を変更する法律の改正に併せて

改正するものです。 

 附則第１５条の６、軽自動車の環境性能割の税率

の特例につきましては、臨時的軽減措置に係る規定

を法律改正に併せて削除するものです。 

 附則第１６条、軽自動車税の種別割の税額の特例

につきましては、軽自動車税の種別割グリーン化特

例につきまして特例期限を３年間、２５％の軽減に

つきましては２年間、延長及び法の変更を法律改正

に併せて改正するものです。 

 次のページをお開きください。 

 附則第１６条の２、軽自動車の種別割賦課徴収の

特例につきましては、前条の改正に伴い、規定の整

備及び不正を行った自動車メーカーを納税義務者と

みなして納税不足分を徴収する際に加算する割合の

変更を法律改正に合わせて改正するものです。 

 附則第１７条の２、有料住宅地の造成のために土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税課

税の特例につきましては、適用期限の延長をする法

律改正に併せて改正するものです。 

 附則。 

 第１条は、施行期日について定めているもので、
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令和５年４月１日から施行するものです。ただし、

施行期日を別に定めている項目につきましては、当

該各号に定める日から施行するよう定める規定と

なっております。 

 第２条は、町民税に関する軽減措置について定め

るものです。 

 第３条は、固定資産税に関する軽減措置について

定めるものです。 

 第４条は、軽自動車税に関する軽減措置について

定めるものです。 

 続きまして、報告第６号のほうを御覧ください。 

報告第６号専決処分の報告について（上富良野町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例）につきま

して、御説明申し上げます。 

 国では、国民健康保険税の課税限度額及び軽減措

置の判定基準とする金額を見直すことにより、国民

健康保険の被保険者間の保険税負担の公平性の確保

及び中低所得層の保険税負担の軽減を図る目的で所

要の改正を行うものであり、主な改正点を御説明申

し上げます。 

 １点目は、後期高齢者支援金等課税額に係る課税

限度額を現行の「２０万円」から「２２万円」に引

き上げることができるよう法律改正に併せて改正す

るものであります。 

 ２点目は、軽減判定所得の基準額を世帯軽減判定

所得の算定において、被保険者等の数に乗ずるべき

金額を５割軽減を現行の「２８万５,０００円」か

ら「２９万円」に、２割軽減の現行の「５２万円」

から「５３万５,０００円」に引き上げるものであ

ります。 

 ３点目は、地方税法等の法令改正に伴い、所要の

改正を行うものです。 

 以下、議案を朗読をし、御説明申し上げます。 

 報告第６号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告

する。 

 記。 

 処分事項。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例。 

 次のページをお開きください。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された町長の専決処分事項につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例（別紙のとおり）。 

 令和５年３月３１日。上富良野町長、斉藤繁。 

 次のページを御覧ください。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例。 

 上富良野町国民健康保険税条例（昭和３１年上富

良野町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項、ただし書中「２０万円」を「２２

万円」に改める。 

 ２３条中、「２０万円」を「２２万円」に改め、

同条第２号中「２８万５,０００円」を「２９万

円」に改め、同条第３号中「５２万円」を「５３万

５,０００円」に改める。 

 ２３条の２中、「２４条の２」を「２４条２の第

１項」に改める。 

第２４条第１項に次の１号を加える。「５号、前４

号に掲げるものを除くほか、特別の事情がある

者。」 

 第２４条の２第２項中、「その他の特例対象被保

険者等であることの事実を証明する書類」を「又は

雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定

するものをいう。）」に改める。 

 附則第２項中、「同項中」を「同条第１項」に改

める。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 経過措置。 

 ２、この条例に係る改正後の上富良野町国民健康

保険税条例の規定は、令和５年度以降の年度の国民

健康保険税について適用し、令和４年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 

 以上をもちまして、報告第５号専決処分の報告に

ついて（上富良野町税条例等の一部を改正する条

例）、報告第６号専決処分の報告について（上富良

野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）に

ついて、報告といたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、報告第５号

及び報告第６号について、一括して御質疑があれば

賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） ないようでございますの

で、これをもって、報告第５号専決処分の報告につ

いて（上富良野町税条例等の一部を改正する条例）

及び報告第６号専決処分の報告について（上富良野

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）の報

告を終わります。 

────────────────── 
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◎日程第１１ 報告第７号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 報告第７号令

和４年度上富良野町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について、報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました報告第７号令和４年度上富良野町一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告について、その概要を御

説明申し上げます。 

 報告第７号を御覧いただきたいと思います。 

 報告第７号令和４年度上富良野町一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告について。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、令和

４年度上富良野町一般会計歳出予算の経費を別紙繰

越計算書のとおり繰越したので、地方自治法施行令

第１４６条第２項の規定により報告する。 

 次のページの繰越明許費繰越計算書を御覧いただ

きたいと願います。 

 記載の全７事業につきましては、それぞれ令和４

年度の定例会及び臨時会におきまして、一般会計補

正予算（第５号）、（第７号）、（第８号）及び

（第９号）として上程し、所要の補正及び事業完了

が翌年度となることから、繰越明許費の設定の議決

をいただいたところでございます。 

 まず、ナンバー１の子ども・子育て支援事業につ

きましては、国の交付金を活用いたしまして、妊娠

期から出産、子育てまで一貫してさらなる支援を実

施するため、出産子育て交付金の支給などの経費と

なっています。 

 令和４年度の決算期を迎えまして、限度額を設定

いたしました１,０５２万３,０００円のうち、事業

完了が翌年度となる５０５万円を令和５年度会計へ

繰り越したものであります。 

 次にナンバー２の新子どもセンター整備事業につ

きましては、令和６年４月からの供用開始に向けま

して着工中ではありますが、限度額の９億９,８１

５万１,０００円のうち５億８,８４４万５,０００

円を５年度会計へ繰り越したものであります。 

 次に、国の令和４年度補正予算を活用して実施し

ていますナンバー３の上富良野地区道営農村地域防

災減災事業及びナンバー４の経営体育成基盤整備事

業につきましては、限度額を設定した二つの事業

で、総額２,７１７万５,０００円を全額令和５年度

会計へ繰り越したものであります。 

 次に、ナンバー５の小学校管理運営費及びナン

バー７の中学校管理運営費につきましては、これに

つきましても国の令和４年度補正予算を活用いたし

まして、学校保健特別対策事業といたしまして、各

小中学校の感染予防対策の消耗品及び学校保健室用

空調設備を整備する経費となっています。 

 限度額を設定いたしました二つの事業で総額４８ 

０万円を全額令和５年度会計へ繰り越したものであ

ります。 

 最後に、ナンバー６の上富良野西小学校（校舎）

防音機能復旧事業については、限度額を設定いたし

ました８,９７６万円のうち８,７３４万円を令和５

年度会計へ繰り越したものでございます。 

 以上、７事業の合計で７億１,２８１万円を地方

自治法第２１３条第１項の規定によりまして、令和

５年度会計へ繰り越しましたので、地方自治法施行

令第１４６条第２項の規定により、その内容を報告

するものであります。 

 なお、事業ごとの財源内訳で、国庫支出金など未

収入特定財源につきましては、事業完了時に応じま

して受入手続を行ってまいります。 

 以上をもちまして、報告第７号令和４年度上富良

野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

の説明といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第７号令和４年度上富良野町一般会計

繰越明許費繰越計算書の報告についてを終わりま

す。 

────────────────── 

◎日程第１２ 報告第８号 

○議長（村上和子君） 日程第１２ 報告第８号令

和４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

繰越明許費繰越計算書の報告について、報告を求め

ます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ただいま

上程いただきました報告第８号令和４年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計繰越明許費繰越計

算書の報告について、概要を申し上げて説明にかえ

させていただきますので御了承願います。 

 それでは、報告第８号を御覧ください。 

 報告第８号令和４年度上富良野町ラベンダーハイ

ツ事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、令和

４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計歳

出予算の経費を別紙繰越計算書のとおり繰り越した

ので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

より報告する。 

 次のページの繰越明許費繰越計算書を御覧願いま

す。 
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 介護ロボット導入事業について、昨年１２月の第

４回上富良野町議会定例会において、事業実施に当

たり一定期間を要することの理由により事業完了が

令和５年度に入ることから、繰越明許費の議決をい

ただいたところです。令和４年度会計の決算期を迎

え、事業費の７９７万５,０００円を令和５年度会

計へ繰り越ししたものです。 

 失礼いたしました。 

 費用について報告に誤りがありましたので、訂正

をいたしたいと思います。繰越額については７５５

万７,０００円の額になってございます。 

 以上をもちまして、報告第８号令和４年度上富良

野町ラベンダーハイツ事業特別会計繰越明許費繰越

計算書の報告についての説明といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第８号令和４年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第１３ 報告第９号 

○議長（村上和子君） 日程第１３ 報告第９号法

人の経営状況の報告について、報告を求めます。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ただいま上程

いただきました報告第９号法人の経営状況報告につ

きまして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき、提出させていただいた上富良野振興公社

の経営状況に関する書類に沿って、その概要を御説

明申し上げます。 

 それでは、経営状況に関する書類を御覧くださ

い。 

 まずは１ページをお開きください。 

 まず初めに、令和４年度の事業報告書であります

が、株主総会、取締役会、監査役会の開催状況及び

審議項目等について記載をしております。 

 ２ページから３ページには部門別報告書として振

興公社が指定管理者として町から受託し、管理運営

している４施設について、それぞれの経営、運営概

要を記載しております。 

 ２ページを御覧ください。 

 最初に、吹上温泉保養センター白銀荘についてで

すが、入館者数は８万９,８２８人で、前年対比２

８％の増、利用収益では８,３１９万６,０３８円、

前年対比４０％の増の実績となりました。 

 近年の温泉、サウナブームにより、メディアでの

放送による影響や冬期間におけるバックカントリー

スキーを目的とした利用者が徐々に増加しているこ

とが主な要因であります。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場ですが、総入

場者数は１万６,６２７人で、前年対比３５％の

増、有料入場者数では１万３,６９６人で、４４％

の増となり、利用収益では２,５８２万９,８２２円

で、４３％の増の実績となりました。 

 近年のアウトドアブームにより利用者が増加した

ことが主な要因であります。 

 ３ページをお開きください。 

 次に、町営スキー場ですが、リフト券の総売上枚

数は１,８２８枚で、前年対比１８％の減となり、

利用収益では６４万３７２円で、５１％減の実績と

なりました。 

 令和４年度シーズンから町内在住の高校生以下の

児童生徒を対象に、冬のスポーツ振興、児童生徒の

体力増進を目的といたしまして、リフト料金を無料

としたことが利用収益減収の主な要因であります。 

 また、当初は降雪状況を心配しておりましたが、

１２月２５日にオープンし、町民有志で設置したス

ノーパーク専用コースも週末、土日祝日と開設さ

れ、快適なゲレンデ環境を提供することができまし

た。 

 最後に、日の出公園ですが、公園の使用料収入と

して利用収益は１８万３,８９８円で、前年対比６

４％の増の実績となっております。これは夏季シー

ズンにおきまして、展望台営業等による収益が主な

要因でございます。 

 次に、令和４年度の決算報告書であります。 

 ５ページをお開きください。 

 最初に、貸借対照表について申し上げます。 

 資産の部の合計は３,２１９万２,２７０円となっ

ております。 

 次に、負債の部ですが、流動負債として合計は５

３４万４,５４２円であります。資産の部から負債

の部を差し引いた純資産の部ですが、株主資本２,

６８４万７,７２８円で、その内訳は、上富良野

町、ふらの農業協同組合、旭川信用金庫、上富良野

町商工会の出資による資本金１,０００万円と、利

益剰余金１,６８４万７,７２８円となっておりま

す。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 損益計算書について申し上げます。 

 最初に、営業収益となります売上高についてであ

りますが、利用収益と売店収益を合わせた売上高合

計は１億９８５万１３０円となっております。 

 次に、営業費用であります売上原価につきまして

は、期首商品棚卸高と当期商品仕入高の合計から期

末商品棚卸し高を差し引いた１,２９５万８,６９６
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円となります。このことから、売上総利益金額は売

上高から売上原価を差し引いた９,６８９万１,４３

４円となっており、さらに販売費及び一般管理費合

計を差し引いた営業損失金額は２,０６３万６,１４

３円となっております。 

 営業外収益といたしまして、町からの管理委託料

に当たる受託収入をはじめ、受取利息、受取配当

金、雑収入を合わせ３,３５１万７,７６０円となっ

ております。 

 また、営業外費用といたしまして、町に対し１,

０００万円の寄附を行っております。 

 以上のことから、営業損失金額２,０６３万６,１

４３円に営業外収益を加え、営業外収益を差し引い

た経常利益金額は２８８万１,６１７円となってお

り、さらに固定資産圧縮損と法人税等を差し引きま

して、当期純利益金額は４４万８,７１７円となっ

たところであります。 

 ７ページから２１ページには、ただいま説明した

参考資料といたしまして、部門別報告書及び貸借対

照表並びに損益計算書のほか、各施設の月別利用集

計を資料として掲載しておりますので、参考として

御高覧いただきたいと存じます。 

 次に、２２ページをお開きください。 

 令和５年度の事業計画及び予算についてですが、

新型コロナウイルス感染症も収束の兆しが見えてき

ており、これまでの緊張感から解放され、北海道全

体、また富良野圏域においても観光客の入り込み増

が期待されるところでございます。 

 振興公社といたしましても、白銀荘においては近

年の温泉・サウナブームや冬期間のバックカント

リースキーを目的とする観光客や、オートキャンプ

場においてはアウトドアブームによる利用客の入り

込み増加や、徐々にではありますが、インバウンド

への対応の充実に努めるとともに、ホームページ等

を通じた情報発信と併せ、近隣の観光施設やエー

ジェント等への営業に努めていくこととしておりま

す。 

 各施設とも従業員一同、利用者に満足いただける

ように努めていくことで適正な売上げを見込むとと

もに、費用の支出は必要最小限にとどめ、安定した

経営に努めていくことを基本方針として取り組んで

いくこととしております。 

 ２２ページから２４ページには令和５年度の事業

計画及び予算の基本方針に基づく各施設ごとの入り

込み見込みと予定損益計算書をお示ししておりま

す。 

 ２３ページを御覧ください。 

 まず、白銀荘についてですが、計画入館者数を宿

泊客で６,２４０人、回数券利用者を含めた日帰り

客で７万９,０８０人の合計８万５,３２０人とし、

売上高を７,３１３万７,０００円を見込んでおりま

す。 

 ２４ページを御覧ください。 

 次にオートキャンプ場ですが、計画有料入場者数

を１万２,９８０人とし、売上高２,３９８万９,０

００円を見込んでおります。 

 次に、町営スキー場ですが、利用券売上げ総枚数

を１,５８８枚とし、売上高は５５万３,０００円を

見込んでおります。 

 また、日の出公園につきましては、公園使用料と

し、１２万円の売上げを見込んだところでありま

す。 

 なお、各施設とも売上げ総利益から販売費及び一

般管理費の合計を差し引いた営業損失については、

町からの管理委託料において賄う予定としていると

ころであります。 

 以降、２５ページから３４ページには、参考資料

として、予定損益計算書、販売費及び一般管理費内

訳書につきまして、公社全体と施設ごとに掲載をし

ております。 

 以上で、株式会社上富良野振興公社の経営状況の

報告といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ただいま法人の経営状況の

報告をいただきました。 

 それで今日の朝、資料が差し替えということで

なっていたのですが、どこが差し替えになっている

かが分からなかったので、そこら辺説明していただ

ければと思います。 

 要するに、今までの申し合わせ事項の中では、全

員協議会で詳細については質疑を行う。本議会では

概括的な質問ということなので、その中身が変更に

なったところをお知らせいただければと思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤議員

の御質問にお答えします。 

 差し替えとか大変申し訳ございませんでした。 

 差し替わった数字のところは一部ちょっと訂正が

ございまして、それで差し替えをお願いしたところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 全員協議会で受けたのが私

たち質問できる唯一のところだったので、そこが数

字が変わったといったら、もう全然一からやり直さ

ないと駄目なのだと思う。そんな感じをしているの
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で、どこが変わったかはちゃんと説明していただけ

ればと思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ６番中澤議員

の御質問にお答えします。 

 当初全員協議会で出した資料のままなのですけれ

ども、最初に配付した数字が最初に出した数字と違

う書類を差し替えて出したものが１回目に作った

データとそれが差し替えてしまったものですから、

それで今日お示ししたものは全員協議会と同じ書類

となっております。 

 以上です。 

 どこの数字が変わったかというところにつきまし

ては、２ページの利用収益の本年実績が８,３１９

万６,０３８円となっております。最初にお渡しし

た数字が８,８１９万６,０３８円となっておりまし

て、この分を修正をしたところでございます。 

 全員協議会で出した数字はそのままの数字なので

すけれども、議案として提出したものがその前に出

した書類で間違っていた数字がそのまま載っていま

したから、今日差し替えをお願いしたところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前１１時０３分 休憩 

午前１１時０４分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解き、会議を続けま

す。 

 ほかに御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって、

報告第９号法人の経営状況の報告についてを終わり

ます。 

────────────────── 

◎日程第１４ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第１４ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 私は、さきに通告した２項

目につき、町長、教育長に質問いたします。 

 １項目め、町長。 

 自転車利用のときのヘルメット義務化について。 

 暖かくなり、通勤・通学、買い物等自転車を利用

する町民の方々をよく見かけます。 

 さて、今回の道路交通法の改正により、今までは

児童、または幼児を自転車に乗せる際、「ヘルメッ

トの着用に努めなければならない」だったのが、令

和５年４月１日から「自転車に乗る全国民は、ヘル

メットの着用に努めなければならない」に変更にな

りました。 

 自転車は生活の足にもなっている重要な乗り物で

す。また、ヘルメットの未着用の場合、事故での致

命傷の約７割が頭部となっています。致死率はヘル

メット着用のときの２.３倍と、警視庁ホームペー

ジのデータにもあります。 

 現時点では罰則規定のない努力義務となっていま

すが、町民の方々の安全確保を守るのも町の重要な

役割の一つであり、近場なら、ふだんでも生活にお

いて自動車から自転車に乗り換えてもらえれば、Ｃ

Ｏ２削減にもなります。 

 しかし、現在物価高騰で生活が圧迫されている

中、ヘルメット購入費用は家計をより圧迫しかねま

せん。ヘルメットの着用率を上げ、安全な生活を送

れるよう、町が自転車に乗られる全町民を対象に

し、購入費用の補助をしてはどうか、町長に答えを

伺う。 

 ２項目め、教育長。 

 社会教育総合センター天井改修工事についてで

す。 

 社会教育総合センターアリーナの天井材が落下し

てから数年が経過していますが、改修の実施につい

てはいまだ至っておりません。現状と今後につい

て、２点伺います。 

 現状の安全確保はどのように行っているか。 

 ２点目、今後、どのような計画を立て、どのよう

なスケジュールで改修を行い、完了させるつもり

か、教育長に伺います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の１項目めの

自転車使用時のヘルメットの努力義務化についての

御質問にお答えいたします。 

 令和５年４月から改正道路交通法の施行により、

自転車を利用する人全てにヘルメットの着用が努力

義務化とされましたことから、警察や町生活安全推

進協議会と連携し、各交通安全教室や広報誌などで

ヘルメット着用の必要性や安全性について周知して

いるところです。 

 議員御指摘のとおり、自動車から自転車使用によ

るＣＯ２の削減の効果や価格高騰により生活費が圧

迫されている状況は認識しているところではありま

すが、レジャー・スポーツを含め、自転車の使用は

個人の判断に委ねられていること、また、既に改正

前より児童、また乳児の同乗の際は努力義務であっ
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たこと、自転車利用者が自ら事故の被害を最少にす

ることが法益と考えておりますので、現時点では購

入に関しての助成については考えを持ち合わせてお

りませんので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 次に教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番北條議員の２項目め

の社会教育総合センター天井改修工事の２点の御質

問にお答えいたします。 

 社会教育総合センターアリーナ天井改修に関しま

しては、今年２月２４日開催の全員協議会におきま

して、これまでの経過と今後の検討事項について御

説明を申し上げてきたところであります。 

 まず１点目の現状の安全確保に関する御質問でご

ざいますが、令和３年３月にアリーナ天井材の一部

に破損が見つかりましたので、修繕対応を行うとと

もに、落下の危険性が考えられる天井材は全て取り

外した上で、令和３年５月１９日からはアリーナを

全面開放し、使用していただいているところであり

ます。 

 この間、日々アリーナ下から天井材の目視点検を

行い、安全性を確認しながら使用に供してきている

ところであり、令和３年５月以降、天井材の落下が

危惧される部材は確認されていないところでありま

す。 

 次に、２点目の今後の改修計画に関する御質問に

ついてでありますが、今年度中に令和３年度に実施

しました実施設計に基づき、資材の調達や法等によ

る事業費規模や工事期間などを再考し、検討してま

いりたいと考えております。 

 いずれにしましても、アリーナの吊り天井の耐震

化は喫緊の課題と認識しておりますので、早期の着

手につなげられるよう協議してまいりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） まず１点目、町長にお伺い

しますが、警察や町、町民生活推進協議会との各交

通安全教室とかって書いてありますけれども、これ

は何を周知しているのですか。そこをまず教えてく

ださい。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えいたします。 

 ヘルメットの着用の努力義務化と安全性につい

て、説明しております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） ということは、その中で

は、早く自分で買いなさいと、早い話がそういうこ

とですよね。違いますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えいたします。 

 交通安全教室の中で自分で買いなさいと、そうこ

とは申しておりません。あくまでも安全性とか法律

で努力義務になりましたよと、そういう話です。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） そうであれば、町も少しそ

ういうところを考えなかったら、レジャー・スポー

ツはまだ分かるとしても、通勤・通学、買い物とあ

と子ども、幼児・児童、これぐらいの補助は出して

あげても、町として。まして車に乗る側からすれ

ば、そういうときに事故に遭えば、頭部あたりをぶ

つけると、やっぱり重症化し過失割合が高くなるの

で、そこを避けるためにもヘルメットを着用しなけ

ればならないので、そこら辺を踏まえて町としては

どういうふうに考えているか、ちょっとお聞きしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えいたします。 

 ヘルメット着用について、議員おっしゃるとおり

致死率はヘルメット着用時の２.３倍、接してない

場合、そういうデータが警視庁のホームページにあ

るとおり、ヘルメット着用の重要性は十分これから

も今も交通安全教育として推進してまいりますが、

あくまでも車と事故に遭ったとき危ないのは自分で

すので、まずは自分でヘルメットの着用が努力義務

になったので、まず自分の身はといいますか、ヘル

メットを着用して自分の安全を確保してくださいと

いう、そういう方向です。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） そうなると、罰則規定今の

ところないのです。罰則規定ができても、今の物価

高騰でそういうところを援助するというつもりは全

然ないっていうことですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 罰則規定、原付自転車も、昔は５０ｃｃのバイク

もそうでした。ヘルメットなしからヘルメット着用

義務化になりました。そのときどうするかというの

は、ヘルメットの安全基準というのも当然そのとき
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には変わるかもしれません。価格もどうなるか分か

りません。そのことについてはまだ分からないこと

が多いのですが、現状は北條議員おっしゃるとお

り、物価高騰による家計への圧迫が原因であれば、

まずそこを手当てする。今までもそうでしたが、経

済対策をもって物価高騰には対応してきましたの

で、その中で家計でうまくやりくりしていってもら

えばというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 今の答弁によると、物価高

騰で圧迫されれば、義務化されたときには町長はそ

こを踏まえて考えたいという答弁でよろしいです

か。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 物価高騰が原因であれば、物価高騰が家計を圧迫

していれば、まずその手当をするのが、特にヘル

メットというふうに特定しなくて、物価高騰対策と

いうのは今までも経済対策取ってきましたが、それ

が重要であろうというふうに考えております。 

 また、そのときにヘルメットの補助を出すかどう

かとはまたそれは別で、ヘルメットが義務化になっ

たときは、もちろん皆さん自転車に乗るときにヘル

メットをかぶらなければならないと思います。その

ときに、今は自転車用のヘルメットというのはそう

高くないと思います。   でありますが、そのと

きのヘルメットの価格がどうなるのかというのは分

からないことが多いので、またそのときにどうする

かというは、まだ全然考えは持ち合わせておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） ちょっとしつこいようだけ

れども、町長、物価高騰は町長毎回言ってますよ

ね。それの対策もしなくてはならないって。だけれ

ども、子どもたちとか買い物等をする、通勤・通学

も入れて、１軒に自転車１台ではないですし、そう

いうふうになれば乗るだけの頭数だけヘルメットは

要ります。そうしたら、物価高騰対応にはならな

いっていう意見ですか、今は。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 家計が物価高騰で圧迫されているというのは私も

認めます。それでヘルメットに限らず、物価高騰で

ヘルメットを買うのが厳しいとか、ヘルメットに限

らずいろいろな苦しいところが圧迫されて出てきて

いますので、特にヘルメットに限らず、やっぱりそ

ういうところ手当するにはやっぱり一般的な経済対

策の中で、ヘルメット購入ですとかいろいろな電気

の高騰とか対応していってほしいなというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 今、質問しているのは、ヘ

ルメットの補助を、全額ではなくて補助を出しても

らえないかという話をしているのです。それがヘル

メットでなくてっていう言い方はちょっとおかしく

ありませんか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ヘルメットの話ですが、私が言っているのは、家

計の圧迫が原因であれば、ヘルメットに特定したよ

うな対策ではなく、全体的な家計の圧迫に対する経

済対策を取りたいということです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 私の質問は、物価高騰で家

計が圧迫しているから、ヘルメットを買う人方の補

助を出してもらえませんかという質問なのです。別

に物価高騰でほかのことまで考えてくれなんて今一

つも質問していませんよ。何か答弁が食い違ってい

ないですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えいたします。 

 ヘルメットの補助、それに特定したものは現在は

持ち合わせておりません。考えておりません。 

 物価高騰が原因であれば、それを解消するような

対策の中で対応してほしいといういうふうに、それ

が私の真意といいますか、発言の趣旨です。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） そうしたら、早い話がやら

ないということですか。そこのところだけ聞いてい

るのです。別にほかのことは何も聞いていません。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えいたします。 

 ヘルメットに特定したヘルメットに対する補助
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は、今のところ考えておりません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） そうしたら、罰則が規定で

決まっても考える余地はないという考えの下でいい

のですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えします。 

 罰則規定がいつになるか、将来のことですので、

そのときの状況等を今から予測するのはなかなか困

難ですので、そのときはそのときで判断していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 世間のうわさでは、来年度

から罰則が始まるのではないかという話もあるので

す。だから今から考えないと、町長、なってからな

んでも考えたら後手ですよ。そこはやっぱり世の中

のちゃんと空気を読んで先々進めないと、町長の力

が発揮できないですよ。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 先ほども申し上げたとおり、原付自転車の場合も

ヘルメット着用になったときは個人で原付自転車、

スクーターと乗る方が個人で負担しておりました。

基本的にはそういう考えなのだろうなというふうに

考えております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 物価高騰は加味しないと、

あくまでもそこへ戻ると。町長はそういう答弁です

よ、今の答弁は。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 物価高騰は加味しないといいますか、物価高騰だ

からといって特定のものに対する補助、特に今回ヘ

ルメットですけれども、ヘルメットに特定して補助

を出すという、物価高騰対策は全般的に皆さんがい

ろいろなものに使えるような経済対策がいいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） そうしたら、町として、

ちょっと質問変わるけれども、例えば今までの児童

たちがヘルメット小さくなりますよね、長年たつ

と。そのときに、町はそれを寄附してもらって、次

の段階の人方に町があっせんするという、そういう

考えもないということですか。ちょっとそこら辺、

あるかないか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ヘルメットの入手方法はいろいろ、新品で買うと

か今はネットでのオークションとかフリーマーケッ

ト、また、あと中古のいろいろなショップもありま

すので、その中に町でもいろいろな子育てサークル

とかいろいろあると思います。いろいろな流通の  

方法あると思いますので、特に町ではそれを町が

あっせんするというような考えは、今のところは

持っておりません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 結論だけ言えば、今のとこ

ろはそういうことは全て考えていないと。今後も

ちょっと考えにくいという考え方でよろしいのです

ね。そこだけ教えてください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番北條議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 現在のところ考えてはおりませんし、将来は不確

定要素があるから断言はできません。が、基本的に

は今の考えです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 分かりました。 

 そうしたら、２項目めの天井材の落下、これは何

年たっているのですか。そこら辺ちょっともう一度

確認させてください。落下してから何年たっている

か。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番北條議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今、落下についての経過年数についての御質問

だったと思いますが、実は落下という形で北條議員

から冒頭、数年前というような表現があったと思う

のですが、落下というふうに教育委員会で認知して

いる案件はございません。ただ、あそこに議員の皆

さん視察して御存じだと思うのですけれども、ロッ

クウールボードといいまして、ロックウールボード

には不織布が実は表面に貼っておりまして、その表

面の一部が落ちてきたというのは過去にあったとい



― 23 ― 

うのは聞いておりますが、記録としてそれが危険に

なったということの状態は確認はできておりませ

ん。 

 危険な状態というのは、先ほど２月の全員協議会

でも御説明しましたし、今回も説明をしております

が、落下という事実はここ令和３年３月以降はござ

いません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） いや、大概の議員は前教育

は、もう危険ですぐやらなければならないと、そう

いう声出したのです。それがだんだん年数たったら

危なくないようになってきているので、そこら辺の

意見はどうなのですか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番北條議員の御質問に

お答えします。 

 前教育委員会の教育長をはじめ、教育振興課長が

説明した経過なども私も確認をさせていただきまし

たが、落下したものがあったので危険だということ

ではなくて、落下する可能性があるので危険だとい

う表現をしたというふうに私も記録は確認しており

ます。 

 その前に多分、前教育長も前教育振興課長も御説

明していたと思うのですが、実は、東日本大震災の

後、法律、建築基準法の施行令が改正されて、この

特定天井が危険があると、それで、必ずこの特定天

井については軽量化することと、その施工の内容に

ついては、設置者である施設の管理者が確認をして

それなりの天井が落ちないようにきちんと改修しな

さいというようなことの内容になっております。 

 それで、説明の前後がちょっと違うかと思うので

すが、今の上富良野町の社会教育総合センターの体

育館の吊り天井の状況は、大変申し訳ないのですけ

れども、この基準法には説明をしていたとおり、留

めがねで止めるとか吊りがねが落ちないようにする

とか、ロックウールボードが乗せているだけの状況

なので、それでは危険があるのでそれを止めると

か、あと２キロ以上は特定天井は駄目ですよという

ふうになっていますので、早急にそれは軽量化しな

ければいけないということで、実は法律で決まって

いるので、やはりそれはこれからあそこも避難所の

大きな施設となりますので、きちんと特定天井を改

修しなければいけないので、落下すると危険性があ

るということで表現されたのではないかというふう

に私は認知しているところでございますので、それ

については令和３年の実施設計も行ってございます

し、特定天井の危険性については、私も昨日屋根に

上りまして、どのような具材でどのような留め方を

しているのかもこの目で見てきました。確かに、ド

ウーパにおきましても、全て乗せているものにつき

ましても、危険性がないと私は思ってはおりませ

ん。危険性は法律で定められたとおり、これは改修

しなければならないというふうに確認をしましたの

で、本当にここにも書きましたけれども、令和３年

度から既にもう２年経過しておりますので、資材の

調達について延期になりましたＬＥＤについてもか

なり納入が可能ということで聞いておりますが、

メーカーに確認しましたら、当初令和３年に申し上

げたよりも部材は少しめどが立ってきたのですが、

工事をやるときに人夫が集まらないので、工事期間

が当初議会にも説明していた４か月間では困難であ

るというような情報も入手しておりますので、そう

なると、うちの体育館の利用者の方にもかなりその

期間についてはきちんと再度確認をした上で、利用

調整も今後図らなければならないという課題も実は

令和４年から今年５年にかけまして、私どもも確認

を今していますので、今年中にこの辺の課題解決に

ついてきちんと改めて考えを持ちまして、財源も含

め議会のほうにいろいろと情報提供をさせていただ

きながら、施策に反映していきたいと考えておりま

す。落下についてはそのような認識を持っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） 何か、スタートの認識が違

うのだよ。我々は、結露が起きて染みが出てきて、

それが浮いてきてという、それで危険だと聞いたの

です。だから、今の話とちょっと違うのかなと思っ

て、それでしたら結露のことはもう解決ついたので

すか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番北條議員の御質問に

お答えします。 

 結露の関係につきましても、昨日天井に上がりま

して確認しましたら、それはやはり議員の皆さんも

御存じのとおり、特に北東斜面、あと南東の南西の

部分、四隅においてかなり染みがロックウールボー

ドに染み出ているかと思いますので、屋根のほうも

確認しましたら、屋根にはやっぱり吹きつけのもの

しか断熱が入っていませんので、ロックウールボー

ドと天井の間でそこに温度差ができるというのを私

も確認はしました。冬ではないので、そこで水滴が

落ちてはいませんでしたけれども、その筋道が屋根

にもありますしロックウールボードにも筋道がつい

ているのは確認はしております。だから、結露が長
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年３５年かけた建物になっていますので、それが

ロックウールボードに染みが出ているというのは出

ていますが、全面において結露が染みとなってそれ

がロックウオールボードを落とすような原因になっ

ているというふうには、実施設計の中でもそれは出

てきておりませんので、今、特に私、今回の２番北

條議員の御質問に対して再度共通認識を持たさせて

いただきたいのは、まずロックウールボードが落ち

るから危険だというのではなくて、もともとの社教

センターのこの吊り天井がきちんと法に基づいた基

準では今現在ないので、これをきちんと改修すべき

ものだということで、まず認知をさせていただきた

いと思っておりますし、早急にそれは解決すべき課

題だというふうに考えておりますので、御説明させ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） そうであれば、なおさらで

す。湿気よりまだ悪いですよね。だって天井がもた

なかったら、下にいる人みんなに落下して、地震が

来たら危ないということなのでしょう。その割には

偉いのんきでないかな。やっていることが。 

 私たちその話聞いたのは去年の秋です。行政調査

で、教育長がそこの対応を考えなくてはならないと

聞いて、２月ではないです。昨年の行政調査で私た

ち伺がいましたよ。それからもう半年以上たってい

ますよ。それで、今のところそのときと同じ答えで

すよね。ということは、調査したかしないかも検討

に入ったか入らないかも、これ誰が検討するのです

か。協議するというのは。そこら辺もちょっと教え

てください。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番北條議員の御質問に

お答えします。 

 昨年９月にも議会の皆様に行政視察で社教セン

ターを見ていただきました。そして、今年２月には

全員協議会で１年間延期させてほしいというふうに

御説明をさせていただきました。 

 その延期につきましては、大変申し訳なかったの

ですが、やはり部材の調整・調達、本当に財源も併

せまして、工事期間もかなりの期間を要することも

情報入手しましたので、今年度、令和５年度の実施

には至りませんでしたが、そのときに既に町長とも

打ち合わせをしまして、早急にこの案件はやらなけ

ればいけないのだということで私も確認しておりま

すので、今年度中には改めて来年度以降の予算にき

ちんとどのような形で計上していくのか、その施工

もどのような形でやっていくのかも含めまして、き

ちんとした議論を教育委員会並びに町の財政、あと

建築に関わることでございますので、それにアドバ

イスをいただく関係技術者の皆さんにも打ち合わせ

をして、年度内にきちんとした方向性をお示しをし

て、実施に向けて進めていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） そうであれば、もう早急に

財政の問題ではないのですよね、危険というのは。

今の教育長の説明からいくと、地震が来たら非常に

危ないと、そうであれば、今、期間を止めるのでは

なくて、今の危ないほうを優先しなければならない

のではないですか。私はそう思うのですけれども、

その辺をきちんとこれから計画的に来年の予算につ

けるのであればあるで、そこら辺ははっきりしても

らえばいいと思うのです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 答弁いいですか。 

○２番（北條隆男君） いいです。 

○議長（村上和子君） 分かりました。 

 以上をもちまして、２番北條隆男君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、１１番小林啓太君の発言を許します。 

○１１番（小林啓太君） 私は、さきに通告してい

た４項目１６点に関して、町長にお伺いいたしま

す。 

 １項目め、遊休施設について。 

 現在町で保有している遊休施設に関して、その現

在の状況を明らかにされたく、以下５点について伺

う。 

 １、現在町内で遊休施設に該当する施設はどこの

施設か。 

 ２、それら遊休施設は現在どのような状態である

のか。 

 ３、その中で管理費用などがかかっているところ

ろはあるのか。 

 ４、有効活用について検討を進められているもの

はあるか。また、有効活用について検討を進められ

ていない理由はあるのか。 

 ５、売却などの考えはあるのか。 

 ２項目め、移住政策について。 

 町の人口減少や各産業の人手不足を補う上でも、

町外からの移住者を受け入れていくことは喫緊の課

題であると理解しています。そこで、町の移住政策

に関して以下５点について考えをお伺いします。 

 １、移住検討者や初期の移住者が上富良野町で受

けられる独自の行政サービスはどのようなものがあ
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るのか。 

 ２、それらを対象にする行政サービスは近隣自治

体と比較された際に見劣っていないと考えている

か。 

 ３、町長はどのようなターゲットに対してアプ

ローチすることが町と移住希望者、双方にとって有

益と考えるか。 

 ４、その移住者に対して、上富良野町への移住を

促すためにはどのような政策を実行しているか。 

 ５、その政策によって具体的にどのような成果が

出ているか。 

 ３項目め、農業振興についてです。 

 令和３年の一般質問において、農業振興について

町長と質疑を交わした際に、潜在的な就農希望者を

育てること、また、育てていく上でも町独自の研修

プログラムなどがあることが望ましい姿であるとい

う共通認識が持てたと考えております。その際に、

一例として取り上げた地域おこし協力隊の農業支援

員制度が今年度から本格的に採用を開始した点につ

いては、上富良野町独自の研修プログラムを構築し

ていく大きな一歩であると考えています。 

 一方、この制度に関しては、既に上富良野町に住

民票がある方やＵターンして実家の農家を継承する

かどうかを検討している方などには適用されるもの

ではないと理解しており、潜在的な就農希望者を増

やす取組にはこの制度の実施のみでは不十分である

と考えております。 

 そこで、町長に農業進行に関して以下５点につい

ての考えをお伺いします。 

 １、これまでの間に潜在的な就農希望者を育てて

いくという取組に関して、具体的的にどのような研

究検討を行ってきたかお伺いします。 

 ２、潜在的な就農希望者を育てていくためには、

行政としてどのようなサポートが有効であると考え

るか。 

 ３、主に夏場など１年のうちの数か月間に多くの

人手が必要になる業態が人材の確保に苦労している

実態を町長は把握しているか。また、そういった実

態に対して行政としてサポートできる手段はある

か、をお伺いします。 

 ４、現状ＪＡふらのがこのような業態に対して人

材をあっせんされているが、この期間に日本全国か

ら農作業をしに富良野地域に来られた方々は、我が

町にとっても質の高い関係人口であると考えます。

全国から町の夏の期間に多くの農業従事者に上富良

野町に来てもらうことができれば、農家の人材不足

を補いつつ、上富良野町にとっても関係性の深い関

係人口を増やしていくことが可能になると考えます

が、町長の考えをお伺いいたします。 

 ５、このような農業従事者は潜在的な町の就農希

望者になり、町の農業を下支えしてくれる可能性が

大いにあると考えますが、町としてこのような人材

を確保し育てていく考えはないのか、町長の考えを

お伺いいたします。 

 続いて４項目め、移住・農業振興・遊休施設の活

用に係る政策についてお伺いいたします。 

 最近、農業者の方から、夏場や収穫期に働いてく

れる人を町外から呼び寄せたいのだが、泊まらせる

ところがなくて困っている、泊まらせるところさえ

あれば働いてくれる人はいるのだがという相談を立

て続けに受けるようになりました。 

 一方、全国を季節ごとに移動しながら、それぞれ

の地域の農家の繁忙期に人手をあっせんする事業を

行う知人からは、富良野地域で働きたいと考える人

はたくさんおり、募集は容易だが、それらの人たち

を住まわせる場所がないので、人材を紹介しき切れ

ずにいるという話を伺いました。つまり、繁忙期に

町内外から働き手を求める農家が多くいる一方、富

良野地域で農作業に従事したいと考える方も全国に

いるが、宿泊場所の確保が困難な結果、両者のマッ

チングが成立していないという状況があると考えて

おります。連日の事業を行う知人の話では、希望者

の多くは若い世代で、既に事業が展開されている

様々な地域に活力をもたらしているとのことでし

た。このマッチングが成立することで、我が町の農

業の人手不足を解決する道筋が開けるのと同時に、

前段の質問でもあったように、農業というきっかけ

で我が町に深く関わる人は増えるという利点が挙げ

られます。 

 事実、私も農業に従事する目的で上富良野町に移

住してきた一人であり、移住してからこれまでの間

に同じような経緯で上富良野町や近隣市町村に来

て、その後、新規就農者になった方を何人も見てき

ました。つまり、町外から農作業者を多く受け入れ

ることは、我が町の基幹産業である農業の振興発展

に一役買うだけではなく、町の人口減少についても

一石を投じられる可能性があると考えております。 

 自身も宿泊施設を営む事業者として、何とかこの

課題、このような実施の業従事者が宿泊できる施設

を運営できないかを検討しましたが、期間が限定的

であること、観光客を相手にするより単価がやはり

極端に低くなってしまうことから、民間の事業とし

て取り組むにはとてもリスクが高い一方で、経済的

なリターンが少ないという現実に向き合うことにな

りました。 

 そこで、町民の財産でありながら、現在使われる

ことなく遊休施設となってしまっている施設を有効

活用し、これらの上富良野町の農家で働いてくれる
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方々の宿泊施設として施設を有効活用することがで

きればとても有意義であると考えますが、必要性、

実現の可能性の点で町長の考えをお伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の４項目の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず１項目めの遊休施設に関する５点の御質問に

つきましては、一括してお答えいたします。 

 町は、今後の人口減少や厳しい財政状況を踏ま

え、将来的な財政負担の軽減や費用の平準化を図

り、公共施設等を維持管理するため、平成２８年３

月に公共施設等総合管理計画を策定し、長期的な視

点に立ち、総合的に公共施設を管理することといた

しました。 

 以降公共施設につきましては、維持管理・更新を

行い、使用する見込みがない施設については除却や

売却を行ってきたところであり、また、令和４年３

月の本計画見直しに伴い、改めて施設ごとに現状と

課題の整理、劣化状況の調査を行いながら、旧教員

住宅等の使用する見込みがないものについては、用

途変更、除却や売却を進めていくこととしていると

ころであります。 

 前段申し上げた方針に基づき、用途変更や廃止を

行い、遊休施設として管理している施設は旧江幌小

学校、旧東中中学校、旧教育住宅（旭町、泉町、東

中、江幌、清富）及び旧衛生センターとなっている

ところであります。 

 また、当該遊休施設の現況等についてであります

が、旧江幌小学校及び旧東中中学校は一部を有償で

貸付を行っており、その管理費用についてはこの貸

付に伴う収入を充てているところであります。ま

た、その他の遊休施設につきましては老朽化が進

み、安心・安全な利用をするためには大規模改修等

を行うことが必要であり、そのためには多額の費用

が必要となっていることから、当該遊休施設の貸付

等は行っておりません。なお、管理費用等につきま

しても発生しておりません。 

 いずれにいたしましても、今後も地域の意向も考

慮した上で、使用する見込みがないものにつきまし

ては有効な活用方法や除却・売却など多角的な面か

ら研究を進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２項目めの移住政策について５点の御質問

にお答えいたします。 

 まず、１点目と２点目の移住検討者や初期の移住

者への町独自の行政サービスと見劣りについての御

質問について、関連がありますので一括してお答え

いたします。 

 町の考えとして、定住・移住の政策については、

検討者であるとか転入初期といった対象者の区別を

して政策を行うという考えではなく、また、通常の

就職や転勤などによる転入も含め、広い意味で定

住・移住策を講じることが重要であると認識してい

るところです。 

 他自治体から当町に転入される方、現在住んでお

られる方全体を見据えた魅力的なまちづくり、住み

やすいまちづくりが重要と考えており、対象は全町

民になりますが、住宅リフォームへの助成や新規開

業特産品開発事業などの補助制度も定住移住への一

助となると考えております。 

 このようなことから、他自治体との比較について

は、個々の政策に差異はあるものの優劣とは考えて

おりませんので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３点目のどのようなターゲット、アプロー

チが移住者と町の双方が有益になるかとの御質問で

すが、人口減少は社会の中で、やはり働き手が少な

くなっていることから、そういった方々に移住して

いただけることは大変ありがたいことと考えており

ますが、当町へ移住を希望している方はどの世代で

も町にとって有益と考えておりますので、全ての世

代や職種に対してアプローチをしているところであ

ります。 

 次に、４点目の移住を促す施策についての御質問

ですが、定住移住政策は単独でなし得るものではな

く、福祉や教育、建設、観光、商工業など様々な分

野が複合的に関わりあう総合的な施策であり、町民

がずっと住み続けたいと思えるまちづくりの延長線

上に町外からの移住があるとの理念を基本方針と

し、あらゆる分野において町の魅力度を上げるべ

く、各施策の実効性を高める取組を進めているとこ

ろです。 

 次に、５点目の具体的な成果についての御質問で

すが、町で把握しております移住実績については、

町が何らかの関わりを持った移住者の方を実績値と

しており、就職や転勤等で当町に住まわれた実際の

移住者の実績として把握することは難しい状況であ

りますので、御理解賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの農業振興について５点の御質問

にお答えいたします。 

 農業の労働力不足・担い手対策につきましては、

農業従事者の高齢化や後継者不足により農家戸数は

年々減少を続けている現状にあり、農家戸数の減

少、農家１戸当たりの経営面積増大に伴って生じる

人手不足・担い手不足につきましては、当町が直面

する大きな課題として認識しているところであり、

このことから、新規就農経営継承の対策を推進して

いく必要があります。 

 まず、１点目と２点目に関連がありますので、併
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せてお答えさせていただきます。 

 潜在的な就農希望者への取組の研究・検討と有効

なサポートに関しまして、町内在住の方や後継者の

方につきましては、現在研修プログラムとしている

新たな担い手支援制度を基本として地域に根ざした

農業を着実に継続していただけるよう、就農相談窓

口、町ホームページによる支援制度の情報提供を充

実させてまいりました。 

 町外から当町に魅力を感じ、農業に興味がある方

に対しましては、まずは地域おこし協力隊の農業支

援員制度を発展させることで研修先を拡大し、農業

体験や研修受入体制を構築していくことが有効な方

法と考えているところであり、さらに調査・研究を

進めているところであります。 

 既存の取組の拡大や新たな支援方法につきまして

も、農業団体などと十分な協議を行うとともに、農

業振興審議会の意見を尊重しながら引き続き調査、

研究・検討を進めてまいります。 

 次に、３点目の人材確保に苦労している実態とそ

のサポート方法に関しましては、特に春の作付け、

秋の収穫時期の繁忙期においては、どの農業者の皆

さんも作業が集中することから、個々に作業支援を

依頼されている方やＪＡ関連の派遣事業者を利用し

ている方などから、労働力の確保に苦慮しているこ

とは以前から課題として認識しているところであり

ます。 

 そのような状況を解決するには、農業経営者と作

業従事者の双方が希望する能力や条件がマッチング

する人材を確保し、紹介・派遣することが最も有効

な手段でありますが、人材派遣の運営に関しまして

は、ノウハウや人家材の確保を行政が担うことは難

しく、既存の農業団体や民間事業者など活用すべき

と考えており、行政が支援できる範囲、方法につい

て、引き続き研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、４点目の農家の人材不足の解消と関係人口

の増加に関しましては、農業を契機として当町にお

越しいただくことは基幹産業である農業の課題解決

と関係人口の創出による地域への経済・社会的効果

が見込まれ、継続的に関わることにより定住人口へ

発展し、農村の活性化や担い手対策にもつながるこ

とが考えられます。 

 関係人口の創出拡大につきましては、地方創生を

推進する国の施策でもありますので、次期個別計画

の策定において参考とさせていただきたいと考えて

おります。 

 次に、５点目の農業従事者の確保と育成に関しま

しては、さきに述べましたとおり、有効なサポート

や行政として支援ができる取組につきまして、引き

続き研究・検討を進めていきたいと考えておりま

す。 

 当町においても、近年、季節雇用の農作業に従事

している方が新規就農に向けた準備をしている事例

もあり、近隣自治体においては、過去から新規就農

につながっている事例もあると聞いておりますの

で、幅広い受入体制でニーズに対応していくことも

検討する必要があると考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの移住・農業振興・遊休施設の有

効活用に係る政策について御質問にお答えいたしま

す。 

 町有の遊休施設が宿泊施設として利用が可能な状

況であれば、施設の有効活用と農作業に対する労働

力不足を解消されることになり、両方の課題解決に

有効な方法でありますが、１項目めで申し上げたと

おり、旧江幌小学校及び旧東中中学校以外は老朽化

が進み、安心・安全な利用をするためには大規模改

修等を行うことが必要であり、そのためには多額の

費用が必要となってくることから、遊休施設の活用

は困難であると考えておりますので御理解願いま

す。 

 移住に関する住宅としては、現在民間の賃貸住宅

をシーズンステイ住宅として御利用いただいており

ますので、これらの活用も考えられるものと存じま

す。 

 持続可能なまちづくりにおける定住移住施策は、

農業、商工業、観光、福祉や教育など様々な分野で

複合的な関わりがあり、あらゆる分野において町の

魅力を上げるべく各施策の取組を進めており、引き

続き必要な政策について研究してまいりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ここで、昼食休憩といたし

ます。再開は１４時といたします。 

─────────────── 

午前１１時５６分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 昼食休憩を解き、一般質問

を再開いたします。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） それでは、再質問させて

いただきたいと思いますが、お昼から今回初めて傍

聴に来られたという傍聴者の方もいらっしゃいます

ので、ここまでの流れを簡単に手短に説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず前段、私が町長に対して町の遊休施設、町が

持っているけれども、今現状使われていない公共施

設の利用状況等について確認し、その後２項目めで



― 28 ― 

町の移住政策に関してお伺いさせていただき、３点

目で町の農業振興に関して５点の質問をし、最後に

それらを踏まえるような形で町の遊休施設を有効活

用して、移住者と農業従事者を増やすような取組を

してはいかがかというような質問をさせていただい

ている状況です。 

 それに対して町長から御答弁をいただいた内容に

対し、私のほうから再度質問をさせていただきたい

と思います。 

 それでは、まず遊休施設に関してになりますが、

昨日頂戴した町政運営推進プランの令和４年度版の

中に、まず取組項目３、公共施設の効果的な管理運

営。１、公共施設の有効活用と長寿命化の推進とい

う項目がございます。ここに書かれている令和４年

度の目的には、公共施設等統合管理計画に基づく維

持管理、長寿命化及び遊休資産の有効活用または処

分と書かれており、取組内容には旧東中中学校、旧

江幌小学校の積極的展開策の推進と書かれておりま

す。その目標の達成の評価に関しては、達成できた

と令和４年度には振り返られております。 

 続いて、令和５年度の同項目を参照しますに、目

標には公共施設等統合管理計画に基づく維持管理、

長寿命化及び遊休資産の有効活用または処分。取組

内容には、旧東中中学校、旧江幌小学校の積極的展

開策の推進と書かれております。 

 令和４年度に一応この旧東中中学校と旧江幌小学

校の展開に関しては、一定達成できたという評価を

下しているということで、まず令和５年度に関して

同じような目標が立てられて、取組内容も同じよう

なものが取り組まれていることに違和感を感じるの

ですが、なぜここに関して今回御答弁でいただけた

ように、様々なほかにもある遊休施設等の有効活用

に関してはこの町政運営推進プランの中には盛り込

まれなかったのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ２時０３分 休憩 

午後 ２時０５分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 総務課長。 

○総務課長（北側徳幸君） ただいま１１番小林議

員の遊休施設の町政運営プランとの関係の御質問に

お答えしたいと思いますが、町政運営プランにつき

ましてはアール４につきましては、旧江幌小学校、

東中中学校の有効活用という形で、江幌小学校につ

いてはホームページなどで通じて売却などの広報を

行っているところでございます。一方、有効活用と

いうか遊休資産ですので、会社のほうに貸している

実態もございますので、遊休の資産を会社ほうに活

用して有効な手段を取ったということで達成したと

いうふうに考えています。 

 東中小学校についても、ある団体にお貸しして財

産収入を得ていますので、その意味では有効活用と

いうことで達成できたというようなことで評価して

います。一方、Ｒ５プランにつきましても引き続

き、旧江幌小学校と東中中学校については答弁で

行ったように、売却方法を探りながらという形で同

じような目標で進めていきたいということで、その

ようなことでプランには載せさせていただいたとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 御答弁の中では、旧教員

住宅等も引き続きなのか、使用方法や売却するか処

分するかなども検討しなければならないという答弁

もあったかと思います。ただ、この行政運営推進プ

ランの中には旧教員住宅等には触れられておらず、

逆にここに目標や取組内容に旧教員住宅をどうする

かというのがむしろ挙がっていないことが、これら

が検討されない理由になるのではないかなと個人的

には感じてしまうのですが、旧教員住宅の管理方法

であったり処分方法に関して、これまでの間にも推

進してこられたのかを含めて旧教員住宅に関してお

伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １１番小林議員の御質問

にお答えします。 

 旧といいますか廃校になった教員住宅、それから

町の中で旭町、あちらのほうに現在も教員住宅とし

てあって、教員住宅の用途を廃止して普通財産に

なった住宅も閉鎖した状態でございます。 

 これまで各農村部といいますか、周辺の小学校が

廃校になった跡などについては、地域の活性化のた

めということで、そういったことで地域活性化住宅

と言うようなことで活用もしてまいりました。それ

から東中にはまだ残っております。 

 それから、あと江幌についてはもう入居された方

とお話が済んで購入してもらったというようなこと

でございます。 

 それから、旭町のほうについては過去に議員の皆

さんから提案があって、いろいろな住宅に活用しな

がら、それも２０年ぐらい前からちまちまと直しな

がらやってきたところでございますけれども、いよ

いよ床が抜けたりとかということで、かなり維持

費・修繕費等が莫大にかかるというようなことか

ら、この２年ぐらい答弁の中にもちょっと入れさせ
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てもらいましたのだけれども、民間のアパートを借

りてシーズンステイのような移住を検討したりする

ような方に使ってもらう住宅を昔は教員住宅でやっ

ていましたけれども、あまりにも古くなりすぎて、

民間のアパートを借り上げてやっているような状況

でございます。今、特に残っている住宅ではなかな

か人に貸せるような状況にある住宅はもうほとんど

残っていないのかなということが１点でございま

す。旭町のほうも日の出公園寄りのほう、若干手を

入れた部分に何件か先生が入っているというふうに

は聞いておりますけれども、そういった部分も相当

古くなっているというのが実態でございますので、

これらは答弁にもありましたけれども、一定程度今

風にちゃんと住めるように整備するには、本当に家

を建てるのと同じぐらい内装にお金かかるような実

態もありますので、そういったことから有効活用す

る部分として我々のほうではあまりそれらの住宅

をカウントの中に入れていないというのが実態であ

りますで、その辺御理解を賜りたいなと思っており

ます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 特にその旭町の旧教員住

宅など、多くの施設が遊休施設になっている部分に

関しては、今の御説明でなかなかすぐ有効活用は難

しいのかなということは理解しましたが、では、こ

れは例えば処分をする、売却するなどは、いつまで

に実行するかというのを改めて計画しておかなけれ

ば、常に宙ぶらりんになってしまいますし、町内で

最近空き家に対して人が入ってきたりとかいう事件

も散見しておりますので、そのあたりいつまでにと

期限を決めて、活用もしくは処分を考えることはあ

るのかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １１番小林議員の御質問

にお答えします。 

 空き家の状態で残っている部分といいますと、

やっぱり教員住宅もそうなのですけれども、公営住

宅とかもそういった空き家の物件というのは町で抱

えているというか、そういう人も結構ございます。 

 １点、旭町については何棟かは先生方は住んでい

て、まだ教員住宅としての機能をきちんと持ってい

る住宅もありますので、それらの整理がきちんとつ

いた後に、できれば一遍にやりたいなというような

部分がありますので、そういったところをいついつ

までにというのが明確にちょっとできないというの

は、そういう部分があるのかなと思います。 

 それから、例えば江幌小学校ですと、企業に小学

校自体は貸していますけれども、校長教頭住宅とい

うのがまだ残っていますけれども、そういったもの

についても江幌小学校の処分といいますか、もし、

できれば買ってほしいという町の希望でございます

ので、そういった買い手がついたときやなんかの後

に、そうしたら今度住宅どうするのだというような

ことも考えなければならないのかなというふうに

思っていますので、そういったことを含めて、これ

はもう古いから何年には全部更地にしてしまうよと

いうのがなかなか計画を立てられないというのが実

態なのかなと思います。 

 ただ、小林議員おっしゃるとおり、治安上の問題

とかいろいろな諸課題もあろうかと思いますので、

その辺の管理についてはもう１回実態をちょっと調

査してやる必要があるのかなと思っていますので、

そういった面でちょっと検討を進めていく必要はあ

るというふうに我々としても認識していきたいと

思っております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 改修に係る費用などに関

してはちょっと分からない部分もありますが、日々

町民の方と対峙していく中でも使っていないとこ

ろ、こういうふうに使ったらいいのではないのとい

ういろいろなアイデアをお持ちの方はたくさんいる

のかなと思っております。 

 先ほどの答弁の中でも、地域の意向も反映しつ

つ、今後の活用方法等や処分方法を考えたいとおっ

しゃっておりましたが、地域の意向とは、町民の方

にとってどのような機会を通じて行政側に伝えられ

るものとお考えか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 地域の意向を伺いながらというのは、売却先、ま

た利用方法などについて、いわゆる近隣の住民のコ

ンセンサスといいますか合意を得なければなかなか

難しい部分もあろうと思いますので、そういう意味

で売却先、利用方法などについては新たなことを始

める場合は、地域住民の方の合意が必要だと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） では、続いて２項目めの

移住政策に関して再質問させていただきます。 

 この１点目と２点目に関して、この質問を行う

きっかけとなった町民の方からの御相談がありまし

た。 

 内容は、その方の知人は上富良野に事務所を構え
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る企業に就職するために道外から引っ越ししてきた

ものの、住む場所を決める段階となった際に家賃助

成制度が使えると会社の方から聞き、美瑛町の賃貸

住宅に住むことになったということでした。 

 御相談者の方はこの話を聞いたときに、とても残

念な思いをしたのだという気持ちを僕に伝えてくれ

ました。 

 調べてみると、美瑛町には移住定住促進民間賃貸

住宅家賃助成制度というものがあり、月額１万円を

３６か月を限度として助成を受けられ、さらに子育

て世代に対しては１万円の加算もあるとのことでし

た。補則をすると、この助成金は美瑛町の地域通貨

であるＢコインで支払われているようです。かねて

から移住定住の課題について論じられる際には、仕

事がなければ移住も定住も難しいといった意見を多

く耳にしてきましたが、今回のケースでは、仕事が

あっても住むのは町外ということで、この課題解決

の難しさを改めて考えさせられました。 

 一方で、移住者が移住を決定される際、多くは行

政に相談に来るというよりかは働く会社の方であっ

たり、不動産の事業者の方から情報を頼りにするの

ではないかなと感じました。 

 今回のケースは企業の方も従業員の生活を思って

こその助言であったと信じておりますが、企業に

とってもこのような行政サービスという武器を携え

ておくことで、従業員を雇用しやすくなるような効

果もあるのかなと思いますが、そこで、今後上富良

野町の産業を活性化し、移住者を増やしていくため

にも新たな武器となるような行政サービスの考えは

ないのかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 今回の小林議員のお知り合いの方、そういうケー

スがあったのだろうと思います。非常に残念といい

ますか悔しいといいますか、そういう面はありま

す。 

 ただ、家賃の補助制度が隣町の美瑛であったのは

事実かと思いますが、たまたまその方は美瑛に住ん

でしまったのかもしれませんが、それ以外にも我々

ＰＲすべき点はまだまだ上富良野の行政としていっ

ぱいあろうかと思いますので、その辺のＰＲをしっ

かりしていきたいのと、プラスやはりさらにそうい

う、なるべく今のようなケースを減らす、家賃補助

が具体的なことを指しているわけではありません

が、なるべく今まで以上に上富良野に住んでもらう

ためにはどうしたらいいのかというのは日々これか

らも研究・検討していかなければならない課題か

と、このように思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） さきの答弁でも言われた

とおりで、今、確認した御答弁でも、基本的に町の

移住政策に対する考え方は前向山町長の時代から一

貫して町民にとって住みやすいまちづくりが最大の

移住政策であるという点に関して、これは本当に一

つの心理であると共感する一方、私が議員になった

４年前から上富良野町に流入してくる移住者が増え

るような大きな変化や流れは感じるには至っていな

いのが現状であります。 

 町長も言われていたとおり、人口減少によって働

き手が少なくなってきている現状を鑑みると、なか

なか悠長なことは言ってられず、移住者を増やすた

めの取組を新たに撃ち出すべきであると考えます

が、あくまで町長は移住者を呼び込むための特別な

政策は必要ないとお考えなのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 特別な政策が必要ないと言っているわけではなく

て、そういうのも時と場合としては必要かもしれま

せんが、やはり一番大切なのは日々暮らしていく中

で、町民の皆さんがしっかりと暮らしていけるよう

な子ども、そして働いている現役世代、そしてお年

寄りの方までしっかり暮らしていける行政政策を、

それをしっかりしなければならないのかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 今の町長の御答弁で、何

か特別な政策は全く必要ではないと考えているわけ

ではなく、必要に応じて検討されていくというよう

なことに個人的には期待をしたいところでありま

す。 

 さきに御説明した事例は、僕も非常に大変残念な

事例であるとは思っておりますが、ただ、そのよう

な特別な移住者に対する政策がなかったとしても、

やはりこの町に魅力を感じて移住して来る方はおら

れるとも思いますし、現に私もその一人であること

は事実であります。 

 そこで、やはり現在行っている移住者へのアプ

ローチに関して、特定のターゲットを定めず、誰で

もいいから来てくださいという広く薄く広告するよ

うなやり方は、最小限の経費で最大の効果を出すと

いう観点からは決して褒められたやり方ではないの
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かなと考えております。そこで、まずは現状を把握

するためにも、役場に転入届を出しに来られる方に

対してアンケートを行うなど、上富良野町に引っ越

して来られる方の属性などを調べたりするお考えは

ないのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 そうですね、上富良野の転入・転出の属性という

のは古くから言われているとおり、やはり駐屯地が

あるせいで自衛官の人が多いのかなという先入観な

のかもしれませんが、いずれの時点ではちゃんと

しっかりリサーチをしたほうがいいのかもしれませ

んが、私が思うに、広く薄くターゲットをというの

は、決して多分小林議員の思っているのとはちょっ

と違って、そのほうが一番人口が多いのはやはり公

務員の方、駐屯地もありますので、そういう方が何

かの御縁で転勤も就職もそうなのですが、そういう

方のほうが圧倒的に縁があって上富良野に来る可能

性といいますか実際に来ているのですが、そういう

人のほうがはるかに数が多いだろうということで、

そういう人に対して上富良野に定住してもらうため

には、やはり日々の基本的な行政施策をしっかり、

プラスアルファやはり先ほど言った農業とか商業と

か特別に外からといいますか、自らたまたま上富良

野に来た人をとどめておく定住プラスＰＲして移住

と、そういうふうにどちらか一方を捨ててどちらか

一方を取るというわけではなくて、やはり一番人口

の多い定住のほうに力を実際入れています。プラス

都市圏なんかに行って移住なんかをＰＲしていると

いうのが現状かと思います。 

 いずれにしても、上富良野の人口の動態といいま

すか、どういう方が上富良野に来ているのかという

のは、リサーチすれば答えは出ると思いますが、今

のところはリサーチをする計画は持っておりません

が、そのリサーチの必要性といいますか、効果・効

能といいますか、そういうものはあるのだろうなと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 今の御答弁は最後の部分

で実際に住民票を上富良野に移される方の属性など

を調べることに関しては、それなりの意味があるこ

とであるということは、町長も共通認識を持たれて

いるというふうに理解したのですが、その上でそう

いうことを実際に調べる取組を行う考えはないのか

というのを、もう一度お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 今のところ具体的にいつやるという、そういうプ

ランはありませんが、必要性とか効果は先ほど述べ

たとおりです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） それでは、３項目めの再

質問に移らせいただきたいと思います。 

 質問の答弁の中でも、潜在的な就農希望者という

言葉が出てきましたが、ここで改めて皆さんと潜在

的な就農希望者というものについてのイメージを

しっかり共有しておきたいなと思うのですが、   

として農業に対して関わり方には大きく二つに分か

れると私は考えております。 

 まず一つ目は、自ら農地を持ち、法人や個人の事

業主として農業経営を行う認定農業者としての関わ

り方。もう一方は、自ら経営を行う立場ではないも

のの、日常的もしくは期間限定で農作業員として働

き、労働の対価を受ける非認定農業者としての関わ

り方。 

 今回、潜在的な就農希望者と呼ぶのは、後者の農

作業員として上富良野町の農業に関わる人の中で、

将来的に認定農業者への道を進むかもしれない方を

指すものとしますが、まずはその共通認識でこの先

の質問を進めさせていただいてもよろしいか、お伺

いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 その認識で話を進めてもらって構いません。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） それでは、４点目でも質

問させていただいた、主に繁忙期の期間に季節雇用

という形で町外から上富良野町に来られて農作業に

従事される方は、町にとっても非常に有益な存在で

あるということは町長と共有できたかなと考えてお

りますが、そういう方も将来就農者となられる、も

しくは継続的に農業の人手不足を補ってくれる可能

性が大いにある潜在的な就農希望者という認識を共

にしてもよろしいものかどうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 そういう方、農作業を手伝ってくれる方は、有益

な方だというふうに認識しております。もちろん将
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来農業の経営者にならなくても、現時点で農作業を

手伝っていただければ人手不足の解消になっており

ますので、非常に有益な方々だと認識しておりま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） それでは、さきの御答弁

で、これらの潜在的な就農希望者に関しては、おお

むね重要性は町長と共通認識を持てたのかなと思っ

ておりますが、前回の質問からこの間までにも様々

な検討をされてきたり、行政としてどのようなサ

ポートができるか等も今後も引き続き研究してまい

りたいというふうな御答弁をいただきました。 

 一方、今年度は令和５年度のうちに新たな農業振

興計画を策定する予定になります。そこで、この農

業振興計画の中にこのような季節限定で雇用される

ような農業者の方も踏まえたような、潜在的な就農

希望者の方を育てていくというようなことを盛り込

むお考えはないか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １１番小林議員の御質問

にお答えいたします。 

 農業振興計画が今年度、策定の年度ということは

皆さん御存じのとおりで、さっきの総務産業常任委

員会にもスケジュールなどお示しさせていただいた

ところでございます。 

 現在のところ、そういったものに対して直接的に

町長のほうからこれを入れろとかというような諮問

といいますか、リクエストとかの部分についてはま

だしっかりとまとまっているものでもございません

し、これまでの流れもあり、委員の考え方等も尊重

しながら町長のほうで諮問をして答申をいただくよ

うな形になるというふうに思っておりますので、現

時点ではっきりとここの部分とここの部分を新たに

加えてくれというのを言える段階ではちょっとない

のかなというふうに思っておりますので、御理解賜

りたいなと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） それでは、これまでの間

にこの潜在的な就農希望者の方を育てていくことは

大事であるということを町長と共有できたと思って

はいるのですが、この農業振興計画に関しては、そ

ういったここで共有できたことを反映してもらえる

よう進めるということよりかは、あくまで農家の方

やそういう団体の方からのいろいろな意見をいただ

いた上で作成するものであるという、そういった認

識でよろしいでしょうか。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １１番小林議員の御質問

にお答えします。 

 確かに小林議員おっしゃっているように、いろい

ろな形で農業に関わっている方を潜在的な就農希望

者というような定義をされているというのは、小林

議員の中では先ほど定義をお話いただきましたから

あれですけれども、基本的にそれらが、変な話、同

じようにアルバイト料をもらいながら農業者の方の

お手伝いをしているパートで働いている奥さんも含

め、そういったどこからどこまでをそういったもの

と定義して、それをどういうふうに計画に乗せてい

くのかというのはちょっと微妙なものがあるかなと

思うのですけれども、例えば、本当に私は小林議員

がおっしゃったように、一番目のちゃんと営農する

よと自分で経営しますよというような意思表示を

しっかりした中でやっている方に対しては、今ちゃ

んと補助制度とかがあってあれなのですけれども、

そういうファジーな方に対して意欲を高揚させる、

ちょっとやる気にさせるような取組みたいなものな

ら何となくできるかなと思うのですけれども、そう

いう多様な働き方をしている方々に具体的にどうい

うことをしていくというものが、今の段階では

ちょっとつくるのは大変難しいのかなというのが１

点あるのかなと思います。そこの部分を、確かに

ちょっとお手伝いしていく中で農業が好きになると

いう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そ

この部分をしっかりとどこからというのをまた位置

づけて、どういうふうなフォローをするのかという

のは、これからもちょっと本当に調べてみたり、実

際の働き方、どういう働き方をしている方がそうい

うふうにどれだけいるのかというものも、調べない

と難しい問題なのかなということで、この段階です

ぐ審議会のほうにこれを考えてくれという段階まで

はまだちょっと熟してないのかなという印象でござ

います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 潜在的農業者という定義を、前段小林議員が私は

こういう定義で話しますけれどもいいですかという

ことで、いいですよと私答えましたけれども、その

定義の仕方が一般的かどうかというのは分からない

ところだと思います。審議会の委員の皆さんも分か

らないと思います。 

 潜在的農業者といったら、国民といいますか日本

に住んでいる人全員潜在的です。そう捉えられるか

もしれませんし、今、小林議員がおっしゃったよう

に、一度でも農作業に携わって作業員として関わっ

てくれて、農作業をちょっと経験した人をそう呼ぶ
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のだと定義されましたけれども、今この中でそうい

う前提で話しますということで話していますけれど

も、外に出たらもう定義が分かりません。 

 ですので、そういう本当に農作業で手伝ってくれ

ている人が潜在的に将来の農業者になるかどうか分

からない人を、そういう人をどう使うかというのを

計画に入れるというのは、なかなか難しいのかなと

いうふうに私は考えております。 

 ですので、今、議論しているうちは潜在的農業者

というのは前段定義づけしましたけれども、一般論

として計画に盛り込む、委員とかほかの人に理解し

て共通の定義で認識してもらうのは、定義づけする

のはなかなか難しいのかなというふうに、幅がある

なというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） すみません。この潜在的

な農業者、就農希望者という言葉と定義づけに関し

ては、正直言葉は私は何でもいいかなと思っており

ます。ただ、本当に共有したいこの思いに関して

は、多分共有できているのかなと思う部分は、やっ

ぱり少しでも農業に携わり始めた方が、その後、上

富良野の農業を支えてくれる一員になるかもしれな

い、下支えしてくれるかもしれないということで、

そういう人の裾野を広げていこうという、その思い

を共有したいのが一番でして、恐らく農業サイドか

ら出てくる今後の計画との中で、当然人手不足とい

うのは町長も把握されているということでしたが、

ただ、行政という立場で一考、高い示唆で町の課題

を解決していく上でも、やっぱりそうやってボトム

アップをさせていかなければならないというのは、

５年先、１０年先を見据えたときに、そういう人も

大切に育てていかなければならないのかなと私は考

えているので、本当にその定義や言葉の使い方はお

任せしますので、ぜひそういう課題を共有しつつ、

そういう人を育てていくということを計画を立てる

際にも御検討いただければなと考えております。 

 すみません、時間がなくなってきました。 

 ４項目めの再質問に移らせていただきますが、現

在旧江幌小学校、旧東中中学校以外は大規模な改修

があると答弁で言われておりましたが、今回前段に

各課でこの質問に関してお話をしていく際に、旭町

の旧教員住宅などをこういった使い方はできないだ

ろうかということを相談させていただいておりまし

た。その上で、大規模な改修には多額の費用がかか

るということなのですが、大体このような農業ヘル

パー用の寮に改修しようと思ったら、幾らぐらいの

規模でかかってくるものと見積もられて多額と言わ

れているのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） すみません、１１番小林

議員の御質問にお答えします。 

 具体的にそういった見積もりは取っておりませ

ん。先ほど申し上げましたとおり、基本的にはもう

内装・外装ともにちょっと、今まで使っていても駄

目だからといってもう閉鎖している施設がほとんど

でございますので、外装・内装ともにほとんど、

丸々造り直すぐらいのお金かかかるというような認

識での具体的金額の見積もりは取っていないのが実

態でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 多額の費用はかかるとい

うのが１００万円なのか１,０００万円なのか１億

円なのか、どれであっても多額の費用と言われて

も、かかるなとは思うのですが、やはりその費用感

によっても利活用という点では、そこに予算を投じ

てでも行う事業であるべきかどうかというのはある

ので、ちょっとそこの金額を知れればいいなとは

思っていたのですが、ただ一方で、仮にその多額の

予算がかかるとしても、財源として上富良野町のふ

るさと納税を町外の方からいただいているのに、多

大な協力をしてもらっている農業者の課題解決につ

ながることを考えれば、寄附額の一部をこういった

施設の改修に充てることにも決して違和感はないの

ではないかなと個人的には考えております。 

 先ほどの行政報告の中でも令和４年度は約４億

４,０００万円、そのうちの２億２,０００万円が自

主財源として獲得できたという報告がありました。

なので、今回御提案させていただいたようなものに

は、それぞれ遊休施設の有効活用であったり、移住

政策にもつながることであったり、農業振興につな

がることであったり、非常に個人的にはいろいろな

価値があり、また、かなり現実可能な策ではないか

なと考えておりました。なので、今後こういったそ

れぞれ別々にはなるかもしれませんが、課題解決に

当たって、このふるさと納税を財源に取り組むとい

うようなお考えはないのかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番小林議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 移住定住のシーズンステイ住宅も旧教員住宅が老

朽化した関係で、民間の施設、アパート、建物を利

用してやっているのですが、自ら多額の費用をつぎ

込んでやるというのも、自前でやるというのも一つ

の方法かもしれませんが、民間の現有のアパート等

を活用して、農業に限らずいろいろな移住定住対策
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に活用していくということは、十分に検討しなけれ

ばならないのかなというふうに思っております。 

 ふるさと納税の使い道としてもそうなのですが、

ふるさと納税を使って今ある教員住宅を直すのか、

そんなに多額の費用を使うなら、もっと民間のとこ

ろを利用して補助を出すのかどうなのかという方法

論はいろいろ考えなければならないのかなというふ

うに思っておりますし、遊休の施設をやっぱり直す

のとコストをいろいろ検討してコストパフォーマン

スの一番いいものを研究しなければならないのかな

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、１１番

小林啓太君の一般質問を終了いたします。 

 次に、９番佐藤大輔君の発言を許します。 

○９番（佐藤大輔君） 私は、さきに通告していま

した１項目９点につきまして、町長並びに教育長に

お伺いいたします。 

 大正１５年５月２４日に発生した十勝岳泥流災害

から今年で９７年を数えますが、その周期から、近

い将来噴火が起こるであろうことを念頭に、これま

で監視体制の強化、防災訓練の実施、ダムや堰堤の

建設など様々な対策を講じてきました。 

 ですが、私は二度と同じ悲劇を繰り返さないため

に最も大切なことは、町民個々の防災意識の醸成で

あると考える上から、このたび特に火山泥流発生の

可能性が高まる積雪期対応期間、おおむね１２月か

ら５月の期間においての避難に焦点を絞り、以下９

点について町長、教育長にお伺いいたします。 

 （１）十勝岳の火山活動はどのような体制で監視

されているのでしょうか。また、現在注視すべき兆

候等があればお伺いいたします。 

 （２）噴火警戒レベル４高齢者等避難発表時に

は、全ての指定屋内避難所が開設されていると考え

てよろしいでしょうか。 

 （３）平成２８年３月に発行された十勝岳火山防

災マップを拝見しますと、泥流予想到達区域内に多

数の避難所が設けられております。避難所としての

機能保全や避難経路の安全確保という点について懸

念がありますが、見解をお伺いいたします。 

 （４）現在我が町には避難行動要支援者が約２８

０名いるとお聞きしましたが、要支援者を速やかに

避難させる体制は十分に整っていると考えてよいで

しょうか、お伺いいたします。 

 （５）車両での避難に関する町としての見解をお

伺いいたします。 

 （６）観光客の避難対応策についてお伺いいたし

ます。 

 （７）ペット同伴者の避難対応策についてお伺い

いたします。 

 （８）先日、ジェイアラート発令の際、登下校時

であったことから、児童生徒及び保護者また登下校

見守りボランティアの方々はその対応に戸惑ったと

お聞きしました。この事例から、町内小中学校及び

高校において、十勝岳噴火警戒レベルと発令のタイ

ミングに応じた行動マニュアルが適切に整備されて

いるのか懸念が残りますが、その実態をお伺いしま

す。 

 （９）このたびの新型コロナウイルス感染症蔓延

も相まって、各住民会で実施される防災訓練では、

参加者数が減少しているとの声が聞かれます。この

ままでは町全体の防災意識の低下を招くおそれがあ

りますが、防災訓練の今後の在り方や防災意識の向

上策について見解をお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の十勝岳の火

山活動に係る避難について、１点目から７点目と９

点目の御質問にお答えさせていただきます。 

 十勝岳火山災害に係る避難計画については、十勝

岳火山防災会議が策定しています十勝岳火山避難計

画に基づきまして、噴火レベルに応じて、または突

発的に噴火した場合の住民及び登山者等の安全確保

や円滑な避難行動など具体的な防災対策が適切に行

われるよう定めているところです。 

 まず、１点目の十勝岳の監視体制及び現在の注視

すべき兆候等の御質問ですが、監視体制については

気象台、北海道、北海道大学、防災科学技術研究

所、道立総合研究機構、国土地理院などの機関が設

置している地震計が１３台、空震計が５台、ＧＰＳ

が７台設置されているほか、望遠カメラでも火山活

動が監視されている状況です。 

 また、現在の火山活動ですが噴火予報警戒レベル

１となっており、２０２０年以降６２の２火口にて

火炎現象等が増加傾向にあり、火口の噴煙も高い状

況が続いており、火山活動の高まりを感じさせてい

ますが、火山性微動、地殻変動などは現在観測され

ていない状況です。 

 次に、２点目の指定避難所の開設についての御質

問ですが、避難情報の発令は噴火警戒レベルに応じ

てそれぞれの危険区域に発令されることから、噴火

警戒レベル４が発表された時点で全ての火山噴火に

係る指定避難所を開設することになります。 

 なお、想定した噴火場所以外からの噴火や想定す

る影響範囲を超えるような噴火が発生した場合は、

北海道、気象台、学識経験者等と協議し、町外も含

め安全な地域への避難についても判断することとな

ります。 
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 ３点目の泥流予想到達区域内の避難所の機能保全

や避難経路の安全確保についての御質問ですが、泥

流予想到達区域内の避難所については、緊急避難施

設として一時避難の意味合いが深く、時間に余裕が

ない場合など、まずは住民の安全を確保することを

優先し設置しているところであり、建物への避難の

際は２階以上など高いところに避難していただき、

安全を確保していただくよう考えております。 

 また、避難経路の安全確保については、泥流災害

の状況を判断した上で事前に住民の皆様には防災行

政無線等により安全な経路、避難場所、避難所等に

避難していただくよう周知いたします。 

 ４点目の要支援者の避難体制についてですが、泥

流予想到達区域内の避難行動要支援者は約１９０名

で、そのうち約３０名が名簿情報の提供を拒否され

ている状況となっているところです。同意を得てい

る方につきましては、要支援者名簿によりその支援

者が状況を確認して避難支援をしていただけると考

えております。また、約３０名の同意を得られてい

ない方についても、泥流等の発生が予想される場合

は、自衛隊や消防と必要な範囲内で名簿を提供して

避難支援をしていただくよう考えております。 

 ５点目の車両での避難方法についてですが、車両

使用による避難行動については泥流発生時に避難経

路及び渋滞等によるリスクが考えられることから、

先ほどお答えしたとおり、事前に住民の皆様に対し

て防災行政無線等により安全な経路、避難場所、避

難所等に避難していただくよう周知を図ってまいり

たいと考えています。 

 ６点目の観光客の避難対策については、噴火警戒

レベルに応じ、入山規制、立入規制を実施しますの

で、山岳地帯の特定地域内には観光客はいないもの

と考えています。 

 また、居住地域内の観光客については、防災行政

無線、エリアメール等の避難指示により町内避難施

設に避難するか町外に避難していただくよう指示を

していきます。 

 ７点目のペット同伴者の避難対応についてです

が、ペットを伴った避難者を受け入れる際に、同行

避難動物登録票に記入してもらい、避難状況を把握

した上で避難所でのトラブル防止のため、飼い主自

身が適正な使用に努めていただくとともに、使用

ルールや衛生管理の方法について飼い主に説明した

上で、原則、屋外にて飼い主に全責任を持って飼育

してもらうことを想定しています。 

 ９点目の今後の防災訓練の在り方、防災意識の向

上策についてですが、議員御発言のとおり、新型コ

ロナウイルス感染症対策により町が実施する十勝岳

噴火総合防災訓練において、令和２年度、３年度と

住民会参加の避難訓練は実施することができず、昨

年度においては４住民会に制限した上で実施した経

過にあり、３年間未実施の住民会もあり、避難訓練

等への参加をおっくうに感じたり、消極的になって

いる面は否めないものがあります。 

 本年度の訓練については、住民会の参加は制限せ

ずに実施する予定ですので、多くの住民会が避難訓

練に参加していただけることを期待しているところ

であります。 

 また、本年度については洪水ハザードマップの修

正に併せ、防災ガイドマップを作成する予定ですの

で、作成時には各町内会の防災士等の意見も取り入

れ、完成後は各住民会単位で説明会を開催して防災

意識の向上を図っていきたいと考えています。 

○議長（村上和子君） 次に教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ９番佐藤議員の十勝岳の

火山活動に係る避難についての８点目の御質問にお

答えさせていただきます。 

 学校における災害等危機管理に関する対応につき

ましては、町、教育委員会で作成している子どもの

危機管理初期対応マニュアル（令和元年９月改定

版）及び北海道教育委員会作成の学校における危機

管理の手引きを参考としまして、毎年度各学校にお

いて策定する学校教育計画の中で、学校における安

全対策に関して規定しているところであります。 

 また、上富良野高校におきましても、学校危機管

理対応マニュアルが毎年度策定されていると確認し

たところであります。 

 議員御質問の十勝岳噴火警戒レベルと発令のタイ

ミングに応じた行動マニュアルの整備に関しまして

は、基本的には町の防災計画に基づき、設置される

災害対策本部会議において、十勝岳の活動状況に応

じた判断に基づき、教育委員会を通じて各学校への

情報連携により対応を図ることが適切であると考え

ております。 

 各学校におきましては、さきに説明しました学校

教育計画の安全対策として十勝岳噴火をはじめ、災

害発生時の対応に関して規定し、登下校や在校時に

おける行動などが定められており、それらに基づき

諸対応に当たることとなり、火山噴火に関する対応

は全ての学校において規定しているところでありま

すが、十勝岳噴火警戒レベルの対応について示して

いるのは、上富良野西小学校と東中小学校でありま

す。 

 十勝岳の火山活動は引き続き継続されております

ことから、十勝岳噴火警戒レベルに示されている行

動に対応していくことは大変重要と認識しておりま

すので、防災等の訓練を参考にしながら学校とも連

携を図り諸、計画の整備について進めてまいります
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ので御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 今回、町民の方から寄せら

れました素朴な疑問をまとめて質問させていただい

ておりますけれども、改めて十勝岳火山避難計画と

地域防災計画を読ませていただきました。読めば読

むほど奥が深くて、途中で本当に質問を取り下げよ

うかなと思いましたけれども、やはりこういった場

で防災に関して町民の目に触れる機会を設けること

にも意義があると考える上から、質問するに至って

おります。 

 それでは、再質問に移らせていただきます。 

 まず、８点目の質問に関して教育長にお伺いいた

します。 

 先日、東中小学校の噴火警戒レベルの対応につい

ての行動マニュアルというものを拝見いたしまし

た。登校中、学校にいる間、下校中、そのときに噴

火警戒レベル４が発表された場合ということで、要

は項目で一つの一覧となった大変見やすいものであ

りました。保護者はもちろん子どもたちにも大変分

かりやすいものでありましたけれども、火山活動は

ある程度の予想が可能であり、さすがにジェイア

ラートに比べると、突発的な行動を求められる可能

性は低いものと思いますけれども、今後、上富良野

小学校や上富良野中学校においても東中小学校のよ

うな噴火警戒レベルの対応についての行動マニュア

ルが整備されるという理解でよろしいでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ９番佐藤議員の噴火警戒

レベルごとの各学校における児童生徒、教職員並び

に保護者に対する説明責任についての御質問につい

てお答えさせていただきます。 

 私も大変恥ずかしながら、今回佐藤議員から御質

問を受けまして、各学校からの学校教育計画を全て

確認させていただき、この事実に突き当たったとこ

ろでございます。各学校においてその表記が変わっ

てはいますが、この警戒レベルごとの表記をしてい

たのは上富良野西小学校と東中小学校の２校であっ

たことから、私も教育委員会としましてこの警戒レ

ベルに対応するある程度統一した見解については教

育委員会と各学校とで学校長を通じて、今後、その

表記の仕方につきましてはどのような形が、議員が

おっしゃるような形のものが良いのか、それともま

た違ったものが良いのかも含めまして、これについ

ては町としてきちんと情報連携をしていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 教育委員会も学校側も何か

と大変かと思いますけれども、子どもたちや保護者

の安心・安全のために計画の整備が適切に進むこと

を期待しております。 

 それでは、２点目につきまして町長に再度質問さ

せていただきます。 

 ２点目の質問に対して、先ほど町長はレベル４発

表時に全ての指定一般避難所を開設すると御答弁な

さいました。私は質問の冒頭で申し上げた積雪期対

応期間、おおむね１２月から５月については、基本

的には噴火警戒レベルは２から一気に４に上がると

いうことでございますので、レベル２発表時には避

難所開設に向け準備が進められていっているものと

思います。 

 その後、実際にレベル４が発表されたとき、職員

の方の居住地域、家族構成、その他様々な事情によ

り、避難所開設業務に当たる職員数が足りるかとい

うことに対して懸念がありますけれども、その心配

はないという認識でよろしいでしょうか、お伺いい

たします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 避難所開設するために、職員は今の職員でやると

いうふうに、足りるという認識で結構です。そうい

う認識です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 力強い御答弁ありがとうご

ざいます。町長の裁量によって適切に避難所が開設

されることを信じております。 

 続きまして３点目に移ります。 

 先ほど町長は泥流予想到達区域内の避難所につい

て、一時避難の意味合いが深いと御答弁なさいまし

た。ちょっと今、手元に配られている、恐らく町民

の皆様がお持ちの市街地マップを御用意いたしまし

て、要はこのマップどおりに泥流が硫化するという

予想の下、噴火警戒レベル４が発表されたとき、こ

のピンク色の区域内にある避難所、草分防災セン

ター、西小、泉栄防災センター、高田幼稚園、ふら

の農協、明憲寺が一時避難の意味合いが深い避難所

という解釈で、先ほどの答弁からするとそういった

解釈でよろしいかどうかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 そのほかにも細かく見ると何々地先かも記されて
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いると思います。まずは一時避難ですので高いとこ

ろに逃げると、その後避難が長引く場合は二次避難

というふうに移行していますので、まずは二十数分

以内に来る対象泥流規模を想定していますが、来る

その範囲内で生命を守るという意味で高いところに

逃げる、そういう意味の一時避難所と考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） もう１回確認なのですが、

先ほど私が六つの避難所、たまたまこのピンクエリ

アにあるものを挙げたのですが、こちらの避難所も

一時避難所という理解、解釈でよろしいかどうか、

もう１回確認させてください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 一時避難所でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） では、火山活動の様子から

時間的猶予があると判断した場合、今、町長がおっ

しゃった一時避難所から、例えば上富良野中学校

だったりとか、より安全な避難所に移動していただ

く可能性があるということでよろしいでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 時間的余裕がある場合、二次避難所、社教セン

ター等にもう既に避難している場合もあるかと思い

ますが、それでも泥流の危険区域内にいる人がゼロ

ではありませんので、泥流が発生したときにはそれ

ぞれやっぱり何々地先とか農協とか草分防災セン

ターに避難する人はいるとは思いますので、それは

それで危険が去った後にちゃんと二次避難所にこち

らのほうで移送するという、それは変わらないと思

います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） すみません、もう１回確認

なのですけれども、一時避難として、例えば西小学

校に行きましたと、この火山活動の様子を見ると時

間的に猶予があるなと対策本部で判断した場合、こ

こから上富良野中学校であったり、より安全な場所

と判断した場所へ避難者を移動する可能性があるか

どうかに関してお伺いしていたと思うのですが、そ

の点よろしいでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 火山活動が実際長期化した場合は時間的余裕があ

りますので、二次避難所として社教センター、そこ

を開設して、そこに避難している方も当然います

が、だからといって一時避難所に実際泥流が発生し

たときに一時避難所を開設しないかということとは

また別で、当然経済活動、働いている方も栄町、中

町とか草分にいるわけですので、それはそれでちゃ

んと一時避難所に避難した人は後ほど危険が去った

後に、ちゃんと迎えに来てといいますか、移送はす

るということです。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 何となく、すみません、

ちょっと。なかなかいろいろなケースが想定される

ので、質問が悪かったかもしれませんが、この防災

マップに我が家の避難場所はという書く欄がありま

して、恐らくこれって地域ごとに最寄りのといいま

すか、指定されている避難場所を書くと思うのです

が、例えば草分防災センターと記入する場所に居住

する方が、それこそこの防災マップどおりに泥流が

流下する予想の下、噴火警戒レベル４が発表されま

したといったときに、その方が郵便局にいたとした

ら、その方は最寄りの公民館であったり役場に避難

してよろしいかどうかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 たまたま日中活動中、違う場所にいるということ

は多々ありますので、その場合は近くの避難所とい

うことになります。あくまでも我が家の避難所とい

うのは通常、夜とか住んでいるところを基準にして

草分防災センターとか西小とか書かれていますが、

実際昼間の働いているところは違うはずですし、通

学とか通園で実際昼間のいる場所が違う場合は、や

はり災害発生時にいるところの一番近いところの避

難所にというのが大原則かと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 恥ずかしながら、実は私そ

んなこと知らなくて、最寄りの避難所に避難してい

いという事実を知らなかったという、これ私の反省

でもございます。ですから、ここに記入するという

ことは、避難者に対して避難場所の固定観念を持た

せることにもなるかな、もしくはかえって危険な状

況を生む可能性もあるのかなということを考えます
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と、先ほど町長がおっしゃったピンクエリアに位置

する避難所は一時避難の意味合いが強いのですよと

いう行政の方針も町民に届いているかというのが、

私としては疑問だなというふうに思っております。 

 町長は先ほどの答弁の最後のほうで、今年度防災

ガイドマップを作成する予定だというふうに述べら

れましたけれども、作成に当たっては避難行動にお

ける柔軟性、要は今、町長がおっしゃったように、

一番近い場所に避難するのだよというようなことも

盛り込むことを考慮する必要があるのかなというふ

うに私は考えますけれども、その点見解をお伺いい

たします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 最寄りの避難所に避難していいのだよということ

は、十分周知していかなければならないかなと思い

ます。その一方、なぜ自分のところはここに避難す

るのだというのをインプットするかというと、やは

り一番危険なのは冬季の夜間なのです、やっぱり。

夜間の時間のないときに、すぐ逃げられるところを

インプットして、日中はやっぱり皆さん学校なり職

場なり人がいますので、最寄りのところ情報がある

と思います。指定されたところ以外のところに逃げ

るのだよと、一番近いところに逃げるのだよという

ことさえ分かっていれば、みんなで安全なところに

避難できるかと思います。そういう意味で、自分の

家で起きたとき一時避難するところはインプットし

ておきますし、日中はどこでもいいのだよと、一番

近いところ、高い建物があるところでいいのだよと

いう両方、やはり皆さんに覚えてもらうというの

は、議員おっしゃるとおり大切なことなのかなとい

うふうに思っております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 町長のおっしゃるとおりか

なと今聞いていて思いました。確かに夜間が一番危

険だなと。そうしますと、冬季の夜間で冬はなかな

か歩道か歩きづらかったり、実際本当にどれだけの

明るさだったりとかということについてもも今後確

認していただければと思います。 

 避難経路の安全確保についてはちょっと後ほど５

点目の再質問と併せてお伺いさせていただきます。 

 ４点目の再質問に移ります。 

 町長は先ほど御答弁の中で、自主防災組織という

名称、呼称を用いられませんでしたけれども、避難

行動要支援者の避難支援はあくまでも共助の精神に

基づく自主防災組織の活動に委ね、自主防災組織の

支援が行き届かなかった要支援者については、自衛

隊や消防の力を借りるという解釈でよろしいでしょ

うか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 そうですね、私も先ほどの答弁を補足させてもら

いますと、噴火レベルが３の警報が発表された場合

は、要支援者の方につきましては避難の準備をして

いただくことになります。 

 また、要支援者への情報伝達については、一般の

住民の方より早めに行いますということで、事前の

準備をして事前に避難をしてもらうということが前

提になっておりますが、そのときはやはり議員おっ

しゃるとおり、役場の職員のみではなかなか難しい

ので自主防災組織といいますか地域の住民の方の尾

力を借りる場面というのは多々あるかと思いますの

で、特に自主防災組織の方とは防災訓練などを通じ

て連携を密にして、これからもしていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 私もこの質問を通して、自

主防災組織の大切さというのを改めて感じていると

ころでございます。 

 そういった自主防災組織に関わる、今回先ほどお

示ししたマップのピンクエリアの各住民会長に対し

て、自主防災組織の活動状況、特に避難行動要支援

者の支援について聞き取りを行いました。 

 共助よりとにかく自助なのだと、自分の命は自分

が守るということをみんなが意識しているという

方、大体場所は想像つくと思うのですけれども、一

人の要支援者につき第一支援者だけは何とか決めて

いるのだという方、最近住民会長になって、そもそ

もどこから手をつけたらよいか分からないのでこれ

からだという方など、当然といえば当然なのですけ

れども、地域によって差があることを実感いたしま

した。 

 ただ、高齢化による要支援者の増加が進む一方

で、支援する人材が不足している。これは恐らく若

い世代の参加協力を得られないことが大きな要因か

なと考えておりますけれども、それらはどの住民会

も同じ状況であります。それぞれの自主防災組織の

支援体制維持には、近い将来限界が来るのではない

かと私は今回危惧しておりますけれども、この点に

つき町長の御所見お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 
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 その住民会によっては高齢化が進んでいる住民会

はあります。私の所属している住民会、町内会も昔

ながらの方が多く住んでおられて、本当に高齢化率

は高くて、もちろん皆さん足腰はしっかりしている

方が多いので、私が思うに先ほども申しましたとお

り、レベル３のときの事前避難がこの情報伝達を

しっかりして、時間の余裕がある中で避難を促して

いくということが非常に今後は重要なのかなという

ふうに思っております。もうレベル４になって時間

の制約２０分以内にというのはなかなか難しいの

で、高齢化になってきた場合は事前の準備、その情

報をしっかりと住民の方、高齢の方に落とし込んで

いくというのは、今後しっかり検証して実施してい

かなければならないのかなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 住民会からお話を伺う中

で、それこそ今言ったような現状、課題が顕在化し

てきて、お隣の住民会同士、お互いの自主防同士で

連携して、協力し合っているのだというような住民

会もありました。 

 こういった自主防災組織間の調整だったり、活動

を活性化させるためにＮＰＯなどの第三者を交える

こととか、例えば集落支援員を採用して自主防災組

織をサポートするなど、行政としてなかなかできな

いことはないのかなというふうに思いますが、この

点やはりなかなか難しいのでしょうか。町長の見解

をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 いろいろな方策をとっている参考事例等もあるか

と思います。集落支援員なんかもその一つと思いま

すが、特に高齢化の進んだ住民会をどう防災面から

支えるかというのは、今後の課題ですので、今後に

つきましても調査・研究、いろいろな事例の研究な

んかは進めていかなければならないかなというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 続いて、５番目の再質問に

移ります。 

 先ほど町長は防災行政無線にて、安全な経路、避

難場所、避難所等に避難していただくよう周知を図

るというふうに御答弁なさいました。 

 これ（３）の質問、後半のほうの部分にも関わっ

てきますけれども、この防災行政無線にての周知に

ついて、地域やエリアごとに必要な情報が提供され

るのか、全体に一括して提供されるのか、ちょっと

その辺の情報提供の様態ということがいまいちイ

メージが湧かないので、御説明願います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 防災無線を利用した場合、第１回目といいます

か、皆さんに防災無線を使ってお知らせする場合

は、戸別のというよりは全町へ向けての情報発信に

なるかと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） とすると、先ほど（３）の

質問と今の質問とで考えてみますと、例えば、では

Ａ地区にお住まいの方はＡ通りを通ってＡ避難所に

避難してくださいとか、ピンクエリアのことを考え

ると、Ｃ地区にお住まいの方はＣ通りは通らずＣ避

難所に避難してくださいとかっていう、こういった

ちょっとなかなか大きな情報量を全戸というか町内

の全域に対して結構長めの防災無線になるのかどう

か、ちょっとその辺も確認させてください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 先ほどの防災無線により、安全な経路で避難場所

に避難してくださいと呼びかけるのですが、具体的

にどこどこを通ってください、どこどこを通らない

でくださいという放送の仕方ではなくて、安全には

十分注意をしてという、そういう一般的な意味で周

知を図るということです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） となると、安全な経路とい

うことに関してはあまり具体的な放送は入らないと

いう認識でよろしいかと判断、認識いたしました。 

 そもそも各避難所の駐車スペースが不足するおそ

れがあるのではないかなという懸念もありますけれ

ども、その点町長の見解お伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるとおり、先ほどの補則になります

が、緊急といいますか時間的に余裕がある場合は、

当然徒歩で逃げてもらうといいますか、渋滞とか駐

車場がないという問題もありますので、事前に避難

に時間がある場合は車での避難は避けてもらうとい
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ういう、そういうふうに予定しております。 

 以上です 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 時間的に余裕があるときは

できるだけ徒歩で避難してくださいという呼びかけ

があるということで、理解いたしました。 

 今年３月にかみんで開催されたジオカフェという

イベントにおきまして、町長もたまたま副町長と一

緒に出席されていたかと思うのですけれども、車ま

で町外に避難しようとする場合、近隣自治体との何

らかの協定を結ばれているのかという趣旨の質問が

参加者からありました。司会の方から町長が当てら

れて、協定を結ばれているとそのとき述べておられ

ました。実際に車まで町外に避難しようとする方に

対して、例えばですけれども、富良野市のスポーツ

センターなどをあらかじめ町外の指定避難所とする

ことで、町民も非常に行動しやすく、行政としても

避難者情報が集約しやすいのではないかと単純に考

えますけれども、そういったことが可能な協定内容

になっているのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ９番佐藤議員の御質問に

お答えします。 

 私もジオカフェにいたものですから、あのときの

説明は、今回の防災避難訓練のときに初めて富良野

市と訓練上のお約束をして、富良野市役所まで二次

避難をするシミュレーション的に島津の会館に一時

避難してもらって、そこから島津住民会の人に富良

野市役所まで二次避難をするということを想定した

訓練のお約束をしたということで、常時富良野のス

ポーツセンターの駐車場とかというような個別具体

のお約束が成されているというわけではないこと

で、御理解賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） そういったシミュレーショ

ンを通して今後、そういった検討を含めて決定して

いくということで理解いたしました。 

 続きまして、７点目の項目について再質問させて

いただきます。 

 先ほど町長はペットは原則屋外にて飼い主に全責

任を持って飼育してもらうと御答弁なさいましたけ

れども、基本的に全ての指定避難所の屋外敷地内に

ペットスペースを設置するという理解でよろしいで

しょうか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 時間的に余裕があれば、あと物理的にといいます

か場所とかものがあれば設置したいと思っておりま

すが、時間的に余裕がない場合もありますし、そう

いう場合、やはり同じ室内でペットはなかなか難し

いので、どうしても屋外になってしまうかなと思い

ますし、可能な限り早くそういう、いくらペットと

はいえ家族同然ですので、その気持ちはよく分かり

ますので、なるべく早くその辺の手立てをできるよ

うにしたいとは思いますが、やはり何と言っても住

民の方の命がまず最優先されますので、その後速や

かにという話になります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） すみません、もう１回確認

です。それぞれの避難所の屋外の敷地外にここは

ペットスペースですよというスペースを設けるかど

うか、もう一度確認させてください。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ９番佐藤議員の御質問に

お答えします。 

 基本的には、絶対、例えば西小学校なら西小学校

のここに、こういうペットスペースを、どのような

ものを立てるかというのは実際はそこまで具体的な

ものはまだ計画立っていない状態です。ですから、

今言っている屋外でというのは変な話ですけれど

も、中に入れないでねという意味合いでの書き方で

ございますので、これらについては今後のいろいろ

な、町長言うように、本当に家族同然でペットと暮

らしている方もいらっしゃることも想定した上で、

そういったものも今後の検討課題としては捉えてい

かなければならないのかなというふうに感じており

ますので、現時点でそういった具体にいつまでにど

ういったものを、例えばテントを立てるとか、この

場所だというものについては、詳細には定まってい

ないというのが実態でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 町長もペットを飼われてい

るということで、僕は全くペット飼っていないので

すけれども、今後かなり大きな放置できない課題か

なというふうに思います。この噴火の状況によって

大きく変わるのですけれども、まだペットに関して

続いています。比較的危険性が低い、これ例えばで

す。しかも広大な敷地を持つ東中地区の公共施設を

ペット専用の避難所にすることによって、ペットス

ペースの設置に伴う行政の負担軽減や避難者及び

ペットのストレス軽減にもつながると思いますが、

こういったことって今のところ議論の俎上に上がっ
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ているのかどうかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 具体的にそこまでは俎上にといいますか、計画は

されてはいませんが、時間的に余裕がある場合はそ

ういったことも含めて、いろいろなことを考えてい

かなければならないかなというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） ピンクのエリア内ではあり

ませんけれども、ペットの飼育数調査を実施してい

る住民会もありましたので、ぜひとも今お話したよ

うなことを検討していく上でも、各住民会の力を借

りながら町としてペットの飼育数調査に取り組むべ

きかなと。これが避難計画の補助的情報として有効

ではないかと考えますので、その点、私の意見を述

べさせていただいておきます。 

 そうしたら、９点目につきまして再度質問いたし

ます。 

 防災意識の向上策についてでありますけれども、

この他の自治体の取組を挙げたら切りはありません

が、東京都の江東区では今年度、防災力の底上げと

防災意識の向上につながる取組として、防災グッズ

をそろえたカタログギフトを区内の全世帯に配布す

ると、３０種類以上の防災グッズの中から各世帯で

不足している物資を上限５,０００円分まで選択で

きるというものであります。 

 この取組のよしあしは別として、このような一歩

踏み込んだ防災意識の向上策に着手するお考えはあ

るのかどうか、町長の所見をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 一歩進んだかどうか、そういった施策かどうかは

分かりませんが、皆さん防災意識、特にピンクのエ

リアに住んでおられる方は、意識は決して低下して

いるといいますか、十勝岳のことを忘れているわけ

ではないと思っております。やはり３０年もたつと

やっぱり何と言いますかおっくうといいますか、頭

では分かっているのだけれども、年に１回の防災訓

練はいいかなというような感じで、だんだんそうい

うふうな形になってきているのかなというふうに

思っております。決して十勝岳を忘れているわけで

はありませんが、防災意識は高いのですが、実際の

避難行動にまで結びつけてもらうための施策といい

ますか、何か方策というのは一歩進んだかどうかと

いうのは別として、町としては常にいろいろ工夫し

ながらやっていかなければならないというふうには

常日頃思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 最後になります。 

 避難についても防災訓練についても、まずは自

助・共助、各住民会、各自主防災組織に委ねられる

という行政の基本姿勢というのは、もう十分に理解

したつもりであります。 

 ただ、やはり何度も申し上げますけれども、自主

防災組織の現状は大変厳しく、あらゆる世代に対し

て自助・共助の精神を養っていただかなくてはなら

ない状況にあると考えております。 

 町長は町民の命を守る使命があり、町民に安心し

てこの町に住み続けてもらうために、また付け加え

るならば、移住先として災害リスクの高い町とのネ

ガティブな要素を払拭してもらうためにも、やはり

先ほど町長がマンネリ化とおっしゃったのであれ

ば、なおさらカンフル剤的な一歩踏み込んだ町民の

防災意識醸成のための積極的な取組が必要だと私は

考えますけれども、最後に町長の所見をお伺いいた

します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ９番佐藤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 我が町の最大のといいますか、一番恐ろしいこと

は火山の噴火、火山の泥流なのですが、そのほかに

も毎年毎年危険性といいますか、洪水、浸水、土砂

崩れなんかの風水害については毎年リスクがある、

どの町でもそうです。そして、そういう災害に強い

まちづくりというのは、そこに住む方の安心・安全

に住んでもらうというのは、町としての非常に役割

として非常に重要なものと思っておりますので、住

んでいる方の啓発なんかも含めて、町としてどうあ

るべきか、どうしたらいいのかというのは、今後十

分皆さんの御意見、住民会の実態、自主防の実態な

んかも踏まえて、十分研究して今後も進めていきた

いと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、９番佐

藤大輔君の一般質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は３時４５分

といたします。 

─────────────── 

午後 ３時３０分 休憩 

午後 ３時４４分 再開 

─────────────── 
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○議長（村上和子君） 休憩を解き、一般質問を再

開いたします。 

 次に、８番荒生博一君の発言を許します。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 私は、さきに通告しており

ます３項目、９点について斉藤町長にお伺いいたし

ます。 

 まず１項目め、合葬墓設置について。 

 日本国内では、超高齢化による死亡者の増加と墓

の無縁化を懸念する人が増えていることが背景にあ

り、近年、公園の合葬墓設置が増加傾向にありま

す。 

 団塊世代が全て後期高齢者となる２０２５年以

降、日本では毎年１５０万人以上が死亡する多死社

会の到来となり、死者数は２０４０年にピークに達

し、年間１６８万人との予測があります。 

 このように、多死社会の到来や高齢化や少子化に

伴い、維持管理ができなくなった墓を撤去し、永代

供養墓や合葬墓などに遺骨を移して供養する改葬、

いわゆる墓じまいが急増しております。 

 厚生労働省の統計、衛生行政報告例によると、２

０１９年度の全国の改葬数は１２万４,３４６件、

多くは墓の管理を継いでくれる子どもがいない、先

祖代々の墓が遠方にあり、管理し続けられないと

いった理由よる墓じまいのための改葬と見られてお

り、過去１０根年間で約１.７倍に増えました。 

 北海道内においても２０２０年までに合葬墓を設

置した自治体は５０を超えており、このことからも

自治体の規模に関わらず、取り組なければならない

政策ということは明らかであります。 

 そこで、以下３点について町長の見解をお伺いい

たします。 

 １点目、昨今の合葬墓を設置する自治体が増えて

いる現状をどのように認識しているのかお伺いいた

します。 

 ２点目、近年、当町においても墓じまいが増加傾

向にあると聞き及んでおりますが、現状はどのよう

になっているのかお伺いいたします。 

 ３点目、多死社会の到来に向け、また、人々の価

値観が多様化し、ライフスタイルの変化に応じた多

様な形態の墓を選択できる環境が必要であると考え

ますが、町長の合葬墓に対する見解をお伺いいたし

ます。 

 次に２項目め、道の駅設置について。 

 私は２年前の６月、第２回定例会において、就任

後６か月の斉藤町長に、道の駅設置についての一般

質問をしておりまして、御答弁では任期中に最低

限、方向性は示したいという強い希望を持っておら

れるとのことでした。 

 その後、斉藤町長の口から道の駅に関して進捗な

どの情報提供は何もなされていない中、本年３月２

０日の北海道新聞の記事では、上富良野町長と陸自

隊員が意見交換、まちづくりに要望を生かすとの見

出しで、斉藤町長がより良いまちづくりを目指すた

め、打診し実現した陸上自衛隊上富良野駐屯地の隊

員との意見交換会を町内で初めて開いたとの内容で

ありました。 

 陸上自衛隊員から最も多かった意見は、道の駅開

設を求める声で、斉藤町長は町の特産品をＰＲする

場所は必要、私も選挙公約に掲げていたので、最適

地をこれから探していきたいと述べております。 

 そこで、以下道の駅設置に向けた進捗状況につい

て３点、町長にお伺いいたします。 

 １点目、陸上自衛隊員との意見交換会で道の駅開

設についての意見があり、町長は最適地をこれから

探していきたいと述べておりますが、この２年間、

道の駅については工事などの場所の選定など何も検

討していなかったのかお伺いいたします。 

 ２点目、町長は道の駅設置についてのプロセスの

中の一つとして、町民の機運醸成は非常に重要なプ

ロセスだとしております。意見交換会において、陸

上自衛隊員からの生の声で道の駅開設を求める声を

聞き、どのように受け止めているのか。また、現在

も道の駅設置については強い意志をお持ちかお伺い

いたします。 

 ３点目、任期中に道の駅についての方向性は示す

とのことありましたが、残り１年半の任期で本当に

方向性を示せるのかお伺いいたします。また、その

方向性とは具体的にどの範囲までのことを想定して

いるのかお伺いいたします。 

 最後に３項目め、防災行政無線についてお伺いい

たします。 

 町では、令和４年度の事業として、防災行政無線

デジタル化事業を行い、これまでのアナログの戸別

受信機を新しいデジタルの戸別受信機に交換を行

い、本年４月よりこれまでは役場職員が録音作業を

行い放送していましたが、文書から音声に変換する

技術、音声合成で作成された女性の声での放送を開

始いたしました。 

 言うまでもなく、防災行政無線は災害などの緊急

時に町民の皆様へ迅速に情報提供し、適切な行動を

とっていただくため必要なものであり、そのほか、

お悔やみ放送や防災上富良野、行政だよりなど、町

から町民の皆様への情報発信の重要なツールとなっ

ております。 

 しかしながら、４月の放送開始より、これまで２

回繰り返し放送されていたお悔やみ放送が１回とな

り、また、音声合成により作成される女性の声が聞
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き取りにくい、そして電波が途切れるなど、せっか

くアナログからデジタル化を図ったにも関わらず、

町民の皆様からの苦情を耳にする機会が増えており

ます。 

 そこで、以下３点今後の対応などについて町長に

見解をお伺いいたします。 

 １点目、まず、現在は音声合成で作成された女性

の声の放送となっておりますが、今後聞き取りにく

いなどの苦情がさらに多くなった場合、男性の声に

変更するなどの選択は可能なのかお伺いいたしま

す。 

 ２点目、町ではこれまでの間、戸別受信機の操作

方法についてホームページなどから発信しておりま

すが、お悔やみ放送が１回のみとなった４月以降、

聞き取れなかったなどの苦情を最近耳にしますが、

今後、以前のように２回繰り返し放送することは可

能なのかお伺いいたします。 

 ３点目、電波が途切れる件については、以前はア

ナログ波だったので弱くてもノイズ混じりで聞こえ

ておりましたが、今回からデジタル波になったた

め、ある程度電波の強度があってもマルチパス多重

電波等で通信が途絶えることがあります。戸別受信

機の設置状況等、このような苦情があった場合、個

別調査が必要と考えますが町長の見解についてお伺

いします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の３項目の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの合葬墓設置についての３点の御

質問にお答えいたします。 

 まず１点目の合葬墓の状況について、現在の少子

高齢化や核家族化、地方の人口減少により地方にお

ける墓石の管理や人員の納骨堂の継承などをためら

う状況にある現状から、議員御指摘の永代供養や合

葬墓に改葬し、墓じまいが急増している現状は多

く、当町においても昨年から急激に増加している現

状であります。 

 道内でも昨年の報道では既に５０を超える自治体

が合葬墓を設置している状況であり、その需要が増

えている状況であることは認識しているところで

す。 

 次の２点目の当町の墓じまいの現状であります

が、１点目に説明したとおり増加傾向にあり、町が

管理する共同墓地では令和３年度で６５柱１４区

画、令和４年度は５９柱、２４区画と増加傾向にあ

るところです。 

 次に、３点目の合葬墓に対する見解については、

現在の少子高齢化や核家族化、地方の人口減少の現

象から、今後当町に合葬墓を設置するニーズを調べ

ることも必要であり、当町にも納骨堂を抱える寺院

があることも踏まえ、民間との整合性を持ちながら

今後検討をすべき事案と考えておりますので、御理

解賜りたいと存じます。 

 次に、２個目めの道の駅の設置について３点の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の２年間の候補地選定などの検討に

ついての御質問でありますが、この間、所管課にお

いて道の駅についての情報収集等は行っておりまし

たが、場所の選定については特に行ってございませ

ん。 

 なお、自衛隊員の皆さんとの意見交換の中では、

建設場所においては災害等の影響も考慮する必要が

あるとのお話をさせていただいたと記憶しておりま

す。 

 次に、２点目の自衛隊員の皆さんとの意見交換に

ついての受け止めについての御質問でありますが、

産業の活性化や観光情報の発信として、道の駅との

声が出されたものであり、まさしく私も同じ気持ち

を持っているところであります。 

 また、別件になりますが、５月２６日に上富良野

高校の地域探求提言発表会の意見交換の中でも道の

駅に対する御意見をいただいたところであります。 

 これらを含め、町民の皆さんの道の駅への思いは

少なからずあるとの認識は持っておりますし、私の

道の駅に対する思いは変わっておりません。 

 次に、３点目の地の駅の方向性についての御質問

でありますが、今ようやくコロナ禍が落ち着いてき

たという状況であり、物価高騰の現在の状況など町

民の皆さんの生活を第一に考えていくとともに、現

在進捗している旭川十勝道路の中富良野から上富良

野間が今年度計画段階評価に上がったことなど、

様々な考慮すべき事項を整理しながら検討していく

必要があり、どこまで方向性を示すことができるか

については、今の段階ではお答えするのは難しいと

考えていることから御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの防災行政無線について３点の御

質問にお答えいたします。 

 昨年の同報系計防災行政無線の更新により、全て

の電波をデジタル式の電波による放送に変更したと

ころであり、本年４月より戸別受信機の動作確認を

目的に行っている行政だよりを録音放送からＡＩに

よる音声合成放送に変更を行ったところでありま

す。 

 御質問の音源の変更につきましては、有料の追加

オプションにより変更は可能となっておりますが、

聞き取りにくいなどの御意見に対しましては、イン

トネーションの変更等により対応を行ってまいりま
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すので、御理解をお願いいたします。 

 ２点目のお悔やみ放送についてでありますが、戸

別受信機の更新に伴い、録音機能が搭載されたこ

と、放送の聞き逃しを防止することができるように

なったこと、ＡＩによる放送に変更したことにより

登録できる文字数に制限があること、放送時間が長

くなることへの苦情なども考慮したことから、繰り

返し行っていたお悔やみの放送を１回に変更したと

ころであります。 

 また、録音機能については、有事の際に聞き逃し

放送を簡単な操作で聞くことができる機能であるこ

とから、操作方法を確認していただき、日頃から利

用していただきたいと存じます。 

 録音機能の利用方法については、今後とも周知を

行ってまいりたいと存じますので、御理解をお願い

いたします。 

 今後においては、登録できる文字数の制限内での

音声合成の登録にリピート機能を搭載できるようシ

ステム改修の要望を行ってまいりますが、１点目で

も申し上げたとおり、通常の提示放送等は戸別受信

機が有事の際に適切に通信されているかを試験する

放送も兼ねていることから、町民の皆様にも御協力

をお願いいたします。 

 ３点目の戸別受信機の電波受信状況についてであ

りますが、昨年度防災行政無線デジタル化整備工事

を実施し、戸別受信機の配付を行ったところであり

ます。戸別受信機の配付状況は、個人また事業主を

合わせ５月末現在で３,７８５台の設置が完了して

いるところであります。御指摘のとおりデジタル波

となり、受信状況が悪い皆様については御迷惑をお

かけしております。現在、一部受信状況が悪い方よ

り御連絡があった場合は、随時、町の職員により受

信状況を確認し対応している状況であります。受信

障がいについては、建築物や植生等による阻害物や

電波による障がい等、様々な要因があることから、

引き続き町職員で対応する所存でありますので、御

理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 前向山町長に対し、私が平

成３０年３月に、また、同僚議員が令和２年３月に

この合葬墓に関しての質問をしております。 

 前向山町長は平成３０年、令和２年、いずれの質

問に対しても、ただ、今のところ合葬墓施設につい

ては検討しなければならないという状況にはなく、

アンケートをとって町民の皆様の思いを伺うという

状況ではないとの御答弁でございました。 

 その一方、町においてはここ数年は墓地区画の許

可件数は減少し、墓じまいなどの件数は増加傾向に

あると現状は認識されております。 

 もちろん、今回の斉藤町長の質問に対しても町長

も当然昨今の墓じまいが急増している現状を十分認

識されていると理解しております。 

 しかしながら、御答弁は非常に消極的であり、今

後当町に合葬墓を設置するニーズを調べることも必

要であり、当町にも納骨堂を抱える寺院があること

も踏まえ、民間との整合性を持ちながら今後検討す

べき事案と考えているとのことです。 

 平成３０年の最初の質問から５年、この合葬墓の

ニーズは当時に比べて非常に高まっております。当

然町民の多くの方々が望んでいると私も聞き及んで

おります。 

 町長は、向山前町長から斉藤町長代わりました。

従前の古い考え方も変えてみましょう。いかがで

しょうかでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 当時平成３０年のときから比べて、相当といいま

すか顕著に数字として墓じまいは具体的な数字が出

てきて、そのニーズはあるのだろうと、ニーズがあ

るというのは、例えば北海道全体としてあるのだろ

うと、墓じまいして合葬墓を、ではどこにその遺族

といいますか御子息・御令嬢の方が上富良野に置き

たいのか、それとも今住んでいる都市部の近くに置

きたいのかと、そういうニーズを調査する必要があ

るということで、将来的にはもちろん生まれたとこ

ろ、上富良野がいいのだ、上富良野にお父さん、お

母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの合葬墓を造

りたいのだというニーズ、そのニーズの内容を詳細

に調べる必要があるという意味で答えさせていただ

きました。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ニーズを調査するというこ

とは、やはりアンケートを持って調査するという理

解でよろしいでしょうか。これ３０年、そして令和

２年に我々は前町長に対して２回同じ球を投げ、全

く逆方向から返されておりますので、アンケートを

取っていただくということは一歩前進に値します。

アンケートをお取りいただけますでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 町民の御意見を賜るどのような方法がいいのか、

アンケートも含めてですが住民会長会議の会議の皆

さん、またあとはちきうに行って私懇談しておりま

すので、そういう場も含めて方法も含めて町民の皆

さんの思いといいますか、ニーズ、そういうものが
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どこにあるのかというのは調査する必要があると考

えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） これは本当に喫緊の問題だ

と思います。さきに提言した多死社会の到来も含め

て、今、現にもう後期高齢者になられて御子息も当

町に住んでおらず、私の先行きが不安だという生の

声を実際本当に家族は耳にしております。様々な住

民会長会議等の機会を通して、その方々から意見を

募るのも構わないですが、本当それでは遅いと思い

ます。 

 私は過去に平成２７年、中央墓地を６３区画新区

画整備を行った事業は完全に失敗だと思っていま

す。今墓じまいの件数、そして現状を報告されてお

りますけれども、今現在をもったとしても６３区画

中使用はたった１１区画にとどまっており、５１区

画が丸々残っております。 

 本当に不幸にも先見の目がなかったのか、その辺

は申し上げません。やはり将来をしっかりと中長期

的に見据えた上で、こういった諸事業というのは展

開すべきと考えます。 

 また、さきに申し上げた合葬墓に関しても、アン

ケートとかということに触れずに意向を様々なシ

チュエーションから聞き取っていくというのは、全

然即効性がありません。もう一度確認します。アン

ケート取りませんか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えいたします。 

 特にアンケートと限定して、今、明言できるよう

な材料は持っておりません。ただ、では住民の意向

を無視するのかとそういう意味ではございません。

アンケートも含めて町民の意見は聞いていきたい

と、このように感じております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 町長の任期も残り１年半と

なりました。この１年半以内に何らかのアクション

を起こしていただけますでしょうか、もう一度確認

します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 アクションとはどういうことなのか、いろいろ意

味があると思いますが、町民の意見を聞いてみる、

それもアクションの一つなのかもしれません。 

 そういった意味では、広く町民の御意見、ニーズ

を調査していきたいなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） それではしっかりと任期中

に多方面から様々な町民からの意見をくみ取ってい

ただければと思います。 

 次に、２項目めの道の駅設置についての質問に移

ります。 

 町長は前回、私の質問に対しての答弁で、私が道

の駅をつくりたいと思っても町民の皆様の機運が醸

成しないとこれは建設には至らないなということを

述べております。まず、皆さんと建設に向けて機運

を盛り上げていくことが大事だとおっしゃっており

ます。 

 それなのに、御自身ではこの２年間所管課には情

報収集をさせていたとのことですが、道の駅をつく

りたいので皆さん協力してくださいなどの発信は一

切されていないです。本当に実現したいという強い

思いがあるならば、もっと積極的に町民の皆様へ発

信すべきと考えておりますが、見解を伺います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 公約にも私、挙げさせてもらいました道の駅とい

うのは、私の公約の一つでぜひ実現したいと思って

おりますが、まず今取り組むべきは目の前に迫って

いるといいますか、もう始まっておりますが、町立

病院の大型公共事業がありますので、この建設費に

ついて起債がどうなるかについて、これは非常に大

きな問題で、この一定のめど、将来性が見えてから

だと思っておりますし、また道の駅、具体的にどう

いうものにするか、どこにするか場所については全

然情報収集はしておりましたが、具体的にどういう

ものにするかというのは指示は出しておりません。 

 これらについても旭川十勝道路の計画段階評価に

移る、我々の手の及ばないといいますか、外的要因

が多々ありまして、そういうことも含めてまずは町

立病院、その後にいろいろな高規格道路の条件等

整った上で、町民の皆様と一緒にどういうものをつ

くっていったらいいのかというふうに機運醸成とい

うふうに順番は考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 御答弁にも書かれておりま

した自衛隊員の方や上富良野高校の生徒、これは非

常に生の声というのは、私は町長への道の駅建設に



― 46 ― 

向けての温かい応援メッセージだと考えておりま

す。 

 そのような中でも、やはり町の中の課題は山積し

ていることは理解します。先ほど御答弁されました

町立病院の問題、これも重要なことです。そういっ

た様々な案件の解決を待っていると、やはり危惧さ

れるのは任期中に何らかの方向は示されたいとい

う、これにおいては非常に黄色信号だと私は現在受

け止めております。 

 また、さきに答弁されました旭川十勝道路の現在

計画段階評価ということは、ただ一歩その計画が前

進するということで、その後に例えば三つの道路の

候補地があって、その後にさらにその先に用地買収

があったりとかということのまだ前段ということで

理解していますので、そう考えると町長、任期中に

無理ではないですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 今言った旭川十勝道路の計画段階評価というの

は、実際にどこを高速道路を通すのかという具体的

な作業になってきますが、もちろん用地買収はその

先になると思いますが、ある程度青写真と言います

か、が見えた段階にならないと、まず町民の皆様

に、では道の駅をどこにつくったらいいのだろうか

という、高規格道路の開通は無視してくださいと

か、そういうやっぱりある程度条件がそろわないと

なかなか町民の皆さんの、どんな道の駅にしたらい

いのか、道の駅に持たせる機能なんかも含めて具体

的に議論できないと思います。 

 そういう意味では、なかなか外的要因で私がやり

たいやりたいと思っても、町民に投げかけられない

という状況が続くのかもしれませんが、外的要因が

ありましてなかなか任期中にできないことがあるの

かもしれませんが、なるべく私ができる範囲、私の

力の及ぶ範囲では任期中に何とか機運醸成も含め

て、やりたいのだということをできる限り示せるか

どうかというのはなかなか先ほど申しました外的要

因がありますので、具体的にどうだということは言

えないのかもしれませんが、できる限り町民に私の

道の駅に対する思いというのは事あるごとにといい

ますか、それは伝えていきたいなというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 任期中にはということで、

確かに微妙である要素は多々あると思います。しか

し、町長も当然２期目、３期目を目指されると思い

ます。 

 一方、行政は継続ということですので、やっぱり

どこかしらのタイミングで大きくというのは理解し

ますけれども、常日頃、泥流地帯   ように私は

やりますっていろいろなところで言ってください。

そうすると、きっと言わずと知れず機運というのは

徐々にボトムアップではございますけれども、必ず

盛り上がってきます。本当に高校生の生の声、ま

た、陸上自衛隊員の皆様の声というのは、多分私は

切実な思いだと思います。一日でも早い実現、実施

に向けて、町長の強い発信をこの後求め、質問を３

項目めの行政防災無線についてに移したいと思いま

す。 

 この間４月以降、私、皆さん御存じのとおり風呂

屋に勤めておりまして、夕刻に毎日のように常連の

お客様と相対する中で、本当に４月、５月最も多

かった意見が、残念ながらこの防災行政無線につい

ての御意見が主でした。 

 本当にシンプルに大きな声は三つです。まず、と

にかくＡＩの女性の声が聞き取りにくい。そして、

その先には女性が駄目ならすぐに男性の声にすべき

ではないかという御意見がまず一つ。そして、質問

にも投げておりますけれども、お悔やみ放送は従前

どおり２回放送してほしい。これも切実な願いでし

た。また一方、もう一方はデジタルになってから非

常に聞きにくくなった。アナログのほうがまだ良

かったという声ですので、大きく質問も三つに分け

て町長に確認させていただきましたが、まず１点目

のＡＩの女性の声の件に関してですけれども、この

件につきましては、有料の追加オプションにより変

更は可能とのことですが、そもそも初期の設定時に

女性か男性かの選択は当然あったかと思いますが、

誰が女性の声に決めたのですか。 

 すみません、質問、例えば業者の推奨が強くあ

り、また全道的にも女性がスタンダードですよと

いったようなお声があったのか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 女性の声か男性の声かはオプションではなくて、

標準の装備といいますか標準仕様で今の女性の声と

思います。詳しくは、すみません、確認が必要で

す。もし時間があれでしたら確認させます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） その標準の装備かどうかと

いう確認は、この後また時間あるときにお伺いしま

すが、一方御答弁では、男性の声の有料オプション

ということですが、この有料というのはお幾らぐら
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いかかるのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 有料オプションの額は、現在資料はちょっと持ち

合わせてはございません。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） それでは、料金に関しても

後ほど伺います。 

 次に、お悔やみ放送は従前のとおり２回放送して

ほしい、この御答弁においては、後に早急に音声合

成の登録にリピート機能を搭載できるようなシステ

ム改修を行っていきたいという御答弁で、これは非

常に前向きであり、リピートに向けた試みをこの後

してまいりたいということで受け止めてよろしいで

しょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるとおりで、そう捉えてもらって構

いません。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） それでは早速、この後ぜひ

このリピート機能を搭載できるようなシステム改修

を行っていただき、町民が望むように、お悔やみ放

送は従前どおり２回放送してほしいと思います。 

 今回デジタル化に変わって、行政としては録音機

能が搭載されているので、設定の初期の段階でその

ボタンを１回押せばずっと録音がなされた場合、点

滅をしているので、御自宅に外出されて帰ったとき

に、それをピッと押せば聞けるのですよということ

は理解します。 

 また、２月１０日のホームページとかでも周知し

ているのも分かっています。でも、多くの皆様の御

不満は自身の意図しない高所にこの戸別受信機が設

定されている場合、特に御年配の町民の皆様は、例

えば椅子を使ったりまた踏み台を用いたりというこ

とで、本当にそのピッができないのです。本当に不

親切だと思いませんか。どうでしょうか。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生議員の御質問に

お答えします。 

 議員おっしゃるように、高いところにつけるって

結構多いのですけれども、業者が行ったときに電波

状況を見ながら、それから御自宅の方と相談してつ

けたと思うのです。そういった中で、どういうやり

取りがあってこの録音機能があるから、聞き漏らし

たらここ押してねという説明がちゃんとあったかど

うかというのはちょっと確認取れていないので、も

しそういうことがあれば、また違うところに乗っけ

たり設置したかも分かりません。 

 そういった部分もあって、大変御不便感じている

というのは、今、荒生議員からお話を伺って、我が

家においても比較的高いところに置くというような

事例は多いのかなと思いますので、そういった部

分、どのように設置するときにお話があったかとい

うのは今確認はできないことなのですけれども、そ

ういった部分が多いということは今、認識させてい

ただいたということで御理解賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 本当にたまたまやはり感度

とか、そういった調査をしたときに、どうしても下

よりも上というのはあるらしいのです。それで設置

した業者の方、私もちょっと話す機会があったので

すけれども、１軒１軒残念ながら丁寧な説明は時間

的にできなかったとおっしゃっています。それが積

もり積もって４月からデジタル化になってから、今

この２か月でどっと不満が上がっているのが現状で

す。 

 今後、苦情等々は当然担当所管に電話が入ったり

とか、また聞きにくいなどの苦情も今後想定されま

すけれども、ぜひこの録音機能に関しても一方的

に、例えばホームページに載せているから、周知が

完了したとかということは思わないでください。ま

た、広報に１回載せたからといって、もう周知が完

了したと思わず、引き続き、御答弁でも書いていた

だいていますけれども、しっかりと町民の方に御理

解いただけるように、事ある機会に様々な場所で、

例えば住民会の会合とかチラシをもう一度再配布を

お願いしたりとかということで、ぜひ町民の皆様に

御理解をいただきながら、なるべくでしたらさきに

申し上げたリピートがあれば、このようなことは録

音機能を使わずしても聞き逃しなくお聞きいただけ

るということなので、ぜひこの   に関しては早

急に行っていただきたいなと思っています。 

 また、一つちょっと気になるのですけれども、Ａ

Ｉ放送による放送に変更したことで、登録できる文

字数に制限があることが一つ要因としてあり、ま

た、復唱し２回放送することで制限を超えてしまう

ような実際文字数が現在日々通信として使われてい

るのか、ちょっと文字数ってどれぐらいなのです

か。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ８番荒生議員の御

質問にお答えします。 
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 ちょっと細かい数字、大体１,０００文字ぐらい

が限度ということで、昨今放送も１,０００文字を

超えない数で、例えば、町の放送が５個希望あって

も５個になると１,０００超えるので、やっぱり三

つにしてください、それの分の振り分けはこちらの

ほうでやらせていただいております。その関係もあ

りまして、やっぱり１,０００文字を超えない範囲

が１回の放送ということで御了承いただきたいと思

います。 

 ちょっと昔は全部入れるだけ入れて長いと言われ

たこともありますので、その件も加味しながら重要

性を優先しながら放送順位を決めながら、今、対応

しているということで御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 便利になったのか本当に不

便になったのか微妙な捉え方ですけれども、一日に

５件も６件もお悔やみがあるとかということも、そ

うないことももちろん願っております。文字に制限

があるということは、これは理解できましたけれど

も、本当にさきに申し上げたとおり、リピート機能

の搭載が可能になればそういった文字数制限という

のは回避できるので、ぜひ取り組んでいただきたい

なと思います。 

 最後に、町民の方に言われました。ＡＩにこの音

声が変わるというので、聞く側にとっても人間の生

の声ではないので温かみが感じられない、愛がな

いってこれはかけているのかどうか分からないです

けれども、そんなことを耳にしました。 

 これからも行政の皆さんにおいては、町民の方に

防災無線のことに限らず愛を持って接していただ

き、質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、８番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番中瀬実君の発言を許します。 

○４番（中瀬 実君） 私は、さきに通告をしてお

ります４点について、町長の見解をお伺いしたいと

思います。 

 まず１項目めについては、乗合タクシーの今後の

方向性についてであります。 

 高齢者の足の確保のため運用されている乗合タク

シーは、運行開始より１２年が経過しているが、利

用者側からの利用に対しての課題も見えてきていま

す。今後、特に高齢者の免許返納や独居世帯の増加

等により、ますます利用者が増えると思われます。

特に最近は物価高等により、年金生活者は日々の生

活が大変な状況であります。今後の方向性について

お伺いします。 

 １点目、町内一律料金にする予定はないか。 

 ２、町内利用者の登録者は令和３年のアンケート

時の人数と比較し、増えているのか減っているの

か。 

 ３番目、一律料金にすると過去の最大利用時の数

字で計算すると、町の負担はどれくらいの金額にな

るのか。 

 ４、町内２事業者が対応困難になったとき、町が

対応する考えは。 

 ２項目め、ジェットコースターの路の安全確保に

ついて。 

 町内有数の観光スポットである西１１線の起伏の

多い道路、観光客に人気のある通称ジェットコース

ターの路があります。コロナも落ち着き、バイク、

レンタカー、自家用車、観光バスが多く訪れており

ます。観光客が増えること、上富良野町に来てくれ

ることは大いに歓迎するが、道路状況から見て非常

に危険な状況にあります。頂上付近は両側駐車、道

路の真ん中で写真を撮ったり、マナーの悪さも目立

ちます。駐車禁止の手製の看板はあるが、全く無視

しての行動が見られます。次の２点についてお伺い

します。 

 １点目、安全対策としてこの１年度のような対策

を講じてきたか。 

２番目、今後の安全対策はどのようにしていくの

か。 

 ３項目めであります。住民会組織の再編の進捗状

況について。 

 住民会・町内会組織は、郡部も市街地も年々高齢

化が進み、さらには住民の数が減少し、住民会・町

内会活動が思うようにできない組織もあります。特

に、役員の成り手不足は深刻で、長年同じ人が役員

を続けるなど負担が増え、問題となっています。２

０２１年６月議会で一般質問させていただいた再編

の経過について伺います。 

 １番目、住民会連合会の協議は何回開催された

か。 

 ２番目、住民会長会議で町から問題提起をされた

か。 

 ３番目、役員の成り手不足をどのように捉えてい

るのか。 

 ４項目め、農業振興計画の見直し部分について。 

 町の農業の指針、方向性である農業振興計画、特

に実践計画は５年ごと研究・検討、実施のプロセス

を経過し、実行されるものであり、実現不可能なも

のは見直すべきと指摘をさせていただいた。次の２

点について伺います。 

 この見直し部分は、どの実戦計画について農業振
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興審議会へ諮問されたか。 

 ２番目は、農業振興審議会は何月に開催されたの

か。答申を受けたのは何月かについて、町長のお考

えを伺います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の４項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの乗合タクシーの今後の方向性に

ついて、４点の御質問にお答えいたします。 

 予約型乗合タクシーについては、高齢者や障がい

者の方々、交通弱者の方々の交通移動手段を確保

し、生活支援や閉じこもりを予防することを目的

に、平成２３年度から運行しているところです。 

 １点目及び３点目の利用料金に関しましては、関

連がありますので一括してお答えさせていただきま

す。 

 現行の利用料金は、乗車１回当たり市街地区域内

２００円、区域外４００円を利用者の皆様に御負担

いただいているところであります。利用料金につき

ましては、令和３年のアンケート調査においても、

約９割の利用者の方に御理解いただいているものと

認識しております。 

 ただ、議員の御質問にあるような一律の料金設定

等を望む意見が寄せられていることも承知しており

ますが、運行委託事業者の本業であるタクシー事業

への影響や利用距離による負担の公平の観点から、

現行の利用料を維持した中で運行してきましたが、

今後は予想されるドライバー不足に対し運行委託事

業者の存続を含め、高齢者の交通手段の確保、農村

部コミュニティーの維持、また、利用人数の拡大と

サービスの向上を図るための方策として、利用料金

を含め、地域交通の全体的な在り方を研究していき

たいと考えておりますので、御理解お願いいたしま

す。 

 なお、利用者が一番多かった平成２９年度の実績

を基に利用料金を一律２００円と仮定した場合、４

００円区間利用者の差額分を町の委託費とした場合

の単純計算については、約９１万円が現行の委託料

に上乗せとなる試算となります。 

 次に、２点目の令和３年度のアンケート時からの

登録者数については、一定の新規登録はあるものの

自然減が上回る状況にあり、約２０名の方が減少し

ているところであります。 

 ４点目の御質問については、運行委託業者から人

材の確保など様々な課題もあると伺っており、事業

拡充についても難しい状況にありますが、本年度に

ついてはタクシー料金改定に伴いまして、安定的な

経営を図っていただくため委託料を見直したところ

であり、引き続き、運行委託事業者と連携を図りな

がら利便性向上と安全運行について研究・検討して

まいりますので、御理解賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めのジェットコースターの路の安全

確保について、２点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目のこの１年間の安全対策についての

御質問でありますが、ジェットコースターの路の区

間中、景観の良さから特に観光客に人気があり、立

ち寄りが集中する上富良野八景標識付近について、

巡回と併せ定点カメラ映像を確認し、入り込み傾向

とともに危険箇所や状況の調査をしてまいりまし

た。 

 従来どおり自動車及び歩行者、撮影者それぞれに

対する安全啓発看板の設置を行うとともに、西側道

路側溝に脱輪する自動車が散見されることから、現

地を確認し、本年度に入りふたを設置する措置を講

じたところです。 

 次に、２点目の今後の安全対策についての御質問

でありますが、いろいろな諸課題はありますが、ま

ずは訪れる観光客の方や地域住民の安全が第一と考

えており、懸念されております路上駐車、歩行者の

車道立ち入りなどの交通安全上の課題と併せ、農地

への立ち入りやごみのポイ捨てなどの問題にも対応

できるよう、駐車場や撮影ポイントの整備等を含め

た抜本的な解決を目指し、本年度策定することにな

ります第３次観光振興計画策定の際に十分な協議・

検討を進めてまいりたいと考えておりますので、御

理解賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの住民回組織の再編の進捗状況に

ついて３点の御質問にお答えいたします。 

 １点目、２点目の住民会連合会の協議及び問題提

起の御質問に関連がありますので、一括してお答え

いたします。 

 令和３年第２回の定例議会で議員の御質問に対す

る回答のとおり、住民会連合会での協議を行うこと

で連合会役員とも調整を行っていましたが、昨年ま

でのコロナ禍において連合会自体の会議が行われて

いなかったこともあり、新役員体制での継続協議を

お願いしているところです。 

 ３点目の役員の成り手不足についてお答えいたし

ます。前回の御質問でもお答えいたしましたが、町

全体での人口減少が続いており、近年は役員の成り

手不足等の課題が生じていると認識は変わってはい

ません。 

 いずれにいたしましても、住民会の再編や地域役

員については地域コミュニティーにの形成でありま

すので、地域での問題提起を持って検討が必要なこ

とから、あくまで行政指導ではなく住民会からの調

整の依頼があれば協議を行ってまいりますので、御

理解賜りたいと存じます。 
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 次に、４項目めの農業振興計画の見直し部分につ

いて、２点の御質問にお答えいたします。 

 実践プラン見直し部分の農業振興審議会への説明

につきましては、審議会を令和４年３月４日に開催

し、令和２年度から５年度までの実践プランの計画

期間のうち令和４年度、令和５年度の振興内容につ

いて、６事業の実施が不可能であると判断したこと

から、見直し内容について説明を行っています。 

 一つ目が堆肥コントラクター整備事業。 

 二つ目が地域農業コントラクターＴＭＲセンター

整備であり、この２事業については効率的な運用を

図るため、共同の取組として防衛省の補助事業を活

用して令和５年度からの着手を目標に整備の検討を

続けておりましたが、運営体制に対する合意形成が

図られずに一時中断となったことから、令和５年度

計画を一時一部実施から検討に変更しています。 

 三つ目の農産物加工実習施設整備、四つ目の地域

交流拠点施設整備事業については、現行の実践プラ

ンにおいて複合型拠点施設内に併設する計画ではあ

りましたが、複合型拠点施設の考えはなくなったこ

とから、実施の予定なしに変更しています。 

 五つ目の上富良野産ブランド化事業につきまして

は、新たなブランド化となる６次化商品の開発、発

掘が延期になったことから、令和５年度計画を実施

から検討に変更しています。 

 六つ目の農業人材バンク事業については、引き続

き検討が必要なことから、ＪＡ関連の派遣事業を活

用しながら対応することとしたため、一部実施から

検討に変更しております。 

 なお、審議の結果につきましては、同日の令和４

年３月４日付で決定していただいたところです。農

業振興審議会への諮問、答申につきましては、個別

計画の農業振興計画は町長から諮問を行い、答申を

いただいておりますが、農業農村実践プランは農業

振興計画を補完するものであることから、内容の協

議を依頼しているところでありますので御理解賜り

たいと存じます。 

○議長（村上和子君） すみません、ちょっと暫時

休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ４時３９分 休憩 

午後 ４時４０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ただいま町長から答弁をい

ただいた乗合タクシーの関係について、まずお伺い

をいたします。 

 この１項目め、町内一律料金にする予定はないか

ということの関係でありますが、令和３年度に予約

型乗合タクシーの利用に関するアンケートをやって

おります。その中でたかが１０％ぐらいとは言いな

がら、その料金については高い、もう少し安くして

ほしいという意見が出ております。これは特にいわ

ゆる市街地の利用者ではなく、郡部の利用者から出

ているものだと思っております。 

 当然のことながら、町の行政については町民みな

平等のサービスを受けることが理想であると私は

思っております。特に６５歳以上の高齢者について

は、今まで６５年間以上の間、上富良野町において

いろいろな貢献をされた方々であります。そういっ

た方々に対して、最後の御褒美として、そして引き

こもりを防ぐためにも、少なくてもこの町の乗合タ

クシーの料金については一律にすべきだと私は思っ

ております。一律料金にすることが町の行政のサー

ビスの一貫になるというふうに思っておりますが、

町長はその辺について踏み込んで考える余地はある

かどうかを確認して   。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 平等という考え方に基づいて一律料金ということ

で御質問かと思いますが、これまでも距離応じて２

００円、４００円、これも結果の平等なのか過程プ

ロセスの平等なのか、平等にはいろいろあります。

今までやってきたことも決して不平等であったとは

思っておりません。ただ、そのアンケートの中でご

く一部、郡部の方ですが、高いと思っておられる方

も確かです。だから今までやっていることも平等、

一律にすることも２００円も両方とも平等です。 

 そんな中で、今回の回答で答弁の中で書かせても

らったのは、単なる距離の問題もありますけれど

も、乗合タクシーの役割というのは、今、議員おっ

しゃったとおり引きこもりの防止とか、実際郡部に

住んでいても長く住み続けられるように買い物とか

病院に通えるようにしてあげて、地域コミュニ

ティーを守る、守ってあげる、それとか、また乗合

自動車をやってくれるところがないと乗合自動車そ

のものが成り立ってサービスかできないわけですか

ら、業者の方のある程度の育成ということも念頭に

置きながら、今までは料金の２００円、４００円の

ことを主眼的にやってきましたが、今後においては

やっぱり多面的ないろいろな考えることが複数あり

ますので、それらをトータルで含めてこの制度を維

持していくためにどうしたらいいのかということ

で、検討しますということで、分かりやすく言え

ば、ちょっと分かりづらかったかもしれませんが、   
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させていただきました。 

 ですので、決してすぐ２００円にするとは言えま

せんが、持続可能なものにしていく、そして地域コ

ミュニティーにとっても持続可能なものにしていく

ためには、料金設定も含めてどうしたらいいのかと

いうのは、十分検討させてくださいというふうに、

そういう意味で答弁させていただいております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） この乗合タクシーについて

は、皆さんが利用することによって、町長から今、

答弁いただきましたけれども、地域のコミュニ

ティーにもつながっていくのです。なぜかと言った

ら、今、農村部で昔みたいにいろいろな会合で集ま

る機会がないのです。そうすると、隣近所がどう

なっているか、いろいろなことがあっても分からな

いような状況なのです。 

 特に若い人たちは出て歩くことが多いかもしれな

いけれども、ある程度の年齢の方については町に出

て買い物に行く、病院に行く、そういったときに隣

近所の人とか、例えば、ちょっと地域を離れている

人とかがタクシーの中でいろいろな情報交換とか情

報を得ることが逆にできるのです。それが安い料金

になると利用者が増えることにもつながります。 

 先ほど町長は、その料金にすることにしたら事業

者が成り立たなくなる可能性もあるという話もされ

て、答弁もいただいておりますけれども、基本的に

は町は業者ができなくても町で対応しなければなら

ない、最終的には４番目の町内事業者が対応困難に

なったとき、町の対応はと聞いているけれども、答

弁はないのです。それはどういうふうな考えでこれ

から持っていこうとしているのかをまずお聞きした

い。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ４時４６分 休憩 

午後 ４時４７分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ２００円、４００円は中瀬議員がおっしゃること

と全く逆で、私が考えているのは利用者を増やすに

はどうしたらいいかということなのです。利用者を

増やしてタクシーの会社が収益が、要するにタク

シーの委託の受け手がいなくなったら困るわけなの

で、そのためには全体的に利用者を拡大するにはど

うしたらいいかということで、その辺を含めて料金

も含めてなのですけれども、料金ありきではなく

て、利用者をまず使ってもらいたいと、そういう意

味で答弁をさせていただきました。 

 そして、もし乗合自動車がなくなった場合、これ

民間の相手がいなくなった場合は、また昔の路線バ

スみたいなのができるのかどうかも含めて再検討し

なければならないのかなというふうに今のところは

考えております。 

 以上です。 

────────────────── 

議事の延長について 

○議長（村上和子君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事が１７時１５分以降に及ぶこと

が考えられますので、あらかじめ延長したと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） よって、本日の会議時間は

あらかじめ延長することに決しました。 

 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 私が言っていることと町長

とちょっとずれがあるかと思っているのは、事業者

が２事業者います、今。その事業者が自分たちの営

業に差し支えない程度でやっている状況だと私は

思っています。だからあまりお客さかを増やして、

そうしたら自分たちの営業に差し支えるような状況

になったときには、おそらく事業者は、これ以上利

用してもらったら非常に困るよねというようなこと

になるかもしれません。 

 だから、そうなる可能性があったときに、こう

いった高齢者が乗合タクシーを利用している人たち

が利用できなくなったときに、町はどういう対応を

するかということをまず聞きたかったのです。その

ときに町長も後で最後のほうに言いましたけれど

も、乗合タクシーに替わるようなことを考えていか

なければならないというようなことですよね。 

 だとすれば、必要以上の人数を増やすことがいい

ことなのか、それが必要以上に増えたことによって

町が大変な目に遭うから、それは対応できないとい

うことになるのか、そこら辺きちんとしてもらわな

いと困る。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 先ほどの回答はちょっと私の勘違いで訂正させて

いただきたいと思います。 

 今、タクシーの２業者に委託してもらっているの

ですが、通常の営業に差し支えない範囲でやっても
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らっております。その差し支えない範囲で最大限利

用してもらうというのが、乗合タクシーが利用者を

増やすというのはそういう意味です。もし利用者が

増えて乗合タクシーに乗れない人いたらどうするの

だという、そういう前提の話だとさっき思っていな

かったので、その場合はまた違う方法をいろいろ相

手先も含めて協議していかなければならないと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） この３番目の一律料金にす

ると過去の最大利用時の数値で計算すると、町の負

担はどれぐらいになるのかということをお聞きして

おります。そうすると９１万円だという答弁いただ

いております。この９１万円については、前回私が

一般質問をしたときが２０１９年３月に一般質問し

ております。そのときに９１万円ということの答弁

をいただいております。斉藤町長ではありませんで

したけれども。 

 そこでお聞きしたいのは、今年の４月からタク

シー料金が上がっています。私が聞いているのは、

今の単価で委託料を払っている部分が前回の２０１

９年と比較して同じということはあり得ないですよ

ね。同じなのですか、委託料。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 委託料は当時と今は違いますが、あくまでも２０

０円と４００円の差額ですので、差額は今も昔も変

わらない９１万円です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 委託料はそうしたら当初の

委託業者に渡している委託料というのは、今も昔も

同じ料金ということですね。違いますよね。だとす

れば、だから私が聞いているのは、最大利用時の人

数を言っている。ただ、今現在もしその４００円を

２００円にしたら同じ９１万円ではないでしょう

と、違うでしょうということを聞いているのです。

だから、それを今もし２００円の一律料金にした

ら、町の負担はどれだけ増えるかということを聞い

ていたのです。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 委託料金は変わっておりませんが、差額は変わら

ないのです。例えば、委託料金が当時１００万円で

差額か９１万円と１９１万円。委託料金が２００万

円になったけれども、差額はあくまでも９１万円で

２９１万円と、そういう感じで基本といいますか、

委託料は変わっても２００円と４００円の差額は変

わらないのです。これ以上説明できないというか、

誰か助けてください。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） だとすれば、いろいろなと

ころでいろいろな経費の節減をすれば９１万円ぐら

いは私は何とかなるるというふうに思っていますの

で、今後検討していただきたいと思います。 

 基本的には弱者を救うためとか、それから、これ

からの引きこもりとかいろいろなことを防ぐために

もやっぱりそういったものを利用していただいて、

そして町へ出てきていただくようなことをとっても

らうのがこういう乗合タクシーの使命だと思ってい

ますので、今後そういったことを少し前向きに検討

していただきたいと思います。 

 次、ジェットコースターの関係です。この道の安

全確保について、これもまたこちらは１年前に私も

質問させていただいております。このジェットコー

スターの路というのは、改めて説明しなくてもいい

わけですが、町長、コロナが収束しかかってきてい

ます。そんな中で、町長、最近ジェットコースター

の路に行かれましたか。いつ行かれたか教えてくだ

さい。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 本当に私のプライバシーにかかる問題です。発言

しますが、本当プライベートでいつ行ってきたかな

と、一週間前、はっきり覚えておりませんが、

ちょっと寄りました。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 一週間ぐらい前と言いまし

たよね。そこに行って何か気づきませんでしたか。

何か気づかなかったかということは、変わったこ

と。状況がちょっと変わったなということ何点かあ

るはずです。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 そうですね、美瑛の帰りちょっと寄ってみたので

すが気づいたところは多々ありまして、八景のスタ

ンプラリーがＱＲコードが貼ってあって、片方はビ

ス留めだったのだけれども、もう一つは画鋲だった

なとか、細かいところからさっき答弁させてもらい

ました西側の側溝にふたしてあるなとか、あと駐車
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禁止、手作りですけれども、ちゃんと看板表示して

あるなというふうに見てきまして、そのぐらいです

か。もっと気づくべきことあったのかもしれないで

すけれども、短時間でしたので気づいた点は大まか

に言えばその点です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 美瑛のほうから来たと言い

ましたよね。美瑛の２３７号線から上富良野町のほ

うへ向かってきたのですね。そのとき１点気がつい

たことありませんでしたか。 

 これは一番大事な部分なのです。あそこに手作り

の看板がいろいろ立っています。頂上付近には「駐

車禁止」とか、「写真を撮るときには道路に入らな

いでください」、そういう注意喚起の看板もありま

す。そして、両側の上りはじめとこちらの下りはじ

めというか、両方の下側のところに「スローダウ

ン」、「」スピード落とせ」、これがあります。そ

の片っぽが丸きりないのです。先ほど答弁ありまし

たけれども、この中でここのいろいろな去年から今

年にかけてどういった対策をしているかとかという

ところの中に、そこに行ってそれはどういうふうな

状況になっているかと誰が確認しているのですか。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番中瀬議員

の御質問にお答えします。 

 その手作りの看板なのですけれども、設置したの

は商工観光のほうでつくりました。昨年ぐらいから

中瀬議員からも質問にもあったように、注意喚起、

そういうのをしていこうということで、「スローダ

ウン」これは外国人向けといいますか、日本語表記

だけではなく、外国表記でも書こうということで書

かせていただきました。あとそのほか、ちょうど西

側の農地を持っている方からちょうど取付の農道が

ございまして、そこに入ってくるお客さんがいると

いうことで、昨年から「農地への立入禁止」を日本

語で表記でさせていただきました。 

 そのようなことで、いろいろな工夫をしながら安

全対策というのを進めてきたところでございます。 

 あと東側の「農地に入らないように」という看板

も、これは観光協会のほうで茶色い看板を出させて

いただきました。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ということは、企画商工観

光課があそこへ行って、例えばいろいろと不具合が

あったらそれを、看板であれば看板を設置したりそ

ういったことをやっているということですか。 

 それで、先ほど「農地に入らないでください」と

いう看板を立てた方がいます。私もあの方知ってい

るからあれだけれども、かなり強く言われたら必ず

立てなければならない。ところが、あそこには立て

ますと、あそこの頂上付近にたくさんの車が止まっ

ていたら両側に下りるのです。その両側に下りて

いったところの畑に入っている。そうしたら、こ

れって企画商工で地権者から言われなかったら立て

ないということですね、そうしたら。例えば、農地

の所有者が観光客の人が畑に入っている。だから立

ててくれと言われなかったら立てないということで

すね。どうなのですか。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番中瀬議員

の御質問にお答えいたします。 

 今までもそういう苦情とかも聞いておりまして、

ちょうど一番の八景のある看板のあるところの、入

りやすくなっているので、何件か入ったのを私目撃

して注意もしたこともございまし、そういうのも

あって、ちょっと看板のほう立てさせていただきま

した。右側の西側のほうもちょうど道路があるもの

ですから、ちょうど水源地の西側の簡水のポンプ場

の取り付けもありますので、そこに入る方もいて、

いっしょになってあそこの西側、東側のほうの道の

ほうに行く方もいて、なかなか困っているのだと、

ちょうど防除の時期になっていたので、入りづらい

のだという話を聞きまして、それで看板を立てさせ

ていただきました。 

 中瀬議員おっしゃる頂上の２９号側に向かって下

りる畑のところかなと思います。確かに聞いてな

かったというのは私どもも聞いていませんし、入っ

ているというのも毎日のようにパトロールしている

わけではないので、見てはいなかったところでござ

います。そういう看板が必要ということであれば、

看板立てるのは製作しまして畑の立入禁止だよとい

うことの注意喚起、そういうのは今後材料があって

できれば、そういうのを検討していきたいなという

ふうに考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） そういったことで、例えば

要請がなくてもこの辺はしょっちゅう観光客の人が

畑に入りそうだな、入ってるよなというところにつ

いては、今後考えて検討していただきたいなと、そ

ういうふうに思います。そうしないと、１人が入る

と２人、３人、ここ入っていいんだ、ここで写真

撮っていいんだというふうになってしまうのです。
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だから、そこら辺のところはやはり注意喚起を含め

て、畑には入らないでくださいという、そういうふ

うな看板をできるだけ取付道路のあるようなところ

については、看板立てていただいたほうがいいかな

と私は思っております。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ４番中瀬議員

の御質問にお答えいたします。 

 これからちょうど今、防除とかそういうので農家

も入っていますし、収穫期になりますとそういう観

光の方の路上駐車とかそういうのも御迷惑になるか

というふうに思います。どのような看板がいいのか

はちょっと検討もさせていただきますし、ちょっと

今後地権者の方とかそういう方とも相談しながら、

また、周りの状況を見ながらそういう看板の設置に

ついて検討させていただきたいと思いますので、御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） そういったことで、ジェッ

トコースターの路については安全確保、これは今の

ところ大きな事故とかそういったものはないのでま

だいいのですが、もし万が一事故があったりしたと

きには、やっぱり対応、道路管理上の問題とかいろ

いろ問題になると思いますので、何らかの対策を当

然のことながら町長も前回のときにも言ってくれて

おりますけれども、安全対策はもう何とかしたいの

だというふうに答弁をいただいております。ですか

ら、これはできるだけ早めにいろいろな対策を考え

ていただきたいなというふうに思います。これは答

弁はよろしいです。 

 次、住民会の組織の再編の進捗状況についてお伺

いをいたします。 

 こちらについても私が一般質問させていただいた

部分であります。こちらについては、基本的には住

民会の組織というのはどこの住民会も一応地域ごと

に必ず一つあるはずです。町内会、それから住民

会。これらの組織というのは、町との行政のパイプ

役ということで成り立っているし、当然あったほう

がないよりはいいはずです。 

 そんな中で、町長の答弁では相手方、その住民会

のほうから困っているから何とかしてくれと言わな

い限りは、町としてどうだと声をかけるようなこと

はあまりしたくないような答弁だったと思います。

でも、いよいよ困ったときに、いよいよせっぱ詰

まったときに、そういった住民会の再編を考えるの

も一つの方法かもしれません。だけれども、ある程

度体力のあるうちに何らかの方法をとらないと、そ

の小さな住民会が本当に大変なのです。 

 ここにも書きましたけれども、役員の成り手がい

ない、そして、なったらもう辞められない。そうし

たら住民会組織ってもう極端な話、住民会長要らな

いのか、うちらはもう住民会から抜けて住民会長、

町内会組織にしてしまって住民会組織もうしない

ぞって言って、町はそれでいいのか。そうではない

と思います。やはり住民会というのはそれなりの役

目を果たしているのだと思います。 

 ですから、そういった小さな住民会は確かに声を

上げられないかもしれないけれども、困っているの

は事実なのです。だから、そこで町側からもどうで

すかと投げかけをすべきだなと、ある程度。もうあ

んたら合併しなさいとかそういうことを言うのでは

なくて、どうですかと投げかけをして、そしてそれ

を機にいろいろな情報を得ながら、その小さな住民

会はどうあるべきか、どうしていくべきか、それに

対しての前回の町長の答弁は住民会連合会にそう

いった再編についての会議を開いてもらって、そし

て検討していきたいというふうな答弁だったと思い

ます。 

 そんな中で、コロナがはやったからこのことにつ

いてはなかなか進捗状況がなかったというような話

でありますが、今現在の中で住民会連合会にいつ頃

そういう会合を開くかどうかというその予定等は分

かりますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 住民会長連合会の会議を開くということは決定さ

れたようですが、いつというのはまだ決定されてお

りません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） そういった住民会の組織の

今後の在り方についての検討してもらうためには、

やはり住民会連合会の皆さんの知恵を借りながら、

より良い方向に向かっていくことは必要だと思いま

すので、そういったことで町のほうも今後の方向性

について後押しをしていただけるようにお願いをし

たいと思っております。 

 次、最後ですが農業振興計画の見直し部分につい

てであります。 

 これもまた昨年の３月の議会で質問させていただ

きました。３月２日、３日が多分定例会だったと思

います。その中で、令和５年度までの農業振興計画

の予定年度が来るにも関わらず、全然実施もできて

いない、検討も難しい、そういったものを見直せと
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いうことを一般質問でさせていただきました。 

 その中で町長が、農業振興審議会にそういったこ

とを見直しできるものはどうなのかということで振

興審議会へ諮問をするということでありました。そ

うしたら、先ほど町長農業委員会の会長にちょっと

確認しましたけれども、３月４日にもう振興審議会

開かれているのです。すごく早いよね。それは当然

そういう予定があったのだと思います。あったから

振興審議会が開かれて、そしてその中で今後事業と

して実践計画として不可能なもの、実現できないよ

うなそういったものが何があるか、そういったもの

を検討していただくための振興審議会だったと思い

ます。 

 その中で答弁いただきましたように、４点見直し

と検討ということになったようです。そこで、基本

的に町の将来の農業の方向性を決めるものです。振

興計画、それから実践計画。その中で、たまたま昨

年肥料が高騰したり人手が足りなくなったりとか、

いろいろな問題が農業を巡る状勢が変わってきまし

た。 

 当然のことながら、この振興計画を最初に計画し

たときに、一番先に上富良野町の農業のあるべき姿

というのがあって、それをちゃんと振興計画に反映

するようにうたわれているのです。それは人手不

足、そういったものに対応する、大規模経営に資す

るにはどうしたらいいのか、そういったことがちゃ

んと書かれている。それを実行するため、それから

地力とか畑の関係は肥料もそうですけれども、地力

を維持するために堆肥の   をするためには個人

では難しいから、だから補助事業を使ったり国の事

業を使ったりいろいろなことをしながら、そして皆

さんに地力をつけてもらうために堆肥コントラク

ター事業、それから飼料の高騰にも対応できる   

それのコントラクター事業、これ一番今求められて

いるのだよ。それがこの間の振興審議会の中で実施

可能かなという程度で終わっているみたいですよ。

ということは、その審議会の中で町の中で本当にこ

れが必要なのだと、上富良野町の農業はここにもっ

ていかなければ、町の農業成り立っていかないのだ

よというもののはっきりとした指針がなければ駄目

だと思うのです。それには町長の強い思いもなけれ

ば駄目だと思うのです。だから、振興審議会は審議

する場所です。その中で審議会の委員は、どの程度

発言ができたかということを町長お聞きしています

か、今回の見直しの部分で。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 農業振興計画は中瀬議員おっしゃるとおり、町の

農業の基本計画でいろいろ将来の姿が書いてありま

すが、実践プランというのは独自の施策の実効性を

高めるために期間中の進捗状況を確認するための内

部確認、要するに事務方と審議会の委員との内部確

認ですので、そこで今回の実践プランが修正された

わけなのですが、そこでの発言がどうだったか思っ

たとおり委員が発言できたかどうかというのは、そ

こは聞いてございません。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） はっきり言って私は残念で

す。振興審議会に諮問をするわけです。そして、そ

の結果がどうであったか、この間の振興審議会どう

だった、そういう見直しをかけるような案があっ

て、そしてその振興審議会の中でこれとこれとこれ

について話合われたけれども、どういう意見があっ

たのというくらいのことを確認していないというこ

とですよね。これって私本当に残念でなりません。

基本的には結果はどうでもいいのです。振興審議会

の委員の方々がどういう意見だったか分かりません

けれども、そういう発展的な意見があったか消極的

な意見があったかそれは分かりません。だけれど

も、それも確認していない。これって上富良野町の

農業が基幹産業って言葉では言っているけれども、

これ本当に審議を疑いたく私はなりますが、その辺

のところはどうなのですか、町長。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 実践プランはそういう性格のものではないと認識

しておりまして、先ほど申しましたとおり、振興計

画に対する進捗状況を事務方と委員の間で確認する

進捗状況内部確認、そういうのが実践プランですの

で、その結果はもちろん見ております。結果も見て

いないわけではないのです。そのプロセス、どうい

う意見が出たとか、多分そういう場ではないという

ふうな認識で、要するに進捗状況を事務方が報告す

るわけで、検討中だったのがどうだった、ああだっ

た、不可能になったとか、いろいろ事務方が説明し

た結果が変更になって出てきておりますので、特に

一番重要な振興計画はもちろん諮問しますけれど

も、実践プランは諮問ではなくて事務方と委員との

間の調整事項で、その結果は私は存じていますが、

そのプロセスがどういう委員の内心はどうだったの

かという、そういうところまでは伺っていないとい

う意味で先ほど答弁させていただきました。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） この   農業振興実践プ
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ランの中のここに書いてあることを読みます。 

 計画期間は令和２年度から令和５年度とする上富

良野町の業振興実践プランは、８次上富良野町農業

振興計画、計画期間は平成３１年から令和５年度を

踏まえ、町の独自施策において重点的に推進すべき

ものと具体的に示すものでと書いてある。それが農

業振興計画は町としてはどうのこうのって言ったけ

れども、実践プランはその経過をどうのこうのだか

ら、あまり重視をしていないような感じのことを今

言われたと私は感じましたけれども、これは絶対お

かしいと思います。どうですか。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番中瀬議員の御質問に

お答えいたします。 

 ちょっと繰り返しになってしまうかもしれません

けれども、つくりとしては何回も申し上げています

けれども、ベースにあるものは農業振興計画という

ものがきちんとございまして、それが今年度ちょう

ど見直して、また来年度からということでございま

す。 

 それらの中で町長も何回も言っていますけれど

も、総合計画でいうと基本構想があって基本計画が

あって実施計画みたいなのがあると、その何段階か

になっている中の、振興計画の大きな枠組みだけで

は具体的にどのことができていて、どのことができ

ていないのかなということがしっかり分からないと

いうことから、実践プランが１年遅れてできるとい

うつくりだというふうに私は伺っております。 

 したがいまして、今、町長が言っているのはその

実践プランを決して軽視しているとかということで

はないのですけれども、取りあえず基本的な農業振

興計画の中でうたわれている個別の事業がどの程度

までいっているかの報告をきちと町長は受けていま

すよと、その中で４年の３月に中瀬議員御指摘あっ

たような、本当にできもしないものが実際そのまま

載っているのも現実味と遠いよねというような言葉

も受けて、審議会のメンバーにも御確認いただきな

がら、そういったことで進捗状況を一部修正させて

いただいたということが今回６項目ありますよとい

うことで答弁させていただいているところでござい

ますので、決してその部分を大事にしていないとか

いうことではなくて、広いベースになる部分につい

てはちゃんと町長も諮問して答申も受けてもらっ

て、きちんとつくっていただいています。 

 それに基づいて個別の事業が様々あるわけですか

ら、そういったもののチェックについては委員と事

務局とでしっかり担っていただいているという認識

で御理解をいただけないかなというふうに存じま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 言葉でいろいろ説明されて

もむなしいと思います。基本的には関連があるわけ

だから。確かにそれは５年間の間にできないことも

あるでしょう、できることもあるでしょう。それは

もう仕方ないのだよ。だから、そのできないことを

私たちに指摘されるのではなくて、自らがこれは５

年計画でやっていたけれども、ちょっと無理なので

すって逆に言ってもらわないと駄目なのです。私た

ちがこんなものできるわけないべって、やれるわけ

ないだろうと言って、初めてああそうですねって、

それでは駄目なのです。 

 基本的には、計画は確かに計画でそれは仕方がな

いのです。５年間の計画の中で検討、検討、実施、

それはそれでいいのです。だけれども、不可能なも

のを引きずって引きずっていっていいのかというこ

となのです。 

 だから、そういったことは全てこれはたまたま農

業振興計画の関係だけだけれども、ほかの計画だっ

てそういうことがあり得るかもしれない。だから、

町民の方にいろいろな意見を聞くのもいいでしょう

し、例えば我々議員にどうなのでしょうかと聞くこ

ともいいでしょう。そうしたら、そのときに当然こ

れちょっと無理だよね、だからこれはちょっと方向

性変えたほうがいいよねというようなアドバイスを

もらいながら、より良いその計画とか実践計画をつ

くっていくのがこれは町の責務だと思います。 

 それをやることが、先ほども言いましたけれど

も、上富良野町の基幹産業である農業を守っていく

ための町の責務なのです。だから、そこら辺のとこ

ろは今後肝に銘じてこういった計画等々について

やっていっていただきたいと思います。 

 今後の８、今度は９次の振興計画に当たって、町

長の思いを最後聞かせていただいて質問を終わりた

いと思います。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ４番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 議員御指摘のとおり農業部門に限らず、各種計画

ございます。土台になっているものがちゃんと町の

総合計画という大原則といいますか、本当のまちづ

くりの理想型をうたったものの上に、様々な個別の

計画ございまして、さらにその農業の実践プランの

ように一個一個のこれをやります、あれをやります

といったものが枝葉をつけてできているという体系

でございまして、そういった中でできるだけ町の方

の御意見を賜りながらやるために、こういう審議会

を持っている場合もあります。 
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 それから、普通の委嘱とかいうのではなくて、通

常活動している団体とのお付き合い、お話合いの中

で意見を聴取する場合もあります。それから、今年

の冬ぐらいにはパブリックコメントみたいなのがば

んばん各計画の中で出てきて、町の方から御意見を

賜ることもありますし、それから議員の皆さんにも

事前に説明できる段階であればお渡しして、確かパ

ブコメの前にお示ししたりして素案というか原案

を、そういったことでいろいろな面で農業に限らず

まちの方の御意見を賜りながら計画をすると。 

 それと御指摘のとおり、計画倒れというか計画

しっ放しではいけないので、必ず進捗状況を確認し

ていくのだという部分を実践プランの中でもやって

いるところでございます。農業だけに限らず、ほか

の部分においてもそういった点検・チェックをし

て、現実に即した見直しが必要であれば、そういっ

たものも各種委員会や検討会議等にかけていくとい

うことは、我々も肝に銘じて進めていきたいなとい

うふうに感じておりますので、御理解を賜りたいと

思います。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、４番中

瀬実君の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ５時２３分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― 58 ― 

 

 

   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     令和５年６月１３日 

 

 

     上富良野町議会議長  村  上  和  子 

 

 

         署 名 議 員         北  條  隆  男 

 

 

         署 名 議 員         髙  松  克  年 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年第２回定例会 

 

 

 

上富良野町議会会議録（第２号） 

 

 
 

令和５年６月１４日（水曜日） 

 



― 59 ― 

○議事日程（第２号） 
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第１７ 議案第１５号 農業委員会委員の任命について 

第１８ 議案第１６号 農業委員会委員の任命について 

第１９ 議案第１７号 農業委員会委員の任命について 

第２０ 議案第１８号 農業委員会委員の任命について 

第２１ 議案第１９号 農業委員会委員の任命について 

第２２ 議案第２０号 農業委員会委員の任命について 

第２３ 議案第２１号 農業委員会委員の任命について 

第２４ 議案第２２号 農業委員会委員の任命について 

第２５ 議案第２３号 農業委員会委員の任命について 

第２６ 議案第２４号 農業委員会委員の任命について 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １３名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、誠に御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより、令和５年第２回上富良野町議会定例会

２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（星野耕司君） 御報告申し上げます。 

 さきに御案内しました議案第１５号から議案第２

７号までの農業委員会委員の任命について並びに諮

問第１号及び第２号人権擁護委員候補者の推薦につ

いての議案は後ほどお配りしますので御了承願いま

す。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から閉会中の継続調査として、

別紙配付のとおり申出がありました。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

 暑い方は上着を取っていただいて結構でございま

す。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

     ４番 中 瀬   実 君 

     ６番 中 澤 良 隆 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、６番中澤良隆君の発言を許します。 

○６番（中澤良隆君） 私は、さきに通告した高齢

者対策、１項目と関連する５点について町長に質問

いたします。 

 住み慣れた地域で支え合い、自分らしく安心して

暮らし続けられる地域社会の実現を高齢者保健福祉

計画の基本理念と定め、その基本理念に沿って高齢

者の保健福祉活動推進に誠心誠意取り組まれている

ことに対し、町民の１人として敬意と感謝を申し上

げます。 

 私は、高齢化が進展するの中で、高齢者が安心し

て暮らせる地域社会をつくることが極めて重要な行

政課題の一つだと考えています。 

 現在、高齢者対策事業として町が実施している事

業、また、高齢者が安心して暮らしていくために今

後必要と思われる事業等について、以下５点、町長

の考えをお伺いいたします。 

 まず１点目、移動手段の確保策について伺いま

す。 

 交通弱者と言われる高齢者や身体障害者等に対応

した移動手段を確保することは、超高齢社会におけ

る行政課題の一つと考えています。 

 今、移動手段の先進事例として、自動運転車両や

デマンドバスの運行など新たな取組状況が紹介され

ています。将来を見据えた上富良野町内における住

民ニーズに即した移動手段の確保策について、町長

の考えをお伺いいたします。 

 次に、２点目、予約型乗合タクシーの運行につい

ての改善策について伺います。 

 予約型乗合タクシーの運行後１２年を経過しまし

たが、その間、様々な要望や課題、問題点が指摘さ

れてきました。それらの解決に向けての進展の現状

について、以下３点お伺いいたします。 

 １、利用対象者の拡大について。２、予約方法の

見直しについて。３、利用料金の統一化について。 

 以上、お伺いいたします。 

 ３点目ですが、最近高齢運転者による交通事故が

多発しています。高齢運転者による交通事故の主原

因は、ブレーキの踏み間違いによる事故が多いと言

われています。以前にも質問をいたしましたが、悲

惨な交通事故防止を目的に、町独自による車両安全

装置の助成を行う考えがないか伺います。 

 次に、４点目の補聴器購入に対する補助策につい

て伺います。 

 老いは心や体に様々な変化を来します。特に難聴

による障害は健康維持に大きな影響があると言われ

ています。また、補聴器は非常に高価であることか

ら、町独自の補助策に取り組む考えについてお伺い

いたします。 

 最後の５点目ですが、高齢者の生きがい対策につ

いて伺います。 

 町では、高齢者保健福祉計画の中で、生涯学習の
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推進、高齢者事業団の活動支援が高齢者の生きがい

対策の施策項目となっています。今回は、高齢者事

業団の将来の在り方等について、以下４点お伺いい

たします。 

 １、就労機会の開拓、ＰＲ活動の取組状況は。

２、作業の拡大実績は。３、将来に向かっての組織

の在り方の検討状況は。４、高齢者事業団の現事務

所は一時的なものか。 

 以上、高齢者対策について、１項目、関連する５

点をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の高齢者対策

についての５点の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、１点目の移動手段の確保についてでありま

すが、現在、当町の状況は、ＪＲ、バスなどの公共

交通機関及びタクシー事業者による運送事業のほ

か、町において、高齢者や障害者の日常生活におけ

る移動手段の確保として、予約型乗合タクシー事業

を実施しており、現段階では、現行のデマンド型で

ある予約型乗合タクシー事業が住民ニーズに即した

方策と考えていますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 また、議員御発言の先進的な事例に関しては、今

後の研究課題とさせていただきます。 

 次に、２点目の予約型乗合タクシー運行方法の見

直しについての３項目の御質問にお答えさせていた

だきます。 

 １項目めの利用対象者の拡大につきましては、先

ほどの中瀬議員の御質問でもお答えさせていただい

たとおり、本事業については、高齢者や障害者の

方々、交通弱者の方々の交通移動手段を確保し、生

活支援や閉じこもりを予防することを目的にしてい

ること。 

 また、運行委託事業者から、人材の確保など様々

な課題もあると伺っており、現時点での事業の拡大

については難しい状況にあると聞いており、現段階

では、利用対象者の拡大については困難と考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。 

 ２項目めの予約方法の見直しについてですが、現

行、１時間前の予約制で運行調整を行っております

が、予約時間の短縮等の見直しについては、限られ

た人員で運行調整を行っていることや運行台数が限

れていることから、現行の予約方法を維持していき

たいと考えております。 

 ３項目めの利用料金の統一化については、先ほど

も御答弁させていただいたとおり、運行委託事業者

の本業であるタクシー事業への影響や一定の移動距

離に応じて差を持たせている現行の料金設定は、利

用距離による負担の公平の観点から現行の利用料を

維持した中で運行してきましたが、今後は、予想さ

れるドライバー不足に対し、運行事業者の存続を含

め、高齢者の交通手段の確保、農村部コミュニ

ティーの維持、また、利用人数の拡大とサービスの

向上を図るための方策として、利用料金を含め、地

域交通全体の在り方を研究していきたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。 

 今後につきましても、引き続き本事業が安定的に

運営できるよう運行委託事業者と連携を図りなが

ら、利便性向上と安全運行を基本に取り組んでまい

ります。 

 次に、３点目の車両安全装置に対する補助策につ

いての御質問についてお答えいたします。 

 昨年、富良野警察署管内で交通事故は６５件、町

内では１１件発生し、そのうち６５歳以上の高齢者

運転による事故は４件となっています。 

 国の支援のサポカー補助金については、令和３年

１１月２９日の受け付けで終了していますが、それ

以降の国産新型車については自動ブレーキの義務化

が始まっています。また、国産の継続生産車、輸入

車についても２０２６年度以降義務化となります。

その他の車種について、後づけ装置の設置も可能で

はありますが、全ての車が可能ではないことから、

装置の購入に対して補助金の町独自の制度につきま

しては考えておりませんので、御理解をお願いいた

します。 

 次に、４点目の補聴器購入に対する補助策につい

ては、日常生活上の難聴に関する御相談や加齢性難

聴により御相談に来られた方に対して、聴力レベル

の判定ができませんので、まずは耳鼻咽喉科の医師

の診察を受けていただき、十分相談された上で補聴

器の購入時から継続して装用指導を受けられるよう

随時対応させていただいているところであります。 

 また、聴力レベルによっては、障害者手帳の交付

を受けて補聴器を購入した場合に、町民税非課税世

帯を除き、本人負担は基準額の１割であることな

ど、既存の補装具費支給制度の周知に努めるととも

に、日常生活に支障を来さないよう補聴器の購入検

討の相談に対応しております。 

 加齢による難聴者への補聴器購入補助は全国的に

課題となっており、独自で助成制度を整備している

道内町村は微増しておりますが、国や北海道の有利

な補助制度がないこと、対象年齢や聴力レベルが

様々であり、現段階では、町独自に加齢性難聴者に

対する補聴器購入補助についての考えは現在のとこ

ろ持ち合わせておりませんが、補助支援の方策につ

いては、国や北海道、道内市町村の取組状況などの

把握に努めてまいりますので、御理解をお願いいた
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します。 

 次に、５点目の高齢者の生きがい対策について、

高齢者事業団の将来の在り方に対する４項目の御質

問にお答えいたします。 

 議員の御質問のとおり、町では、第８期高齢者保

健福祉計画の基本目標の一つとして、健康で生きが

いのある暮らしの推進を掲げており、生きがいづく

りと社会参加の支援施策として、就労、ボランティ

ア活動等への支援について位置づけております。 

 高齢者の生きがいと健康を守るための施策の一つ

として、高齢者の働く場を維持している高齢者事業

団の活動への支援を掲げており、高齢者が地域の一

員として活躍できる環境や活動を通じて、生きがい

づくりや健康増進を図っていくことで、高齢者の社

会参加と生活感の充実が得られ、健康で明るいまち

づくりにつながると考えているところであります。 

 １項目めの就労機会の開拓、ＰＲ活動の取組状況

についてでありますが、高齢者の豊かな経験を生か

して、健康で働いていただくよう町といたしまして

は、高齢者事業団の会員募集の記事を広報紙に掲載

し、住民の皆様に広く周知しているところでありま

す。 

 また、除雪サービス事業において除雪サポーター

の募集を行い、その活動を通じて高齢者事業団の臨

時的作業員に加入していただいておりますので、会

員加入につながることも期待しているところであり

ます。 

 高齢者事業団としても昨年、新聞折り込みにより

会員募集を行っておりますが、高齢になっても企業

で働く意思のある方と、企業においても人材、人員

を確保したいことがマッチングしているため、なか

なか会員確保につながらないと聞いているところで

あります。 

 ２項目めの作業拡大実績については、町振興公

社、観光協会から公園管理、草刈り、ラベンダー管

理作業などの業務、社会福祉協議会から除雪作業、

企業、個人からは雑作業、剪定、冬囲い、除草、雪

下ろしなどの委託業務を継続しており、これら以外

の新たな業務、作業については拡大されていなく、

農作業については、会員の高齢化と負担が大きいた

め受託できなくなっていると聞いております。 

 ３項目めの将来に向かっての組織の在り方の検討

状況については、会員の減少と高齢化のため、作業

内容も限られることから、今後の高齢者事業団の経

営方法や新たな受託事業を検討するため、平成３０

年１２月に美瑛町高齢者事業団、令和元年６月に富

良野シルバー人材センターの視察に町としても同行

したところであります。 

 視察先では、美瑛町においては入札参加資格の取

得、有害鳥獣のアライグマの駆除、葬儀運営。富良

野市においては請負は農作業が主で、派遣事業とし

て、ホテルのベッドメイキングや食器洗いなど様々

な業務を受託しているとお聞きしたところですが、

高齢者事業団で協議した結果、新たな受託業務の拡

大は難しい状況であります。 

 会員の年齢構成状況は、４月７日現在で３１名、

平均年齢７６.７８歳であり、令和４年１０月に、

今後の高齢者事業団などの存続などについて会員に

アンケート調査した結果、事業団がなくなると困る

との意見が多数を占めていたため、高齢者事業団と

しては、この結果を受け、会員の業務負担軽減を考

慮しながら、現在の受託業務を継続し、存続する意

向となったことを確認しております。 

 ４項目めの高齢者事業団の現事務所は一時的であ

るかについては、町立病院改築整備事業に伴う子ど

もセンター解体により、高齢者事業団と保健福祉課

で十分に協議した結果、事務所については、令和４

年４月に保健福祉総合センター１階の共用娯楽室

に、車庫については役場裏庭に移転しているところ

であります。 

 高齢者事業団の将来の在り方については、運営に

対する補助などの支援はできますが、運営自体や事

業団の今後の方向性については、町としてお示しす

るものではないと考えておりますので、正式な移転

場所については、十分高齢者事業団で協議していた

だき、方向性が明らかになった時点で保健福祉課と

十分調整させていただくよう認識しているところで

あります。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず、１点目の移動手段の

確保策について再質問をさせていただきます。 

 超高齢社会において、町内における移動手段の確

保については、交通弱者と言われる高齢者や障害を

持った方々、また、免許の自主返納者にとって、町

内を自由に行き来できる移動手段のニーズはますま

す今後高まってくるものと考えています。 

 私は、この問題について過去何回か質問をさせて

いただきました。町長からは前向きな答弁をいただ

いていたと感じております。その後の進捗状況等に

ついてお伺いをいたしたいと思います。 

 まず初めに、ただいまの答弁では、交通弱者対策

の移動手段は、予約型乗合タクシー事業が住民ニー

ズに即した唯一の方策であるという町長の見解とい

うことでお伺いいたしましたが、それで町長はよろ

しいでしょうか、お伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお
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答えしたいと思います。 

 交通弱者、高齢者に関しては、お答えしましたと

おり、ＪＲ、バスなどの公共交通機関及びタクシー

事業、そして町における予約型乗合タクシー事業、

これが足の確保を今している事業だと捉えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） それでは、予約型乗合タク

シー以外の移動手段は今のところ考えられない、考

えていないということで理解してよろしいでしょう

か。 

○議長（村上和子君） 町長。 

○町長（斉藤 繁君） 6 番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 町で運営している交通手段としては、現行の予約

型方乗合タクシー事業以外はなかなか困難かなと考

えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） その理由と考え方につい

て、もしあれでしたら町長の考え方をお聞かせくだ

さい。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 予約型乗合タクシー事業を行う前は、各路線を町

営のバスが運行されていたのですが、経費の問題、

ドライバーの問題等を勘案して、今の予約型のタク

シーになったわけです。町の委託を受けている事業

者の台数、ドライバーの数を考慮すると、なかなか

今以上のサービスを提供するというのは難しいと考

えております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） どうしてもちょっと私の考

え方とずれがあるというのは、今現在でタクシー２

業者に委託し、受託してもらっている。今までの答

弁を全部聞いていたら、人を雇うのが難しいとか、

今の状況では難しい。タクシー業界に委託をしてい

るのは、あくまでも手法だと思います。移動手段を

確保するための手段であって、私は他の手段という

のは当然あってしかるべきだし、そこを町は考えて

いくべきだということを思っています。 

 そういうことで、前回の質問のときにもあったの

ですが、答弁も若干いただいていましたけれども、

地域交通システムを維持するためには、予約型乗合

タクシーのほか、例えば平成１６年でしたか、循環

バスを町で運行しました。その時代は今の時代と

ちょっと違って利用が少なくて、すぐやめてしまっ

た経緯もありました。そういうことも含めて、循環

バスやなんかという手法、そういうことは全然考え

ていないということでよろしいでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 当時の路線バスと循環バス、その辺の機能といい

ますか、それに代わる方策として予約型の乗合タク

シーは、路線バスや循環バスが果たしていた機能は

十分継承していると考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） では、ちょっと視点を変え

ますけれども、前のときのやり取りでも、今後の研

究課題として、地域の交通は市町村内では完結でき

ないと。それで、令和４年度中には地域公共交通計

画を策定して、今後の上富良野町の地域の足確保や

なんかを考えていくという御答弁をいただいており

ました。その後、この地域公共交通計画については

どのようになっているのか。 

 また、先日、１か月前ぐらいだったと思います

が、報道で見ましたが、富良野市では地域公共交通

計画のパブリックコメントを今、意見募集をしてい

るという記事を見ました。我が町の地域公共交通計

画の策定状況についてはどのようになっているか、

お尋ねをいたします。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前 ９時２８分 休憩 

午前 ９時２９分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤議員の御質問に

お答えいたします。 

 令和４年度、上川管内でもって広域的に地域公共

交通計画を立てるという前回の答弁だったのですけ

れども、昨年度の上川管内のほうで会議が開催され

ていないというようなことで、まだそういったとこ

ろに地域として至っていないと考えております。実

際の会議がどのようになっているか、現時点で資料

をきちんと持ち合わせていませんけれども、そう

いった会議に出席した実態というのは今のところご

ざいませんので、大変申し訳ありませんが、単独の

町ではなくて、管内としての議論が停滞しているの
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かなということで、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） この地域公共交通計画とい

うのは、上川管内で立てるということも昨年のやり

取りで聞いていました。 

 ただ、富良野やなんかの例を見ると、我が町の地

域公共交通計画というのは、富良野は取り組んで、

これからの移動手段の確保を目指しているという捉

え方をしていますが、我が町では我が町独自の地域

公共交通計画的なものは、今のところ取り組んでい

ないという認識でよろしいですか。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤議員の御質問に

お答えいたします。 

 地域公共交通計画については、行政だけでなく

て、いろいろな交通事業者の方々も含めて会議を行

います。そういった部分で、現在のところは、過去

に、大分昔の段階もありますけれども、それ以降、

新たな交通手段とか、そういったものに関して、今

のところは検討している状況にないということで、

御理解賜りたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず、お年寄りが好きな町

で、生まれた町で、また、移り住んできて、できる

だけ長く、安心して安全で、行動範囲も広くアク

ティブに生活できるようにするためには、移動手段

を確保するということは非常に大切なことだと考え

ています。 

 そこで、２０２５年までは残り僅かでありますの

で、本当にスピード感を持ってやっていただければ

なと思います。 

 次に、２項目目の予約型乗合タクシーの運行の改

善策についてお聞きしたいと思います。 

 まず、利用対象者の拡大についてですが、これに

ついて、今のところ考えていないということで御答

弁をいただきました。それで、お聞きしたいと思い

ます。まず、町長が考えている交通弱者という定義

とはいいませんが、交通弱者とは、どういう人を交

通弱者と思って答弁いただいているのか、まず確認

させてください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 私が考える交通弱者が構わないということであり

ますので、交通弱者とは、交通手段を持っていない

方。例えば免許を持っていなくても同居の方が同乗

させてくれる方まで含めるかというのは、私は、そ

ういう方は移動手段があるのではないかと。時々家

の方の都合で乗れない場合もありますけれども、一

番交通弱者として分かりやすいのは、移動手段を

持っていない高齢の方、もちろん高齢だけではなく

て、身体の障害とかも含めて、移動手段を持ち得な

い方を交通弱者と考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今の予約型乗合タクシーの

利用対象者については、高齢者、それから身体障害

者という形になっています。これを拡大するかどう

かというのが私の質問の意図で、私は以前も言いま

したが、妊婦だとか乳幼児を持つお母さんたちと

か、そういう方たちも交通弱者ではないかなと私は

捉えています。町長は、こういう方は交通弱者では

ないと考えているのかどうか伺います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えいたしたいと思います。 

 そういう方も、ほかに移動手段がなければ交通弱

者と言っていいのかもしれません。分かりませんけ

れども。きっちりとした定義はありませんけれど

も、私が先ほど言ったのは、高齢者と身体障害者以

外は交通弱者ではないと言っているわけではなく

て、それ以外にも家庭状況とか生活環境に応じて、

交通手段になかなか困難な方がいますので、そうい

う方も含めて交通弱者だと考えていますと答弁した

つもりで、決して妊婦の方とか、もっと言えばお子

さんなんかも、塾に通ったり、子供１人で自転車で

行ける範囲はいいですけれども、それ以外の遠くな

ると家族の方の応援がないと行けないと。そういう

方も、時と場合によっては弱者と定義してもいいの

ではないかと、これはどこぞの法律で決まっている

わけではありませんが、そういうふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ということで、私は、利用

対象者を拡大したらどうかと聞いたら、いや、拡大

しないと答えられたのです。それで、今みたいな人

は交通弱者と町長も認めていただきました。ですか

ら、ぜひ対象者に加えていただければなと思いま

す。 

 もう１点、身体障害者についてお伺いしますが、

この方たちも交通弱者ということで対象者に入って

いると思いますが、療育手帳を持っている方、精神

障害者保健福祉手帳を持っている方も私は交通弱者
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だと思います。そういうことで、利用者の利用対象

者を拡大するところにぜひ含めてほしいというのが

私の願いでもあるのですが、町長のお答えをお願い

します。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 利用対象者を広げるということは、全く本当に、

できればそうしたいというのは、中澤議員のおっ

しゃるとおりかもしれませんが、現実、委託先の会

社の台数、人員等を勘案して、これ以上の利用対象

者を拡大することに対して対応できないという回答

ですので、委託先のある話で、私どもが求めている

といいますか、思っているようなところまで対象者

を拡大することは、今の時点ではなかなか難しいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 事業者の受皿とか、そうい

うのは十分理解します。でも、そういう人たち、町

長が言う公平とかということからすれば、そういう

人も交通弱者であれば、何とか町としてそれのため

の手立てをしていくということが今後は必要になる

のかなと思っていますので、今早々に答えは要りま

せんが、そういうことも含めて考えていただければ

と思います。 

 次に、２項目めに移りたいと思います。予約方法

の見直しについてですが、これも事業者の関係で難

しいという回答が来ました。本当に事業者だけのも

ので、これは前のときにも言いましたけれども、中

富良野町ではＡＩで受け付けをやっている。そし

て、今すぐ申し込んで、近くで空いている車があれ

ばそこに配車する。中富良野町でできて上富良野町

でできないという理由も私には理解ができません。

そこら辺を研究して、調査した形跡があるのかどう

か、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ６番中澤議員の御質問に

お答えします。 

 町内２社、うちのほうでお願いしている業者がい

らっしゃいますので、その事業者のほうにいろいろ

と受け付けの方法については状況やなんかを聞いて

いるところですけれども、具体的に２社においてＡ

Ｉ化、集中型予約のシステムを導入するということ

については、今のところ検討されていないというこ

とで伺っているところでございます。こちらから積

極的にＡＩを入れなさいとかというようなことは今

のところ呼びかけといいますか、働きかけはしてお

りません。 

 ちなみに中富良野のほうは、１社で受けているの

と、どうも富良野との協定があって台数がうまく確

保できているとか、いろいろそういうような状況も

違うのかなと思いますけれども、それらのことも今

後検討する課題としては持っていなければいけない

のかと認識しております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） やっぱりさっき言ったよう

に事業者との話合いだけで決定していっているとい

うことがかいま見えます。そうではなくて、利用者

にとって、どういう方法だったらより便利になの

か、そういう視点で、どこが足りないのかというこ

とで考えていただければと私は願っております。 

 次に、３項目めに移りたいと思います。利用料金

についてです。これについても町長の回答は、事業

者がドライバーを確保できないからというようなこ

とで、町場２００円、郡部については４００円とい

うのは、今のところ見直しはできないということで

回答をいただいているところであります。 

 ただ、この利用料金についても、私は、走る距離

によって公平感を、今、町のほうでは説明をしてい

ただいていますが、利用する人からすれば、２００

円だったら２００円、一律料金３００円だったら３

００円のほうが公平感が、利用する人はあるのかな

と思います。そこら辺の町長の考え方をお聞かせく

ださい。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ２００円、４００円は変えられないということを

私が答弁で言ったのではなくて、私の真意といいま

すのは、それらも含めて、数に限りはありますが、

委託先の台数、ドライバー等を最大限生かしてとい

いますか、利用対象者を一気に拡大することはなか

なか難しいのですが、現有の台数で最大の人数に

サービスができるように、利用料金も含めて、どう

いう方法がいいのかということを今後検討していき

たいと考えておりますので、御理解願いたいと思い

ます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 以前のときも検討していき

たいと私に答えたと思うのですが、検討の結果、こ

ういうことというのはなるべく早く、スピード感を

持って取り組んでいただければと思っています。 

 次に移りたいと思います。車両安全装置の補助に

ついてです。これについても町長の答えは、要する
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に取りつけできる車と取りつけできない車があるか

ら公平でない。だからやらないと答えています。そ

の理由というのが私はピンと、納得できないので

す。もうちょっとかみ砕いて、こうこうこういうこ

とだからできないということで、町長の考えをお聞

かせいただければと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 取りつけできる車と取りつけできない車があるか

ら不公平だというふうには答弁していなくて、そう

いうことではなくて、実際に取りつけられない車も

あります。だから不公平というわけではなくて、そ

れは現実的に不能といいますか、つけられないわけ

ですから、それは車を買い換えるしかないのです

が、そういう人ではなくて、付け替えられる車の場

合も、令和３年度まで国の支援がありましたので、

それと併せて、新車なんかに関しましては義務化も

始まると聞いておりますので、町としては独自の補

助を持たなくてもよいだろうという判断です。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） この車両安全装置の補助に

ついては、私の観点としては、やはり悲惨な交通事

故というのはこの上富良野町から１件でも起こして

はならないと思いから、悲惨な事故が起きないよう

にするためにどうしたらいいのか、町としては交通

対策をどうするのかということが重要だと考えてい

ます。要するに悲惨な交通事故抑止を町としてもっ

ともっと力を入れていただければ、この車両安全装

置も一つだと思いますので、そんな思いで取組を進

めてほしいと思いますが、町長の見解。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 町から悲惨な交通事故を撲滅したいという思いは

皆さん同じだと思います。それに対して町はどのよ

うなことをするのか、町としては、皆さんの車の急

発進の装置をつけることももちろん施策としては可

能ですが、もっと交通安全対策、道路管理者であり

ますので、そういうところも含めて、交通事故を撲

滅するには、町だけではありません。やはり町民の

皆様、事業者の皆様の御理解、御協力も賜りながら

交通事故は撲滅していかなければならないと思いま

すので、その中で町が何をするべきかということ

は、道路管理も含めて常に考えていかなければなら

ないことかと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） それでは、補聴器の購入に

移りたいと思います。 

 年を取っていくと、まず歯が悪くなったり耳が悪

くなったり目が悪くなったりするのは皆さんも多分

なるでしょう。そういう中で、特に加齢性難聴につ

いては、社会への参加がしにくくなるとか、そうい

うことで私は大きな視点で、この加齢性難聴の補聴

器購入についてもう少し考えていただければと思っ

て質問をさせていただきました。 

 これについても考えていないということでありま

すので、ただ、補聴器に対する助成については、時

間の関係もあって、次に私の後で質問される同僚議

員がいますので、そちらのほうに回したいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 次に、生きがい対策についてお伺いをいたしたい

と思います。 

 高齢者が生き生きと暮らし続けられる上富良野町

であることについては、私も町長も同じ願いだと

思っています。それから、高齢者の生きがいについ

ては人それぞれで異なると思います。パークゴルフ

だとかフロアカーリングにいそしむ人、また、

ウォーキングを日課にして健康づくりを行う人、ま

た、趣味活動だとか農作業を手伝う高齢者、また、

いしずえ大学に通ったり、地域活動、ボランティア

活動など、高齢者の方々の生活態様は様々だと思っ

ています。 

 町では、平成元年に、来たる高齢社会を見据え、

生きがい対策の一環として、高齢者事業団を発足さ

せ３４年が経過しました。この３４年間、事業団に

登録している会員、また、作業員を受け入れる方々

から、健康維持に役立つとか医療費の削減につなが

るとか、そういうことで非常に効果が高い事業だと

私は思っています。三方よしで大変効果があって、

いい事業だなと高く評価をしているところでありま

す。 

 そういう中で、会員の減少だとか仕事がなくなっ

てきたということで、今、活動が停滞しているとい

うことをお聞きしています。 

 それで、今、就労機会の開拓に当たって町はどの

ようなことを行ったかといえば、先ほど答弁いただ

いた、広報に掲載したということで、就労機会につ

いては、そういう捉え方で、あとは余りやっていな

いということでよろしかったでしょうか。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ６番中澤議員の御

質問に私のほうからお答えいたします。 

 町としましても高齢者事業団のほうと協議いたし
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まして、会員の募集というような形で支援している

ところでございます。先ほど町長の答弁でも申し上

げましたとおり、高齢者事業団と調整しまして、町

広報紙への会員募集の掲載、これは定期的に毎年４

月、５月ぐらいにやっているというのが一つありま

す。 

 あと、事業団としても新聞折り込みチラシ等々を

やって模索したのですけれども、さっき言ったよう

に高齢者になってもまだ働いている方が多く、非常

に効果が少ないということで、現在、高齢者事業団

が独自でやっていましたチラシにつきましては、

今、中止しているということでお聞きしています。 

 町としましては、定期的に春先、４月、５月に広

報紙への掲載、あと、防災無線での呼びかけという

のを実施しているというところで、周知を協力して

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ありがとうございます。 

 それで、高齢者事業団の意義というのが、たまた

ま私が目にしたのが札幌市の統計であります。７５

歳以上の高齢者の方でシルバーセンターに登録し、

活動されている方と一般高齢者との医療費を比較し

た表を目にすることができました。７５歳以上で

は、一般高齢者とシルバーセンターに登録した人の

医療費は約１０分の１だそうです。そして、６０歳

から６４歳は約５分の１、６５歳から６９歳だった

らほぼ半分、７０歳から７４歳だったら約４分の１

というような統計を目にすることができました。こ

れほど高齢者事業団の医療費やなんかへの影響とい

うのは大きいということを私は思っていますが、町

長、この数字を聞いてどのように思われるか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 その数字を聞いて、その数字が正しいかどうかと

いうことは分からないなと。原因と結果が逆かもし

ません。医療費のかからない人が結局シルバーセン

ターで働いているのかもしれませんので、詳しく

データの内容を精査しないと、こうだという結論は

なかなか難しいかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 私はそんな統計の正確性だ

とか、そういうことを言っていなくて、要するにそ

ういう傾向があるのだと。だから高齢者事業団とい

うのはそれほど医療費やなんかの削減にも、それは

町にとってもすごく有利な事業団であるということ

を町長に問うているのですが、これは私は新聞で見

ましたから、では、新聞が本当に間違っているのだ

ということは私も確かめていません。そういうこと

ではなくて、それぐらい高齢者事業団は大切なのだ

という認識はどうでしょうかとお伺いしています。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 統計の話は別として、高齢者事業団、高齢者の方

の生きがいの場をつくる、高齢者事業団だけではな

いと思います。先ほど議員がおっしゃったように、

いしずえ大学とか、多々多様なものがありますが、

そういうものを確保していくということは非常に重

要なことだと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 高齢者事業団が発足してか

ら３４年を経過した。その当時と今では非常に大き

な差があると思います。そのときの、３０年前の資

料が高齢者実態調査で出ていますが、平成５年で

１,７６０人が６５歳以上でした。令和４年、３,３

８６人、高齢者の数は倍増しています。この統計

は、高齢者実態調査ですから、町長は、間違いない

と言っていただけると思うのですが、それぐらい倍

増していて、会員数は減ってくるということがあっ

て、仕事量も減ってくる。そして今、時代は、すご

く高齢者にとって生活しづらい時期になっていま

す。まず、灯油も上がり、電気料も上がり、いろい

ろな物価も上がって、卵も上がる、本当に大変な生

活を余儀なくされています。 

 私が考えるのは、その当時から３０数年間を経過

して、今、高齢者事業団も再スタートの時期だと考

えています。今の高齢者の実態に即した、例えば２

時間働きたい、それから、私は軽作業だけやりた

い、家で何か繕い物をして役に立ちたい。いろいろ

な思いをしながら、高齢者事業団はそれを受けて

やっていく必要性もあると私は考えています。 

 そんな中で、やはり３０数年間たって、そして物

価やなんかも上昇して大変な時期に併せて、これか

ら高齢者事業団を町として、生きがいを持てる事業

所にしていくため、どのように町長は思っている

か、お聞かせください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 高齢者の数というのは、ここ３０数年間で大きく

数が増えたというのは、それは正しい数だと思いま
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す。ただ、やはり３０数年前と状況が違うというの

は、当事者の方といいますか、６５歳以上の方の健

康状態といいますか、今の方はすごく健康で、健康

だとどうかというと、答弁もさせてもらったのです

けれども、皆さん会社で働き続ける、７０歳まで働

けるなら働くという方が結構多うございまして、そ

ういうのも高齢者事業団の会員の拡大に、人がいな

いといいますか、昔から働いているところでずっと

働き続けておりますので、新たに高齢者事業団に

移ってもらえる方は潜在的に数が、皆さん健康で働

けるということは幸せなのかもしれませんが、その

分、高齢者事業団のほうに移ってこられるような方

が潜在的に少ないのかなと感じております。 

 そんな中で、生きがいのある職場といいますか、

事業団を続けていきたいと、事業団がそう思ってお

りますので、それにつきましては、町は何ができる

のか、主体的には、何をどうするかというのは、高

齢者事業団が自らの意思でいろいろ進めていくとこ

ろなのですが、それを十分、町としてもこれからも

サポートしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 最後で、本当はもっともっ

と聞きたいことがあったのですが、ここら辺で終え

たいというか、最後に質問したいと思いますが、今

回、高齢者対策について１項目で、関連する５項目

の質問をさせていただきました。どれも回答はゼロ

回答でした。残念ながら、もっと前向きな回答が前

回まではあったと思っているのですが、今回はそれ

以下の回答だったと受け止めています。前例がな

い、金がないなどのやらない理由を述べるというこ

とは、公務員の一番悪い例と私たちは自戒を含めて

言われてきました。全く高齢者施策に前向きに取り

組んでいく考えが、今のやり取りの中でなかなか受

け止めることができませんでした。もっと積極的に

高齢者に寄り添った施策について取り組んでいただ

ければと思います。３３.２５％のお年寄りが生き

生きと元気よく、安心して暮らせるための町長の高

齢者施策についての考え方を最後にお伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番中澤議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 できない理由を述べたつもりはなかったのです

が、なかなか中澤議員に響かなくて非常に残念だと

思っております。高齢者のことを決して粗末に扱っ

ているという認識はございません。できることは

やってあげたい。もちろん高齢者という区切りでは

なくて、生活弱者という区切りの中に高齢者も入っ

てくるかもしれませんが、これまでの施策の中でい

ろいろやっておりますので、それらも含めて、特に

高齢者を政策から軽んじているわけではないという

ことを御理解いただきたいと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、６番中

澤良隆君の一般質問を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は１０時２０分でございます。よろしくお願

いいたします。 

─────────────── 

午前１０時０４分 休憩 

午前１０時２０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解き、一般質問を再

開いたします。 

 次に、３番髙松克年君の発言を許します。 

○３番（髙松克年君） さきに通告してあります２

項目、１１点について伺います。 

 １、１項目め、農業振興はどのように進めるか。 

 今年は第８次農業振興計画の最終年度に入ってい

ますが、農業者の減少は続いています。１戸当たり

の耕作面積は、平成２７年ですけれども、２２ヘク

タールより上回っていることは確かです。規模は拡

大していますが、全体の収入の伸びは伸びていない

状況にあります。作物価格が上昇していないこと。

近年の天候は変動が激しく、湿害とか干ばつの年が

あり、平年を下回る収入となっています。 

 昨年においては、コロナ禍の下で消費の減退、水

田転作の制度改正が行われたこと、ウクライナの戦

争に、輸入飼料高騰、化学肥料、燃料、電気料金も

上昇は今日も続いています。 

 これらの要因で、昨年の農業の全体収入額は、我

が町では２億円減少しているとも聞きます。農業経

営にとっては大きな痛手が残っている社会的状況を

含めると、今年も厳しい状況で始まっていると言え

そうです。 

 今後の農業についてお伺いします。 

 １、農業総生産の向上は基幹産業として重要なポ

イントであると考えます。高収益作物への転換は人

手が必要でリスクを伴うとされるが、この点を解決

できる新しい品目・品種を選び出すことや、栽培技

術習得などには時間はかかるが、目指す作物があれ

ば実験的に導入も考え、取組を早く決定すべきと考

えるが、見解をお伺いします。 

 ２、町では農業振興基金が積まれていますが、農

業経済が危機的状況になるようなときには、セーフ

ティネットとしての支援に転換して支出は可能か考

えをお伺いします。 

 ３、政策の中で、みどりの食料システム戦略の中
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で、有機栽培の面積の拡大、有機質肥料としての投

入はゼロカーボンにも寄与し、ＳＤＧｓにも役立つ

とされています。有機質は、化学肥料の減少をも可

能にすると思われる。我が町においては、乳牛、肉

牛、養豚のふん尿の有効活用、バイオマス発電の残

渣の液肥肥料としての利用が可能とされているので

すが、事業としても成立する地域もあるのですが、

お伺いします。 

 ４番目に、実践プランにある堆肥コントラクター

整備は主力な施策になると思うが、取組についてお

伺いしたい。 

 ５番目として、円安を受けて大型農作業機などが

高騰しています。農家同士で共同・共有のコントラ

クターの利用システムの計画をつくり、投資を下げ

る必要があると思われます。行政が情報とプランニ

ングをつくることはできないのか、お伺いします。 

 続いて、２項目めの自衛官採用名簿提供について

お伺いします。 

 町においても防衛省に自衛官の募集業務に対し

て、住民基本台帳から１８歳及び２２歳の４情報、

氏名、住所、生年月日、性別を情報として、閲覧に

代えて提供していると思いますが、次の６点につい

てお伺いします。 

 １、どのような経緯で住民基本台帳の閲覧から提

供するようになったか、お伺いします。 

 ２、住民基本台帳から、個人情報保護条例の下、

制限があるはずだが、地方自治体といえど４情報を

抜き出し、提供できるのかをお伺いします。 

 ３、上富良野町個人情報保護条例から、４情報を

公用として提供することができる規定はあるかどう

か、お伺いします。 

 ４、本町ではどのような状態で自衛隊に名簿が渡

されているのか。 

 ５、募集業務を行う地方協力本部に本人の名前を

名簿からの除外申請手続が可能だというが、手法は

どのように行うか、お伺いします。 

 ６、道内の自治体では、除外申請手続を受け付け

ていることをホームページで閲覧できるが、上富良

野町も除外手続をできるようにすべきだと思うが、

どのように考えるか、お伺いします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の２項の御質

問にお答えしたいと思います。 

 まず、１項目めの農業振興についての５点の御質

問にお答えしたいと思います。 

 １点目の高収益作物への転換に関してですが、議

員御指摘のとおり、現在の経済情勢を鑑みると、農

業総生産の維持向上に取り組むことは、今後の経営

を継続するために必要不可欠と考えますが、生計に

直結する生産体制等の変更につきましては、生産者

自らの経営判断により決定すべきものと考えており

ます。 

 町の取組としては、これまで農業所得の向上、農

業経営の安定のため、高収益作物の新規導入拡大を

支援する収益向上作物生産振興事業に継続して取り

組んでまいりました。平成２８年度に開始した事業

も７年が経過し、新たに有望視される作物などの

ニーズも変化していることから、農業者の皆様から

の御意見をお聞きしながら、今年度に事業の検証と

見直しの必要性などの検討を行っているところであ

り、農業振興審議会や関係機関の意見を踏まえて進

めてまいりたいと思います。 

 また、収益向上につながる新品種の開発や品目の

選出、栽培技術の習得等に関しては、農業改良普及

センターやＪＡなどの関係団体と協力して情報提供

に努めてまいりたいと考えています。 

 次に、２点目の農業振興基金のセーフティネット

としての活用については、これまでに町独自の農業

振興策として、営農資金融資制度により経営支援を

実施してきましたが、平成１８年以降の利用がな

かったことから、令和３年度をもって制度条例を廃

止しているところであります。 

 現在、公的資金融資制度においては、運転資金等

を支援しており、コロナ禍による長引く経済不安、

近年のウクライナ情勢や物価高騰などにより、厳し

い経営に直面している農業経営者に対し、融資限度

の引上げ、５年間の無利子化等の制度拡充がなされ

ていることから、現段階においては、農業振興基金

を活用した町独自の補助制度の新設、融資制度の復

活につきましては、考えを持ち合わせておりません

ことを御理解願います。 

 次に、３点目の家畜排せつ物の有効活用に関して

ですが、これまでも同様の御質問がありましたが、

畜産農家における家畜排せつ物の処理につきまして

は、家畜防疫衛生対策を講じ適正に処理され、環境

保全と併せて堆肥化による有機質肥料の農地還元が

継続して行われており、畜産農家の自家消費や耕種

農家による耕畜連携の利用体系が形成されているこ

とから、土づくりを通じて双方の安定経営が図ら

れ、循環型社会に寄与しているところであります。 

 家畜排せつ物を活用したバイオマス発電の導入に

つきましては、これまでに畜産農家の方から個別施

設の導入希望や共同利用施設設置の要望も受けてい

ないことを踏まえ、導入可能な状況ではないと判断

しており、メタンガス利用によるバイオエネルギー

化の計画は持ち合わせていないことを御理解願いま

す。 
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 次に、４点目の実践プランにある堆肥コントラク

ター整備に関してですが、平成２９年度より国の補

助制度を活用して、施設の効率的な運用を図るた

め、ＴＭＲセンターと併せた堆肥コントラクター整

備構想を令和５年度の着手をめどに策定し、参加者

の方々と検討を続けてきましたが、運営体制の合意

形成が図られずに一時中断となったことから、今後

の運営体制が整備された段階で事業計画を再開する

ことにしておりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 次に、５点目の円安を受けて大型農作業機械と共

同・共有のコントラクター利用システム、情報収集

とプラニング等に関してですが、これまでも国の農

業機械導入補助事業においては、共同利用を条件に

大型農業機械の導入を図ってきたところであり、機

械の共同利用等の組織化に当たっては、個々のニー

ズの違いや個人情報の提供や管理などの課題を考慮

すると、地域単位や利用目的に合わせた形で組織化

を進めることが利用者にとって有益な方法と考えま

す。 

 コントラクター事業につきましては、事業運営が

伴いますので、行政がそれらに関与することは想定

していませんが、今後のＴＭＲセンター整備事業の

再開や新規導入等の需要増も踏まえ、引き続き研究

課題として考えておりますので、御理解賜りたいと

存じます。 

 次に、２項目めの自衛官採用名簿提供について、

６点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の住民基本台帳の閲覧から提供に変

わった経緯ですが、都道府県知事及び市町村長は、

自衛隊法第９７条第１項により、自衛官の募集に関

する事務の一部を行うと定められ、自衛隊法施行令

第１２０条では、防衛大臣は、自衛官の募集に関し

必要があると認められるときは、都道府県知事また

は市町村長に対し、必要な報告または資料の提供を

求めることができると定められております。 

 募集対象者情報の提出については、令和２年、地

方からの提案等に関する対応方針を受け、住民基本

台帳法第１１条第１項の住民基本台帳の一部の写し

を用いることについて特段の問題がないことから、

令和３年度から事務受託を受けている町より情報提

供を行っているところであります。 

 なお、住民基本台帳法第１１条第１項は、国また

は地方公共団体の請求による住民基本台帳の閲覧を

定めており、自衛隊法第９７条第１項により、その

範囲内で必要な報告を行っております。 

 ２点目の住民基本台帳から、個人情報保護条例の

制限についての御質問ですが、個人情報の保護に関

する法律では個人情報の提供を制限しております

が、同法第６９条第１項の法令に基づく場合は提供

できる旨を規定しております。募集対象者情報の提

供は法令に基づき提供しようとするものであり、同

法の関係でも適正な事務となっております。 

 なお、提供に当たり、本人の同意は必要とされて

おりません。 

 ３点目の上富良野町個人保護条例から公用として

情報提供することができる規定はあるのかという御

質問ですが、上富良野町個人情報保護条例の第８条

では、法令等に規定に基づくときは制限するもので

はないと定められております。 

 ４点目の自衛隊への情報提供方法についての御質

問ですが、当町では、旭川地方協力本部により自衛

官及び自衛官候補生の募集の情報提供の依頼があ

り、情報の利用期間、管理方法、利用後の処分方法

について確認し、紙媒体により提出しているところ

であります。 

 ５点目の地方協力本部による除外申請手続が可能

かとの御質問ですが、協力本部に確認いたしました

が、そのような手続方法はないとのことです。 

 ６点目の当町でも除外申請手続をできるようにす

べきとの御質問ですが、法律に基づく事務として

行っており、特別な除外の手続を行う予定はござい

ませんので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 農業振興についてお伺いし

ます。 

 今年のこのような状況から始まる農業は、総生産

に対しても、昨年より天候がよく収量的に確保がで

きたとしても、肥料、飼料、燃油など全ての生産資

材の高騰の中では、収支は決してよい状況にはなら

ないのではないかと懸念されます。農業は単年度で

勝負するということではなく、現在のショックは非

常に大きなものになるのではないかと懸念されま

す。 

 しかし、１年１作ではありますけれども、農業は

再生産が可能な仕事であり、先人たちから今の我々

に至る時代まで預かってきたもの、託されたものと

して最善をもって尽くし、明日に向かっていく気力

が必要と思います。町も共に将来を見据えて、実践

的な農業の投資を初め、知的投資、技術の投入へ、

伴走して共に走る人になってほしいと思います。農

業が続く限り、それが希望ですけれども、町はどう

いうふうに考えるか、お伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 髙松議員のおっしゃるとおり、農業というのは、
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上富良野町にとって、よく３本柱と言われるうちの

一つです。農業、商工観光、そして自衛隊と、その

うちの重要な柱。髙松議員が質問でおっしゃってい

るとおり、戸数は減ってきておりますが、経済効果

といいますか、総生産とか投資するお金、１年当た

り流れるお金というのは相当なお金でして、非常に

重要な基幹産業の一つと、戸数が減った今でも重要

な基幹産業の一つと思っておりますので、これを農

業者の皆様、そして農協や関係団体の皆様と維持、

発展させていくということは基本計画等に示してい

るとおり、重要な施策、町の方針だと思っておりま

すので、私も皆さんと一緒にどうしたらいいのかと

いうのは、なかなか役場だけでは、そういう智恵

も、経験、技術等は、やはり農家の皆さん、関係団

体の皆さんが多くお持ちだと思います。それらの方

と協力しながら、上富良野、当町における農業とい

うものをしっかりと未来につなげていきたいと思い

は持っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 本当に一代で終わる仕事で

はないという感じで受け止めているのですけれど

も、たまたま１００数十年たつこの地で、今やって

いる農業が厳しい状況の中で、今、町長は答えてく

れたけれども、この状況をどうやって乗り切るか、

大変なことなのですけれども、よろしく伴走をお願

いしたいと思います。 

 ２点目に入りますけれども、営農資金を以前に

セーフティネットとして我々も融資を受けて、使わ

せてもらった経験があるのですけれども、今年のよ

うな状況の中での経営ですから、誰も経験をしたこ

とがないのです。農業をやっている人たちにとっ

て。支えてくれているのは、いろいろ融資の制度

は、公的な制度もできているのですけれども、一番

最後になったときに、例えば農業全体が疲弊したよ

うな形で資金が必要となったときに、ここにある基

金なども出動させることができるかどうかというこ

とは、私たちにとっても本当に、町が我々と一緒に

伴走してくれているのだなということを感じること

ができる一つなのかと思うのですけれども、その点

についてはどう考えるか、お伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 現在の段階においては、先ほども答弁させていた

だいたとおり、国の公的資金制度が充実しておりま

すので、有利な状況でありますので、現在のとこ

ろ、町においては営農資金の融資制度について復活

は考えておりませんが、ただ、今後は分かりませ

ん。国のほうの条件がどうなるか分かりませんの

で、国のほうの条件が厳しくなってきた場合なんか

は、前提条件といいますか、今の状況が変わった場

合には、当然皆さんの声もあると思いますが、その

ときは、当時の営農資金制度の復活等は十分考えて

いかなければならないと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 次に行きますけれども、３

点目の家畜の排せつ物の有効利用、有機質肥料のこ

とですけれども、これを少し幅を広げて、国でも

言っているのですけれども、みどりの改革というの

ですか、それについてですけれども、この有機質を

使うことがどれほど将来に向かっての道になるかと

いうことは、今回のことで我々はこれから経験して

いくことなのかもしれないのですけれども、国も有

機栽培の面積を６万３,０００ヘクタールまで伸ば

そう。化学農薬とか化学肥料のリスクを１０％ぐら

い低下させたい。そうしながら、高収益作物と言わ

れる園芸施設などへの投資を進めていこうという政

策を持っています。 

 園芸についても太陽光とか風力、地下熱、ヒート

ポンプなどを使った冬期間の燃料を化石燃料に頼ら

ないような形での作付体系というか、そういうもの

を考えているということですから、我々北海道でも

そういうことを考えていくのであれば、今後におい

ては、今のこの時代を過ぎなければならないかもし

れませんけれども、園芸施設へのハウスの導入とい

うものは技術的には可能な時代が来るのではないか

と思っているのですけれども、これらに対して、そ

ういうような時代になったときの技術的な集積と

か、そういうものについて、ぜひ今から青年たちを

ヨーロッパとか先進国へ行って勉強してもらうとい

うことも必要なのかと思うのですけれども、この点

についてはどうでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まず、有機堆肥等の有機肥料の関係ですが、現在

は、有機肥料の農地還元が継続して行われています

が、この量を増やして、私は話を聞くほうなのです

が、今でも堆肥をつくるのも大変ですし、もちろん

それを畑に入れるのも大変ですので、今後について

は、次の質問になってくるかと思いますが、コント

ラクターとか、ここではその話はしませんが、そう

いうことも絡んでくるのかなと思っております。 

 バイオエネルギーとか、ほかの自然再生可能エネ
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ルギーを使ったハウス、北海道でも近い将来、ハウ

ス等を利用して１年間何かをつくれるような、技術

的にはもう可能なのかもしれませんが、コストなん

かの問題もあって、化石燃料で冬の間、ハウスの中

でというのはなかなか難しいので、バイオエネル

ギーですとか太陽光、地中熱などを利用したハウス

が将来的には北海道でもできてくるという可能性は

十分考えられます。それに備えて、今の若い世代な

んかに研修、特に、髙松議員おっしゃられた、海外

なんか広い世界を見て、研修、教育といいますか、

そういう機会を設けてほしいという御要望は、まさ

にそれも一里あるといいますか、それも重要だと考

えて、同感しているところであります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 今、町長は、自分が次に質

問したいようなところまでお話をされたのですけれ

ども、次の４点目に、堆肥のコントラクトなのです

けれども、これも本当に今の状況であれば、すぐに

でも、第８次の見直しの中に入っていたのですけれ

ども、これは、ある意味でこれだけ大きな畜産を抱

えた町ですから、物はある程度供給されると考えま

すけれども、ぜひ化学肥料から堆肥というか、有機

質肥料の優位性は十分に、この状況の中であれば生

じていると思います。 

 ９期の農業振興計画の中にぜひ加えていくべき、

喫緊の利用価値があるポイントではないかと思うの

ですけれども、それについてお伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 堆肥のコントラクターの問題は、４点目の答弁に

も書かせていただきました。話はあったのですが、

酪農のほうのＴＭＲセンター、 のほうと併せて、

堆肥もコントラクター、請負として、ＪＡ系の、農

協の関係団体がやるという話はあったのですが、そ

れはちょっと頓挫、現在、一歩後退となったわけで

すが、大量に堆肥をつくったり、畑に施肥したりす

るのは、なかなか農家個人は、今は堆肥利用組合等

で皆さん共同でそれている部分があると思います

が、やはり量が多くなってくると、本業の作物のほ

うに力を注がなければならないので、コントラク

ターですので、別の人がしっかり担っていかなけれ

ば、なかなか長続きしないのかなと、素人目にも考

えております。 

 ただ、誰がコントラクターを請負をしてくれるの

かというのは、先ほど場合もちょっと頓挫しました

が、また、引受けてくれるような団体、法人等を

しっかり見据えてといいますか、それらも含めて振

興計画に盛り込んでいくということは非常に重要な

ことなのだろうと、今、受け止めております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 本当に今、よろしく協力の

ほどをお願いしたいと思います。 

 今、町長も言われた、ここに書かれている地域の

農業のコントラクトなのですけれども、酪農家のＴ

ＭＲセンターについては、我々としてはこのような

状況になるということは考えてもみなかったし、今

の状況の中で、この仕事に手をつけられるような状

況かどうかというのは、やはり見極めなければなら

ないことはあるのかなと思っています。 

 しかし、飼料の自給ということを考えると、将来

的にはやはり輪作の作物の中に、実採りのコーンと

いうのですけれども、我々は今デントコーンをつ

くっていきますけれども、ホープロップといって、

木から実まで全部刻んでいるのですけれども、次の

段階としては、実を採るためのコーンをつくるよう

な時代が来るとすれば、それらの優位性は出てくる

可能性は十分に、コントラクター、ＴＭＲセンター

ができるような形になれば使うことができるのかと

思っています。 

 そして、今までこの仕組みを支えてくれたという

のは非常に感謝です。次につなげていきたいという

思いでいますから、先ほど町長が言ったようなこと

で、我々も寄与していきたいと思いますし、また、

町も第９次の農業の政策の中でぜひ取り上げていっ

てほしいと思っています。 

 それに加えてですけれども、小さな、人数の少な

いコントラクトでも必要とされてくるのではない

か、これだけ円が安い状況の中で、輸入の農機具は

いっときの倍以上になっていて、そういうものを少

人数のコントラクトで共同購入をして投資額を下げ

ていくというのも一つの方法かと。それらにもぜひ

国の制度を利用して、機械の導入などを図るという

ときにも力をなってほしいと思うのですけれども、

それについてはどのように考えるか、お伺いしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 大型機械の共同利用については、現在も国の補助

金等を使って事業を継続しておりますが、引き続き

コスト削減等も当然ありますので、それらを達成す

るためにも、引き続き国の補助金等を利用した大型

機械の導入については、引き続き政策として進めて
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いきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 質問の項目が変わりますけ

れども、自衛官の採用についてなのですけれども、

なかなか我々では情報を取り入れられないようなと

ころの質問となるので間違って当然かと思って、恥

を覚悟でお伺いしますけれども、この中で、直接的

に我々に結びつくこととしては、住民基本台帳のこ

とがあるのですけれども、それと個人情報保護条

例、これら二つと採用名簿の提供についてお伺いし

たいと思います。 

 この中で分からないところがあるので教えてほし

いということで、質問したいと思うのですけれど

も、法令の中で、３点目の中で、上富良野町個人情

報保護条例から、公用として情報提供ができる規定

はあるかという質問ですけれども、上富良野町個人

情報保護条例の第８条では、「法令等の規定に基づ

くときは制限するものではないと定められておりま

す」と言っているのですけれども、保護条例の第８

条では、「法令等の規定に基づくとき」という中

に、基本台帳から個人情報を引き出して防衛に提出

するというときに、この法令はどの法令のことを

言っているのか教えてほしいのです。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３点目の御質問になるかと

思いますが、上富良野町の個人情報保護条例第８条

では、「法令等に基づく場合は制限するものではあ

りません」とうたわれていますが、この法令は何か

というと、自衛隊法の第９７条第１項により、町長

は、募集の事務を一部を担うということになってお

りますので、自衛官の募集に関し必要があると認め

るときは、知事または市町村長に対し、必要な報告

または資料の提出を求めることができるという法令

に基づいて、それが第８条でいう法令で、そのとき

は制限するものではありませんということを書いて

おります。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） どういうふうに考えればい

いのかあれなのですけれども、保護条例を、防衛の

条例は、越えて、個人の情報を引き出すことは法的

には問題ないということなのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 結論からいえば問題がありません。住民基本台帳

法第１１条第１項では、国または地方公共団体の請

求による住民基本台帳の閲覧を定めておりますの

で、いわゆる住民基本台帳、個人情報ですけれど

も、その閲覧は、何も自衛隊に限ったことではなく

て、世論調査ですとかアンケートの送付、それらに

広く、相当の理由が、公益があると認められる場合

は閲覧することができますので、特に自衛隊だけに

開示しているわけではなく、住民基本台帳というの

は、基本的に、理由があればいろいろな場面で閲覧

できるというものになっております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そうすると、自衛隊法は、

町の住民基本台帳とか、上富良野町の個人情報保護

条例を越えての力を持つというふうに捉えていいの

でしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 条例を越えてという表現が適切なのかどうか分か

りませんが、条例で定めているのは、法律に定めら

れているものは、特に条例で制限するものではあり

ませんといううたい方をされているので、法律です

から、当然条例より上なのですが、越権していると

かという意味ではないと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 町民としてというか、我々

の立場からいうと、法的には、一つの垣根を侵害し

ているという意味でとっていけないということです

か。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えいたします。 

 特に、法律が侵害しているというよりは、当然理

由がなければ住民基本台帳とか個人情報は閲覧でき

ないわけなので、今、手元にありませんが、認めら

れる場合というのは、もちろん自衛隊の募集もそう

なのですが、先ほど申し上げました世論調査とか、

社会的に公共性のあるものについては、個人情報の

閲覧は認められております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 自治体での扱いの中で、個

人情報の適正な扱いというのはかなり強い義務を負

わされていると思うのですけれども、それらには抵

触はしないということですか。 
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○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 町の個人情報保護に、厳重に保護に努めなければ

なりませんが、一方で、法律で認められたものは制

限するものではありませんということで、当然法律

に基づいたものですので、相当の理由があるもので

すので、それはそれで制限しないのですが、それ以

外にものについては、当然町は個人情報の保護につ

いては厳重に努めてまいらなければなりませんし、

現に町は保護に努めております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ちょっと質問を変えていき

たいと思いますけれども、実務のほうになるのかと

思うのですけれども、４点目に、旭川地方協力本部

より情報の提供の依頼があると。情報の利用期間、

管理の方法、利用後の処分の方法などについて確認

しとありますけれども、確認というのは、上富良野

から出した紙媒体による名簿が返ってきて、そして

町で確認をして、利用後の処分方法ということで、

どのような形で行われているのか、そのまま、行っ

たままで返ってくるということはないのか、その辺

をお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ３番髙松議員の御

質問にお答えします。 

 まず、先ほどの御質問の最後の処分方法というと

ころに関してについても併せまして、情報の管理、

利用期間というのも併せた段階で申請をいただいて

おります。最初の段階で、こういうふうに使って、

いつまで使いますから、最後はどういうふうに処分

しますという手続を経て提供をしているということ

で御理解をいただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それは、例えばここから係

員が出かけていって確認してくるとか、ここへ戻っ

てきてここでシュレッダーにかけるとかということ

ではない。向こうに任せているということですか。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ３番髙松議員の御

質問にお答えします。 

 基本的に法律に基づいて事務をやっているという

判断で、法令を遵守しているという考えで、そちら

の確認は行っておりません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） では、今言われるように、

善意で解釈してということなのかと思うのですけれ

ども、向こうはどういうふうに扱って、どういうふ

うに名簿からプリントアウトするなり何なりという

のをやっているのかというのは、全く向こうに任せ

ているということですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 向こうに任せているといえども、目的外の使用

は、当然相手側も法律で目的外に使用することは禁

止されておりますし、処分方法につきましては、性

善説ではありませんが、当然相手は、民間の場合は

内のですけれども、相手が国の機関ですので、当然

ちゃんと守ってくれるという、もちろん外部に流出

するなんていうことはあってはなりませんけれど

も、当然適正に処分されているということを前提

に、そのまま行き放しといいますか、渡して戻して

もらっていないということになります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、例えば間違いが生

じたときは、町もある程度責任を取らなければなら

ないようなことになりますよね。その辺については

どうなのだろう、個人情報保護条例云々を含めて。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 間違いというのは、向こうのほうで情報の漏えい

とか、全く向こうで間違いがあった場合は、全く１

００％相手方の責任といいますか、我々は法律に

従って提供しましたので、我々に責任が及ぶことは

ないと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それが、例えばここで言う

個人情報保護条例で言われている項目であったりし

た場合でも町は責任は取らなくてもいいのでしょう

か。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 法令に基づいて町が適正に提出したものについ

て、相手先で何らかの事故が起きた場合は一切とい

いますか、我々が責任を取るようなことはないと考

えております。 
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 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そのことについては十分な

管理を確認できるということで出しているというこ

とですけれども、次に移っていきたいのですけれど

も、この中で除外申請というのがあるのですけれど

も、これを受け付けている市や県とかも含めてです

けれども、近場では旭川市とか札幌市、千歳、それ

に帯広なんかも、帯広市は次の期から始めると言っ

ているようなのですけれども、除外申請というのが

あるのですけれども、これについて、ここでは、特

別な除外の手続を行う予定はないと言っているので

すけれども、ほかのところではこれを認めていると

ころがあるのですけれども、これは個人情報保護条

例と、ある意味行政が考えて、その町はやるけれど

も、この町はやらないということで、上富はやらな

いと言っているのですけれども、どのような理由で

できないのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 そもそも自衛隊の募集に関しても閲覧、見て書き

写すことは、これはどこの町でも、旭川でも帯広で

あろうと札幌であろうとも、それは認めざるを得ま

せん。我々は便宜的に紙媒体にして、上富良野は今

まで、旭川もそうだったのかもしれませんが、便宜

的に情報として紙媒体で渡していました。要する

に、出してはならない情報を紙媒体で渡していたわ

けではありません。閲覧できるものを、閲覧しよう

と思ったら全部の住民基本台帳は見られますので、

その手間を省くために、市町村長は、防衛大臣から

自衛官の募集に関して必要な報告を求めることがで

きるという、それを基に、便宜を図ってといいます

か、もともと出せないものを出しているわけではあ

りません。手間を省いているということですので、

それをやめる、やめないは各市町村の判断かと思い

ますが、上富良野町としては今までどおり協力して

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） どういうふうに聞くかは分

からないのですけれども、ちょっとおもしろい数字

があるので聞いてほしいと思います。 

 募集方法、媒体認知度調査というのをやられてい

て、地方協力本部から郵便物で募集をした率という

のは１.４％、地方協力本部からのホームページな

どを見たというのが１３.８％の認知があるのです

けれども、これからすると、町が出している名簿か

ら非常に少ない。ある意味では、自治体が防衛に対

して儀礼的に名簿を出している。その儀礼の中に、

１８歳になって大人の仲間入りをしたばかりの人た

ちというか、我が町のその年代に属する人たちの情

報が流れていると。これだけ利用価値がないものな

のかということになるわけですけれども、これにつ

いてはどういうふうに考えますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 郵便についてはそのぐらいの率なのかもしれませ

んが、名簿を下に、もちろん正当な募集活動を行っ

ていると思いますが、郵便だけではないと思いま

す。いろいろな方法で募集活動を行っておりますの

で、郵便については、髙松議員が今おっしゃった、

率が低いのかもしれませんが、それ以外にも、もち

ろん募集以外に使ってはなりませんが、ある程度名

簿を下に募集事務をされているのか、あくまでも想

像ですが、募集事務に名簿をどう使っているのかと

いうことは一切聞けませんが、想像では、当然名簿

を下に有効な募集活動が行われているのだろうと考

えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 本当に除外申請は、上富は

受けないつもりですか、今後も。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番髙松議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 特に自衛隊の募集に限って、特定の目的に限って

除外申請を行うということは特に考えておりません

し、もともと住民基本台帳は閲覧できるのと、それ

ともう１点、本当に提供が、自衛隊に限らず、世論

調査も含めて、私の個人情報を出すのはけしからん

といった場合は、個人情報保護条例に基づいた審査

会に申立てすることは道として、制度として残って

おりますので、あえて自衛隊に特化した削除の申請

を受け付けるということは今のところは考えており

ません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、３番髙

松克年君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番米沢義英君の発言を許します。 

○７番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました点について町長に質問いたします。 

 １点目には、火葬場及び共同墓地について伺いま

す。 
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 火葬場については、老朽化するという状況の中

で、建て替えが今、余儀なくされているという状況

があります。お聞きする範囲では、建て替えすると

なると約５０億円の費用もかかるのではないかとい

うような話もあります。そういう状況の中から、当

然多額の費用が必要になるのであれば、今後、中富

良野町との火葬場の共同使用、一部修繕しながら共

同利用できる方向で協議しているとの話でありま

す。 

 しかし、いずれにしても、今後こういう問題につ

いては、議会での審議や住民への周知など、一定の

理解がなければ当然できないものと考えます。 

 また同時に、そういった建て替えに至った経緯及

び進捗状況等についてお伺いいたします。 

 次に、二つ目に伺いたいのは、人口減少という形

の中で、共同墓の問題についてお伺いいたします。 

 人口減少や少子化などによって、墓地を家族で見

守ることができなくなってきているという不安の声

が町内にも同様に上がっています。昨日の墓地の質

疑と答弁のやり取りの中でも、令和３年には１４区

画が墓じまいという形になった。令和４年について

は２４区画が墓じまいに至ったという状況の中で、

今後増えるのではないかという答弁も出ました。 

 そういう問題も含めて、今後、大事な先祖の墓地

を継承することがなかなか難しいということであれ

ば、一部自治体では、共同墓を設けるなどの対応を

取っている自治体が近年増えるという状況にありま

すが、町においては今後どのように対応されるの

か、この点についてお伺いいたします。 

 次に、２番目に、パートナーシップ制度について

お伺いいたします。 

 今、社会では差別や偏見などをなくして、誰もが

安心して暮らせる、そういった個人として尊厳され

る多様な社会を認め合う、多様性を認め合う社会を

求める流れがあります。今の社会では、家族として

認められなければ公営住宅の入居や税の控除など、

国や自治体などの公的制度が受けられないという状

況もあります。余りにも理不尽ではないかと考えま

す。性的少数者や同性婚者だとしても、自治体の行

政サービスが受けられるようにする、これは当然で

はないでしょうか。そのためにも自治体において

は、行政サービスが受けられるようにするために

も、パートナーシップ制度を導入することが必要だ

と考えます。 

 現在、このパートナーシップ制度を導入している

自治体は、全国で約３２５自治体に上っているとさ

れています。この問題を考えにおいては、町に同性

婚者がいるかいないか、存在するかしないかではな

くて、法の下の平等を定めている憲法の下で安心し

て暮らせる社会を目指すこと。そのためにもパート

ナーシップ制度を設ける必要があると考えますが、

町の今後の対応についてお伺いいたします。 

 次に、加齢難聴者に対する補聴器購入補助につい

てお伺いいたします。 

 日本の６５歳以上の高齢者は約１,６５５万人い

ると推計されております。３人に１人が加齢難聴を

抱えているとされているということが明らかになっ

ています。この多くの人たちは、人との会話が苦手

になり、引きこもりがちになることで認知症にもつ

ながるとされているというのが現状であります。高

齢者が安心して地域で暮らせるようにするために

も、他の自治体でも実施しているように、補聴器購

入補助制度を設けることが町においても必要と考え

ます。 

 今現在、補聴器購入補助制度を導入している自治

体、道内では約１８市町村に及んでいます。加齢難

聴の対象者は、併せてお伺いしますが、何人いる

か、お伺いいたします。 

 いずれにしても、地域で安心して暮らせる、そう

いう環境をつくるためにも補聴器購入補助制度とい

うのは欠かせないものと考えますが、この点につい

てお伺いいたします。 

 次に、高校までの医療費の無料化についてお伺い

いたします。 

 最近では、物価高騰や実質賃金の低下などによ

り、住民の暮らしは大変になってきています。ま

た、人口減少や少子化などで多くの世代が地域で安

心して暮らすことが今求められています。国は今、

そういう流れの中で、子育て世代に対して支援策を

強化しようとしています。町においても子どもたち

が健康で暮らしてもらうためにも、一層の支援が必

要だと考えます。子育て対策として、町において

は、中学校までの医療費の無料化を実施、この間し

ましたが、さらにそれを拡充して高校までに対象と

すべき時期が来ていると考えますが、町長はこの

間、私の質問に対して、効果などを検証し、その後

において十分検討したいと述べておりますが、現在

のところの進捗状況、検討等はどのようになってい

るのか、お伺いいたします。 

 次に、自衛官の募集名簿の提供についてお伺いい

たします。 

 岸田政権の下で、憲法９条が改悪されようとして

いるのは絶対許されるものではありません。日本

は、戦前の他国への侵略で罪のない多くの人々を死

に追いやった反省に立ち、平和を守ってきました。

憲法９条の精神を今しっかり堅持すべきだというふ

うに考えます。 

 名簿提供は、その立場に立てば、当然若者や多く
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の自衛隊員を戦地に、危険な紛争地に送るというこ

とは絶対してはなりません。そのためにも名簿提供

は直ちにやめるべきと考えますが、次の点について

お伺いいたします。 

 一つ目には、自衛官募集名簿提供の根拠及び対象

年齢並びに令和元年度から令和４年度までの名簿提

供の状況等についてお伺いいたします。 

 二つ目には、名簿提供は個人情報にも関わる問題

で、除外申請や同意がない対象者には名簿から除外

することなどが必要と感じていますが、この点につ

いても対応について答弁を求めます。 

 次に、拠点施設の整備、道の駅等の構想について

お伺いいたします。 

 今、多くの町民からまち中ににぎわいを戻すこと

が必要だと、にぎわいがなくなってきているという

声がささやかれています。実際、まちのにぎわいが

後退し、元気のないまちになっているような気がし

ています。 

 しかし、多くの町民は一生懸命地域を支え、地域

の商店や地域の産業を守るために一生懸命頑張って

いる状況があります。人口減少や少子高齢化によっ

て、気軽に寄って談話でき、飲食などができる場所

が欲しいねという声があちらこちらから聞かれると

いう状況にあります。 

 にぎわいを戻すためには、人が集まれ、気軽に立

ち寄れる場所、地元の農産物や加工品が販売、また

購入ができる場所が求められていると考えていま

す。まちに人の流れを呼び込み、上富良野町の魅力

を知ってもらうためにも、今後、道の駅を含めた拠

点的な施設の構想が当然必要かと思いますが、これ

らの点について町長の明確な答弁を求めるものであ

ります。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の６項目の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの火葬場及び共同墓についての２

点の御質問にお答えいたします。 

 １点目の葬祭場の今後について、上富良野町葬祭

場は、昭和４８年から現在の施設で運用を行って約

５０年が経過し、施設や設備の老朽化や体型の大型

化等により炉のサイズの矮小化が問題となっており

ます。 

 また、昨今の人口減少や施設の建設、設備の負担

増を踏まえ、広域利用について、昨年から中富良野

町の西山火葬場の共同利用について協議を行ってき

たところです。 

 現在までの共同利用に向けた進捗状況について

は、中富良野町の現有施設の利用状況と上富良野町

民が利用した場合を想定し、検証を行った結果、施

設の電気系統の低圧から高圧への改修で共同利用が

可能であることから、本年度中に共同利用に向けた

施設改修費、今後の大型改修、施設の維持管理など

の負担割合を、共同利用に関する協定(仮称)を両町

で締結し、令和８年度からの共同利用開始に向け協

議を進めてまいります。 

 また、利用する町民の皆様への周知に関しまして

は、共同利用についての検討方法を住民会長懇談会

や地域懇談会で提供し、両町の合意決定いたしまし

たらこ広報紙等で周知を行ってまいりたいと思いま

すので、御理解をお願いいたします。 

 次に、２点目の共同墓の設置については、さきの

議員の御質問にもお答えいたしましたが、現在の少

子高齢化や核家族化、地方の人口減少により、地方

における墓石の管理や寺院の納骨堂の継承などをた

めらう状況にある現況から、永代供養や合葬墓に改

装し、墓じまいが急増している現状は多く、当町に

おいても昨年から急激に増加している現状でありま

す。道内自治体でも合葬墓を設置している状況であ

り、その需要が増える状況であることは認識してい

るところです。 

 今後、当町に合葬墓を設置するニーズを調べるこ

とも必要であり、当町にも納骨堂を抱える寺院があ

ることも踏まえ、民間との整合性を持ちながら、今

後検討すべき事案と考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めのパートナーシップ制度について

の御質問にお答えいたします。 

 国内においては、現行法規上、同性婚は認められ

ていない中で、平成２７年３月に東京都渋谷区にお

いて、条例によるパートナーシップ制度が、同年９

月には、東京都世田谷区において、要綱によるパー

トナーシップ制度が導入され、その後、大都市を中

心に、特に要綱によるパートナーシップ制度が導入

されております。道内においても苫小牧市、岩見沢

市が本年、パートナーシップの宣言を行っておりま

すが、人口の多い大きな市が中心であり、現状で

は、それぞれの窓口等に対し、パートナーシップ制

度や同性カップルに関する相談が寄せられている状

況にないことから、引き続き国の制度改正について

注視するとともに、先進自治体での取組について研

究してまいりたいと思いますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

 次に、３項目めの加齢性難聴者に補聴器購入補助

についての御質問にお答えいたします。 

 補聴器購入制度の創設についてでありますが、さ

きの中澤議員の御質問にもお答えさせていただきま

したが、加齢による難聴の方々への補聴器購入補助

は全国的な課題であり、独自で助成制度を創設して
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いる道内市町村が微増している状況を把握しており

ますが、医学的に認知症との因果関係が明らかに

なっていないことや、対象年齢、聴力レベルが人そ

れぞれであり、現段階においては、町独自に補聴器

購入に対する補助についての考えは、現在のところ

持ち合わせておりませんが、補助支援の方策につい

ては、国や北海道及び道内市町村の取組状況などの

把握に努めてまいりますので、御理解をお願いいた

します。 

 次に、２点目の加齢性難聴対象者の推計について

の御質問でありますが、事業所や企業等が実施する

職場の健康診断においては、視力・聴力検査が労働

安全衛生法に基づく定期健康診断の項目として位置

づけられておりますが、町が実施する住民健診にお

いては、国民健康保険特定健診並びに後期高齢者医

療保険の後期高齢者健康診査の項目に聴力検査は

入っていないことから、町として難聴者の実態を把

握することは困難であることを御理解願います。 

 参考までに、大学教授などの研究による加齢性難

聴の頻度は、６０歳代前半で５人から１０人に１

人、６０歳代後半で３人に１人、７５歳以上で７割

以上と公表されておりますので、単純に４月１日現

在の６５歳以上の人口３,３９５人では、加齢性難

聴の可能性のある方がおおむね１,１３２人と推計

されるところであります。 

 なお、町では、民生・児童委員に御協力いただ

き、毎年５月に実施している高齢者実態調査におい

て、６５歳以上の高齢者の方々を訪問して、日常生

活における動作と併せて、日常生活で不自由を感じ

ていることなどの聞き取りを行っており、また、高

齢者支援班や地域包括支援センターへの相談を含

め、これらの中で、高齢者の状態に応じて障害福祉

サービス、在宅福祉サービス、介護保険サービスを

御案内させていただいているところであります。 

 これらのことから、様々な機会を通じて、会話な

どが聞こえづらくなっている個々人の状況を確認す

ることは可能と考えているところであります。 

 次に、４項目めの高校生までの医療費の無償化に

ついての御質問にお答えいたします。 

 昨年４月より中学生までの医療費の無償化を実施

しましたが、高校生までの無料化については、制度

開始前に議会でも検討していたところであります

が、コロナ禍での通院の自粛等がある中で、昨年の

結果でありますので、さらに検証し、適正な時期に

行ってまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

 次に、５項目めの自衛官募集名簿の提供について

の２点の御質問にお答えいたします。 

 １点目の提供根拠、対象年齢及び提供状況につい

ての御質問にお答えいたします。 

 自衛隊法第９７条第１項に基づく募集業務を、自

衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務を行うこ

ととされていることから町が業務を行い、自衛隊法

施行令第１２０条の規定の求め、令和３年２月５日

付、防衛省人事教育局人事育成課長並びに総務省自

治行政局住民制度課長の自衛官または自衛官候補生

の募集事務に関する資料の提出についてを根拠に基

づいて行っております。 

 なお、住民基本台帳法第１１条第１項は、国また

は地方公共団体の請求による住民基本台帳の閲覧を

定めており、自衛隊法第９７条第１項により、その

範囲内で必要な報告を行っております。 

 対象年齢については、その該当する年度末で１８

歳及び２２歳に到達する、４月２日から４月１日ま

での男女です。 

 提供状況につきましては、令和元年と２年につき

ましては、住民基本台帳の閲覧としており、令和３

年と４年については紙媒体での提供を行っていると

ころです。 

 ２点目の名簿提供の除外についての御質問です

が、法律に基づく事務として行っておりますので、

特別な除外の手続を行う予定はございませんので、

御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、６項目めの拠点施設の整備構想についてで

ありますが、過去の複合拠点施設構想につきまして

は、実現しなかったことは議員御存じのとおりであ

ります。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、まちのにぎ

わいは大変貴重だと考えているところであり、道の

駅の整備もまちのにぎわいの創出の一つと考えてお

りますので、私といたしましては、道の駅という形

で実現をしたいと考えているところでありますが、

どこまでの方向性を示すことができるかは、現時点

ではなかなか難しいと考えております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 火葬場等の建て替え等につ

いてお伺いいたします。 

 非常に多額の費用がかかるということの前提があ

ります。お伺いしたいのは、今後、この建て替え等

に至っては、当然住民の理解、あるいは議会の審議

等、議決等が必要になってくると思いますが、こう

いった大事なところをおろそかにしてはならないと

考えますが、この点について確認をお願いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 
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 今後、この事業を進めていくに当たり、当然予算

等の節目節目では、議会の皆さんの同意といいます

か、可決が必要になってきますので、そのときだけ

ではなく、あらかじめ、事前から情報共有、もちろ

ん議会の皆様だけではなくて、もっと広く住民の皆

様に対しても情報を提供して、その中で皆さんに判

断してもらうということが非常に重要なことだと考

えております。 

 以上です。。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 再度確認いたしますが、令

和８年度から利用開始に向けてという形になってお

りますが、もう既に実施を前提にして進められてお

ります。そうすると、住民からしたら、何か置き去

りにされているのではないかという印象もあるので

はないかと思いますが、この点については、事前の

構想なども十分説明すべきだと思いますが、再度確

認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 去年おととしの住民会長会議では情報を提供して

おりまして、その段階では、どういう改修が必要か

という具体的な調査はまだでしたので、今その調査

が終わった段階ですので、今後、もし上富と中富で

共同でやる場合は、電気系統を含めて、こういう改

修が必要で、その先はまだ決まっていない部分は、

維持・補修についての費用負担については、これか

ら中富と協議を詰めていかなければなりませんが、

その辺の情報がある程度決まった段階で、余り小出

しに出し過ぎてもあれですけれども、ある程度固

まったらぽつぽつと、ある程度の球で、町民の皆さ

ん含めて議会の皆さんにも情報提供していくという

ことは、同意を得る上では重要なことだと認識して

おります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、ぜ

ひそういった説明も丁寧にお願いしたいと思いま

す。当然共同墓地の関係で、跡地利用というのが、

もしも万が一進める場合、将来、今ある既存の火葬

場を撤去せざるを得ないという方向に進んだ場合

に、こういった共同墓を設置するなどの、いわゆる

再整備に向けた活用方法という形で、そういうもの

に対する交付税等の措置がされる場合もあるかと思

いますが、この跡地というのは、仮の話ですが、ど

うされようとしているのか、共同墓等の方向で考え

ているのか、この点をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 協定がうまくいって、共同で中富を利用した場

合、現在使用している葬祭場の跡地利用について

は、まだこれからなのですが、現在のところは全

く、何をするという計画は持っておりません。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） いずれにいたしましても、

共同墓のニーズというのが一定あります。そういう

ものも含めて、答弁の中では、ニーズ調査も含めな

がら、民間との整合性も持ちながら対応していきた

いということで、具体的にいつまでにどうするとい

うような工程というのは町長の中でお持ちなのか確

認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 きっちりとした、何年に何をやって、いつまでに

何という工程は今のところ持ち合わせておりません

が、まず、ニーズを調査を、これはやるやらないに

かかわらず、そういうニーズが実際に本当にあるの

かどうか、多分あるのだろうと思うのです、一定の

数は。それによって規模とかいうのも決定してきま

すので、ニーズ調査は必ず早急に何らかの形で始め

なければならないのかと思っております。それ以後

のことについては、今のところは、いつまでに合葬

墓を建てたらいいのか、それは今のところはまだ持

ち合わせてございません。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 合葬墓等の要望もあります

ので、ぜひ前に進めていただきたいと思っておりま

す。 

 次に、パートナーシップ制度についてお伺いいた

します。 

 前回の質問のときにも、各先進自治体を参考にし

ながら町の対応を決めたい。注視して、対応につい

て研究したいということで、ほぼ変わらない答弁に

なっております。 

 まず、確認したいのは、この制度を設置するかど

うかというのもありますが、町長自体は、この社会

にＬＧＢＴという方々というのは、これは認められ

ますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお
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答えしたいと思います。 

 そういう方がおられるということは認めますとい

いますか、おります。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 認めるのであれば、私は、

憲法の下で、法の下に平等という形の中で、誰もが

等しく婚姻の自由を決められるという解釈もされて

おります。最近の道新等の報道でも、上川管内の美

瑛町がこのパートナーシップ制度導入に向けて、２

０２４年度に導入する方針を明らかにしたという報

道があり、札幌や函館など８市町村で、町村にはな

いという形の中で、その中で、町長は、互いの個性

や多様性を認め合い、誰もが生きがいと誇りを持つ

ことができる町の実現へ、制度の導入を新たに検討

すると述べたということですから、検討段階であり

ますけれども、こういう小さな自治体であったとし

ても、やはり生きづらさ、女性だから女性の在り方

ということは今、古くなりました。あくまでも、誰

もが生きづらさがなく過ごせる環境を求める社会で

ありますから、こういったＬＧＢＴの方たちであっ

たとしても、社会の中で等しく生きて、個人の尊厳

が認められる、そういった社会の実現というのが、

今、上富良野町にも求められていると思うのです。 

 そういう方が上富良野町に存在するかしないかで

はなくて、どんな状況の中でも門戸を開いて、受け

入れ態勢を整えるということが基本になる。それが

町の多くの人たちの住みやすさ、暮らしやすさ、そ

ういったところにもそういった理念はずっとうつる

わけですから、そういったまちづくりをしっかり

今、現実に目を向けて、すべきだと思いますが、こ

の点について拒否されますか。 

○議長（村上和子君） ここで、お諮りいたしま

す。 

 引き続き一般質問を続けさせていただきたく、１

２時過ぎ、延長となりますが、御了承いただきたい

と思います。 

 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 誰もが多様性を認めて、生きやすい社会、上富良

野においてもそういう社会を実現することは重要だ

と思っておりますし、前回の答弁でも私、記憶して

おりますが、当然同性婚は町が認める前に、そもそ

も法律がどうなっているのかという問題もあります

し、配偶者控除とかの問題も、それは税法の問題で

すので、なかなか町が全てできるという問題ではあ

りませんが、町でできることもあります。それは前

回の答弁でも申させていただきました。公営住宅等

に入る場合、申し出てくれれば配慮することは可能

だということで、役場としてできることは、多様性

を尊厳するという答弁をさせていただきました。そ

れを制度としてどうするかというのは、制度がなく

ても我々はできることをやるのだということを前

回、答弁させていただいたと記憶しておりますし、

今もその考えは変わりないと、答弁させていただき

ます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） そうであるならば、当然国

の問題もありますから、ただ自治体でできる部分も

あります。ですから他の市町村では既にこういった

ことを実施しているという現状を見た場合、町長が

そういうことを認めていらっしゃるということで確

認しましたので、きっちりと宣言して、制度の在り

方をどうするかということも検討して、対応すべき

時期ではないですか、確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 私自身が、特に性的マイノリティーという方に対

して偏見とかは余りないからかもしれません。多様

性を認めているといいますか、そういうのがあって

も当たり前だという前提で生きているのかもしれま

せんが、特にパートナーシップ制度を設けようが、

要綱等がなくても、実際に実生活において公営住宅

等で、偏見を持たずに、そういう人たちの人権をで

きるだけ尊重していくということは十分可能だと思

いますので、特にパートナーシップ制度ありきでは

ありませんけれども、制度そのもの、要綱等をつく

ることにこだわっているわけではなく、実際にやる

こと、やれること、実際にそういう人がいるのかど

うかは別として、そういう準備は役場では今もして

おりますし、これからも十分対応していきたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 町長がそういうふうに思っ

ていても、職員皆さんの方の合意だとか、住民の合

意が、そういう制度をするということの話合いがな

されなければならないと思っています。制度として

きっちり、条例なのか分かりませんが、設けるこ

と、それがなくてもすぐ対応できるのだという答弁

なのですが、私は、それと同時に、きっちりとした

組立てをもって、どうするのかということをしなけ

れば、絵空事に終わってしまう可能性があると思い

ますが、この点、制度設計をすることであるのだっ

たら、されたほうがいいと思いますが、いかがです
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か。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 法律で決まっている税とか配偶者控除、その点に

ついては、相談するまでもなくできないですので、

それは置いておいて、役場でできることというのは

限られているかもしれませんが、皆さんのコンセン

サスで決めなくても、皆さんのコンセンサスという

よりは、例えば公営住宅なんかは具体的なのですけ

れども、それは役場の裁量の範囲で十分やっていけ

るものと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） それでは、お伺いいたしま

すが、確かに控除だとかいろいろなものは、国の制

度がありますから、そこは国のほうでしていただか

なければなりません。そこまで言うのでしたら、実

質そういう制度設計があるということを宣言しなけ

れば、多くの方にも知ってもらう必要があると思い

ますが、何かこういう制度があるから、むちゃむ

ちゃで終わってしまうのではなくて、そういうこと

であればきっちりと意思表示をして、やはり町民に

も知らせるということは必要だと思いますが、それ

を知らせなくても、現行の町の制度の中で対応でき

るという判断なのですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 相談を受ければ当然相談を受けることで、特に、

積極的にＰＲという話も出ましたが、困り事があれ

ばいつでも承ります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） そういう意思であれば、宣

言したと受け止めてもいいですね、間違いないです

ね、これは。後でどうのこうのと言われても、大問

題ですから、きっちりとしたパートナーシップ制度

があるのだということを意思表示して、なおかつそ

ういう人たちに安心感を、上富良野町はあるのだと

思ってもらえるような、そういう町なのだというこ

とをきっちりと宣言しなければならないと思います

が、宣言しなくても現状の中で対応できるというこ

となのですね。私はこの二つが必要だと思う。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 多様性といいますか、そういう人がいるというこ

とは認めます。そういう人を排除してならないとい

うことは思っておりますし、必ずしも皆さんがパー

トナーシップ制度はどういうものなのか、パート

ナーシップ制度という言葉は皆さん、ピンと来るか

もしれませんけれども、中身がどうなのかというの

は、皆さんがどういうふうに感じているのかという

のは個々様々で、特にパートナーシップということ

を宣言するというよりも、そういう相談が、困り事

があったら、日々、バートナーシップにかかわら

ず、困り事があったら真摯に対応するというのが行

政の一番大切なところなのだろうなと。その中に当

然パートナーシップ、同性婚なんかも含まれると考

えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 実質、パートナーシップ制

度を宣言したというふうに私は受け止めますので、

そういう制度があるということをきちっと公表して

いただきたいと思います。ぜひ公表を行っていただ

きたいと思いますが、再度確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 御質問にあるように、いわゆる婚姻とか税の控除

なんかを含めた、それがパートナーシップだと思っ

ている方もおられるかもしれません。誤解を招いて

は困るのですけれども、そういうものを町長とし

て、今、上富良野で認めたわけではございません。

そういうものは国の法令に従って粛々とされるべき

ものだと考えております。それ以外で、町のできる

ことについては善処するということで、特に宣言等

は考えておらず、日常の業務の中で対処するという

ことです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 税の控除だとかというのは

国の制度だとか、先ほども言っております。そうい

う環境におられる方も、そういう制度がありなが

ら、いろいろ自ら発信しながら、制度の改正を望ん

でおられるという形になっておりますので、ぜひこ

の点、しっかりとした対応を取らなければならない

ということを述べて、次の加齢難聴の補助金の質問

を伺います。 

 ここでお伺いしたいのは、この間、同じことなの

です。結局、認知症と加齢難聴との関係が分からな

い。従来の福祉だとか介護認定、障害認定が受けら
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れていれば、それで対応できるという形になりま

す。 

 しかし、こういう状況にあったとしても、現実に

この枠から実際に適用にならない。漏れている方が

実際にいるわけです。障害者の方でなくて、認知症

の方でもなくて、あるいは若くても難聴という方も

いらっしゃいます。そういう現実を目にしたとき

に、こういった人たちに対するしっかりとした、や

はり安心して上富良野町で住み続けられるまちづく

りのためにも、しっかりとこういった制度設計が必

要だと思いますが、町長、この点は認められます

か、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 補聴器の購入については、従来から町としまして

は、耳鼻科のお医者さんに行ってもらうということ

が大前提で、難聴といっても原因が分かりません。

治るものもあるかもしれませんし、補聴器が必要な

場合もあるかもしれません。病院に行ってもらうと

いうことが町としての姿勢です。 

 手軽に補聴器が買えるというのは、非常に便利な

面もあります。眼鏡なんかも処方箋がなく、眼鏡を

つくろうと思ったらつくれますし、補聴器について

も処方箋なしでつくれるのは少ないのです。ほかの

先進国に行くと、補聴器をつくるのは処方箋が要り

ます。処方箋なしにつくれるのは便利な反面、リス

クもありまして、様々な病気の見落とし、勧誘のト

ラブル、日用雑貨のたぐいになりますので、勧誘の

トラブルですとか、調整不足による補聴器の能力が

発揮できない可能性、不備な使用による耳の症状の

増悪、便利な反面、こういうリスクが隠れていると

いうことを町民の皆さんに知ってほしいというのも

あります。 

 まず、処方箋なしで補聴器が買えるということが

いいのか悪いのか、こういうリスクがあるにもかか

わらず、安易に行っていいのか、それでもいいのだ

という国民のコンセンサスができているのであれば

いいのですけれども、そういう隠れた病気があるか

もしれない。補聴器は、お医者さんに行って処方箋

でつくらないと駄目だという国民的コンセンサスを

抜きに、安易に補助というのは、大切なコンセンサ

スの議論が欠如しているといいますか、そこをス

キップして、安易に補聴器の補助を出せばいいの

だ、駄目なのだという一足飛びの議論は、非常に説

得がない印象を私は持っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 今の言葉をかりれば、そう

いう人たちをちょっとないがしろにしているのでは

ないかという議論になってくるのです。そうではな

いのです。私が述べているのは、町長が耳のお医者

さんだとか咽喉科だとか行かなければなりません。 

 ですから言いますが、１８市町村、東川町、東神

楽町、幌加内町、上川町でも、美瑛町でも、だから

基準を設けているのです。そういう基準を設けて、

そういう人たちに安心して暮らしてもらうために

も、基準を設けて、しっかりと診察もしてもらっ

て、その上で、４０デシベル以上７０デシベル未満

だとか、それに対して非課税にするか、非課税でな

くても、限度額を決めて補助するというふうにして

いるのです。 

 そういう町長の言い回しだと、その人たちを置き

去りにしてしまうという形になっているのです。そ

の人たちは何も補聴器を、単に補助が欲しくてとい

うことではないのですよ。よりよい生活をするため

に、そういった補聴器をつけながら、そういったも

のを受ければ少しでも負担の軽減につながるという

ことで、他の自治体でもそういうことをやっている

のですから、それを町長、見失ってはならないので

す。町長の立場としたら、きっちりとしたそういう

方向性も見定めて、制度。 

 それでは、お伺いいたしますが、そういう診断を

してもらって該当になれば、そういった対象になっ

たということで町長は認めて、それなりの制度設計

をするということですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えいたします。 

 私が答弁したのは、病院にかかるということが大

切だということで、もちろん身体障害者の基準もあ

りますので、それはそれで。だからといって、病院

に行けば、身体障害者から外れても補助するのだ

と、そこまでセットで言ったわけではありません。

まずは、大切なのが病院に行くこと。身障者の補装

具なんかに該当すれば、もちろんそれは優先します

し、それ以外の人は、必ず町が補助するとかしない

とか、それは今ここで決めたといいますか、米沢議

員が言っているようにするのですかと、それは、私

が答弁しているとおり、今、町では持ち合わせてい

ませんということです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 十分こういうものも含め

て、他の自治体でもう既に行っています。数は少な

いです。だけれども、よりよい地域の中で過ごして
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もらうということの前提の中でやっているわけです

から、ぜひこういう制度を決めて、実施するという

形の方向を検討していただけますか。これ以上問答

してもなかなか町長自身の答弁、僕、理解力が不足

しておりますので理解できないところがあります。

今後、検討していただけるということで確認してい

いですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 答弁のとおり、今後についても国や北海道及び他

市町村の取組状況の把握に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 次、高校生の医療費の無料

化問題なのですが、約２００万円あればできるとい

う話です。決算なんか予算なんかでもそうだったの

ですが、これについても検証は必要だということを

言われておりますが、もう既に中学校までの医療費

の無料化しながら検証しているのではないかと思い

ますが、この点について、早急に、適正な時期に行

うという答弁になっておりますが、いつ適正な時期

だと判断しているのですか、町長、お伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 適正な時期というのは、データが出そろった時

期、そのときを適正な時期と考えておりまして、そ

のときに制度について考えていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） なかなか明確に御答弁なさ

らないのですね。私は、町長の権限というのは大き

いと考えていますし、すぐ町長が実施するというこ

とを宣言すれば、本当にもう実施できる環境にある

のだと僕は思っているわけです。 

 再三言いますが、実施しているところでは、愛

別、上川町、美瑛町、南富良野町など、他の自治体

でも一部、１８歳までという形の方向性を  とし

ている自治体もあります。私は、恐らく町長の任期

中にされるのかと思って期待しているのですが、こ

の点は、任期中にされますか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 他の状況を十分、私も関心事でありますので、他

の市町村の状況は十分承知しておりますので、デー

タが出そろって、これはできると思ったときには、

適切に実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） できる力を持っているので

す、私たちによりも、財政を握っていますから。職

員の方々にこうだとお話しすれば職員の方は動くの

だと思うのです。そういう力を持って、ぜひ進めて

いただきたいと思います。 

 自衛官の募集の問題なのですが、個人情報という

問題があります。個人情報を提供するにはそれ相当

の理由がなければ提供できないというのが条文にも

あります。それぐらいに、仮に国、自衛隊のほうか

ら提供できるということがあったとしても、万が

一、米沢が知らない間に自衛隊のほうに提供されて

いて、数日後に入隊しませんかという話が来た場

合、本人が全然知らないうちに提供されているとい

うことになったら、これ大問題だと思います。幾ら

国との関係であったとしても、個人をないがしろに

しているということになりませんか。この点、まず

お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 個人情報は、先ほど申し上げました、今は紙媒体

で提供しておりますが、住民基本台帳法で閲覧はで

きます。閲覧は誰でも、国はできるので、それを止

めることはできませんので、便宜を図っているだけ

ですので、これは個人情報の問題というより、便宜

を図るか図らないか、そういう問題だと認識してお

ります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 閲覧ができるか、公共性な

のです、町長自身も言っているように。かといっ

て、誰もが閲覧できる環境であったにしても、それ

をさらに公共性に持ち出すかということになれば、

さらに大問題なのです、閲覧するにしても。それを

閲覧して個人的な、いわゆる利益につなげようとす

る人もいるのかもしれませんけれども、分かりませ

ん。そういう方もひょっとしたら、世の中ですから

いるかもしれません。 

 しかし、それ相当の理由がなければ、閲覧にし

たって持ち出すにしたってできないと私は考えてい

ますが、それはそれでよろしいですか。 
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○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 誰でもかれでもというのは、誤解を招くかもしれ

ませんが、誰でも、国も含めて、国は国の業務、目

的があれば個人情報を閲覧することもできますし、

民間の企業であっても、その目的が世論調査とかア

ンケート、それが公共性を持つと認められる範囲に

おいては住民基本台帳の閲覧できますので、目的が

私的なビジネス、何でもかんでも目的なんかを問わ

ずに閲覧できるわけではない。やはり公共性を持っ

た目的、国における住民基本台帳の閲覧は、それ相

当の目的達成のために公共性があるわけですが、そ

れに対しては、幾ら国といえども目的外に使用して

は駄目ですので、それは法律でしっかりと規制され

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 提供は義務ではないので

す。あくまでも提供できるとしていると書かれてい

るだけであって、義務ではありません。ましてや自

衛隊というのは、私、自衛隊の災害時の派遣だとか

いったときに、国民の命を守るという立場でしっか

りと仕事をしてもらうということが憲法なんかにも

書かれていますから、個人を恨む話ではありませ

ん。そういうことをまず伝えておきたいと思いま

す。 

 何よりも問題は、そういった義務でないにもかか

わらず提供されているというところが問題であると

同時に、これは直ちにやめるべきだと思いますが、

この点、確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番米沢議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 自衛隊法よって、施行令によって町長が報告して

おります。他市町村では意向を聞いて除外している

わけですが、先ほどの繰り返しになりますが、個人

情報の問題は住民基本台帳の問題で、紙媒体で出す

かどうかというのは便宜の問題で、私たち上富良野

町としては自衛隊に対して十分協力できるものはし

ていくという姿勢であります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、７番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、町の一般行政についての質問を終了い

たします。 

 暫時休憩いたします。 

 再開は１４時といたします。 

─────────────── 

午後 ０時２２分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第３ 議案第１号令和

５年度上富良野町一般会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１号令和５年度上富良野町一般会計補

正予算（第３号）につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 提案の要旨につきましては、１点目は、令和４年

度の各会計の決算確定に伴う一般会計繰越金及び各

特別会計繰入金の補正であります。 

 一般会計繰越金においては４億９,７４５万４,０

００円の繰越額となったことから、当初予算の繰越

金計上額６,０００万円を差し引いた４億３,７４５

万４,０００円を増額補正するものであります。 

 また、国民健康保険特別会計など五つの特別会計

において、翌年度への繰り越し手続をすることに伴

い、一般会計で負担すべき費用の精算余剰分とし

て、一般会計への繰戻しを受けるため、各特別会計

繰入金総額で２,６２３万１,０００円の補正をする

ものであります。 

 ２点目につきましては、新型コロナウイルス地方

創生臨時交付金を活用いたしまして、物価高騰など

に対応するため、非課税世帯等に係る価格高騰緊急

対策による給付金の支給、昨年度も実施しました

が、児童・社会福祉施設等へ交付金の支給及び畜産

農業者に対する飼料価格高騰に伴う交付金の支給の

３事業の補正をお願いするものでございます。 

 ３点目は、昨年度実施された日米共同訓練に伴い

まして、防衛省より再編関連訓練等交付金がこのた

び交付されましたので、その財源を活用いたしまし

て、経年劣化等により一部雨漏り等が発生している

泉栄・草分防災センターの屋上防水改修工事及び東

中小学校校舎屋上防水及び屋根塗装改修工事、東中

小学校ホイールローラの購入の４事業を行うため、

所要の補正をお願いするものでございます。 

 ４点目につきましては、クリーンセンターの設備

につきまして、経年劣化等によりまして、中間処理

施設及び水処理施設について不具合が生じているこ

とから、機器の更新及び改修を行うものです。 
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 ５点目につきましては、ＪＡふらのが所有する富

原地区の麦類乾燥調整施設に不具合が生じているた

め、北海道の地域づくり総合交付金を活用いたしま

して機器更新を実施するため、ＪＡふらのに間接補

助をするものでございます。 

 ６点目につきましては、防衛省の防音事業を活用

いたしまして、上富良野小学校講堂のボイラー更新

を予定していましたが、昨今の物価高騰等によりま

して、事業費に不足が生じることから所要の補正を

お願いするものでございます。 

 ７点目につきましては、当初、Ｂ＆Ｇ財団から助

成を受けて海洋センターの上屋シート等の更新を予

定していましたが、その助成金について不採択と

なったことから減額の補正をするものでございま

す。 

 以上、申し上げた内容を主な要素とし、また、他

の既決予算についても一部事業内容の変更等に伴う

補正を行いまして、財源調整を図った上で財源的に

余剰と見込まれる部分につきましては、今後の町立

病院改築整備事業及び子どもセンター整備事業な

ど、大型事業の将来の起債償還額に対応するため、

減債基金に１億円を積み立てるとともに、今後の緊

急的な財政需要に備えまして、一定額を予備費に留

保することで補正予算を調整したところでございま

す。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略させていただきますの

で、御了承願います。 

 議案第１号を御覧いただきたいと思います。 

 令和５年度上富良野町一般会計補正予算（第３

号）。 

 令和５年度上富良野町の一般会計補正予算（第３

号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５億９,４８２万３,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８３億２,６０２万１,

０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願いたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １５款国庫支出金８,５１９万円。 

 １６款道支出金５,１７０万２,０００円。 

 １８款寄附金１８６万円。 

 １９款繰入金２,６２３万１,０００円。 

 ２０款繰越金４億３,７４５万４,０００円。 

 ２１款諸収入７６１万４,０００円の減。 

 歳入合計５億９,４８２万３,０００円となってご

ざいます。 

 ２ページを御覧いただきたいと思います。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費５,９６６万５,０００円。 

 ３款民生費７,９２２万２,０００円。 

 ４款衛生費１,４２９万円。 

 ６款農林業費７,１４３万円。 

 ８款土木費４５０万円。 

 ９款教育費３,５７４万５,０００円。 

 １０款公債費１億円。 

 １２款予備費２億２,９９７万１,０００円。 

 歳出合計５億９,４８２万３,０００円となってご

ざいます。 

 ３ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書につき

ましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で、議案第１号令和５年度上富良野町一般会

計補正予算（第３号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ２０ページの中ほどにござ

います価格高騰緊急対策（生活支援交付金）に関し

てお伺いいたします。 

 全協でも確認させていただきましたが、当町、人

口が５月末現在で９,９７７名、そして世帯数は５,

２５１世帯ということで、今般の緊急対策、生活支

援分に関しては、約１,６００世帯強が対象にな

り、世帯数でいうと３０％ちょっとをリカバーして

いるということで、また、今回も国庫支出金だけに

頼らず、一財をしっかりと用いた中での制度設計と

いうことで、制度そのものは非常に評価させていた

だきます。 

 昨日、私、一般質問させていただきましたとき

に、道の駅に対し町長に質問した際の答弁書では、

道の駅よりも今般のこういった物価高騰対策、現状

などを鑑みて、町民の皆さんの生活を第一に考えて

いくということを町長は強くおっしゃられておりま

す。 

 この制度におきまして、限れた非課税世帯である

とか、所得割のみの非課税世帯であるとか生活保護

世帯、その方々も困っているのは分かります。しか
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しながら、今般の物価高で町民皆さん苦しんでいま

す。今回は盛り込まれていませんが、今後どのよう

に対応していくのか確認させてください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ８番荒生議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 まずは、子育て世代ですとか低所得、均等割の

み、所得割がかかっていない世帯をまずは優先しま

したが、今後においては、困っている方は町民に多

くおりますので、物価高、エネルギー高で、皆さん

大変苦しい生活を強いられている方が多いと思いま

すので、それらは当然念頭にございます。今後、適

宜、タイミング等も図りながら、どういうものが効

果的なのかということも十分検討しながら、今後ま

た何か対策を考えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 今回、この補正の説明の中

でも繰越金の確定に伴い、今後の大型事業の償還に

備えて、確かに将来、起債の償還には一定程度お金

がかかるということも分かりますが、減災基金に１

億円積めるのだったら、１億円で全世帯カバーでき

るのです。そういった考えは制度設計のときにはな

かったのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ８番荒生議員の御質問に

お答えいたします。 

 確かにそういった面では１億円の余剰があるよう

にも見えますけれども、基本的には、以前も説明し

ましたけれども、令和１３年あたりに著しく償還が

重なるということ。 

 それから、委員会なんかでもちょっと説明しまし

たけれども、これから町立病院の事業費等について

も、議員御存じのとおり、物価高騰の影響がどれほ

ど出るか分からない中でございますので、そういっ

た面で、将来の償還に備えたということを御理解い

ただきたいと思います。決して現在の物価高の対策

を後回しにしてそちらに積んだということではなく

て、そういったものもしっかりと、先ほど町長が申

し上げように、別の手法なんかも研究しながら今年

度の予算を、まだ６月でございますので、全体の実

施計画、物価高騰対策といったものの中で組み直し

等も考えられる場面がありますので、そういった場

面で反映していきたいと考えております。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ３２ページ、お願いしま

す。 

 公民館費の中で、草分防災センターの屋上防水改

修５９４万円で今予定されています。これは、屋上

防水改修については、私は全然異論はないのです

が、実はこの間、住民の人から草分防災センターの

トイレのことが話題になって、ここは全て水洗化さ

れているのでしょうか、まずそこからお聞きしたい

と思います。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（谷口裕二君） ６番中澤議員の草

分防災センターに関わりますトイレの状況について

の質問についてお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 草分防災センターの施設のトイレの関係でござい

ますが、屋内のほうにつきましては、全て水洗化と

いうことで対応させていただいているところでござ

います。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆。 

○６番（中澤良隆君） 全て水洗化というので、あ

とは質問できません。終わります。 

○議長（村上和子君） ほかございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 同僚議員と若干重なりま

す。２０ページの価格高騰緊急対策という形で、非

常にいろいろと努力もされております。それで、御

存じのように今、非課税世帯あるいは均等割世帯、

生活保護世帯以外の生活者も今、本当に大変な状況

に置かれているということで答弁もありました。そ

ういったところにしっかりとした手当てもしなが

ら、水道料金の基本料金の減免など具体的に行うな

ど、そのほかにもいろいろ施策があります。事業所

に至っても給付型の支援を行いながら支援対策を、

事業が継続できるような、今回は福祉施設等が一定

程度支援もされておりますが、それ以外の一般の事

業所等については、今回、予算が計上されておりま

せんので、そういったところも含めた支援体制が必

要だと思いますので、今後の考え方等についてお伺

いしておきたいと思っております。この件につい

て、今後の対応についてお伺いいたします。 

 それと、２６ページの農業振興の点で、これも飼

料等の物価高騰対策であります。具体的に２８経営

体という形になっております。それで、５００頭以

上が７戸の戸数という形になっておりますが、それ

ぞれ７戸の戸数ということで、何頭ぐらいかそれぞ

れ、細かく分かれば具体的に提示してほしいのです

が、５００頭未満に至っても、大体でいいです、こ

のぐらいの戸数については支援対象になる。５００

頭未満ということで、詳細が分かればお伺いしてお

きたいと思っております。 

 実際聞きましたら、飼料等、酪農に至っても電気

料の高騰という形で、乳価の価格支援等もあるけれ
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ども、実際、飼料高騰によってなかなか追いつかな

いというような実態も伺いますので、もしもそうい

う実態等が分かれば、併せて、分かる範囲でよろし

いです。御答弁いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） ７番米沢議員の御質問に

お答えします。 

 さきの議員とかなりかぶるとは思いますけれど

も、現在、議員も御指摘いただきましたように、農

業と福祉関連の施設の部分、それから、生活にお困

りの方への給付というような３本を今回補正で載せ

させていただいているところでございます。物価高

騰対策の交付金の最終的な年度内の使い道について

は、まだ全額きちんとはまるというところは、まだ

まだ調整する部分が多いかと思いますので、そう

いった面も含めて、どのようなところに一定程度の

財源が見えて、なおかつ一般財源も多少なりとも入

れることになると思いますので、それらのバランス

も考えながら、考えていかなければならない問題だ

と考えております。決してこれで終わりということ

ではないので、またいろいろな場面で補正ですと

か、そういったことを議員の皆様に御相談申し上げ

る場面もあろうかと思いますので、その辺はお願い

したいと思います。 

○議長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（安川伸治君） ７番米沢議員の御

質問にお答えいたします。 

 今回、飼料の対象となります２８経営体の戸数の

内訳でございますが、まず、一番多い養豚業の１件

が３万１,０００頭でございます。そのほか養豚

業、合計３件ありまして、もう１件が４,２００

頭、それから２,９００頭であります。 

 それから次に、肉用牛の事業所が４事業所ござい

ます。最大のものが６,０３０頭、それから１,２７

１頭、３,１６０頭、もう１件が５９０頭でありま

す。５００頭未満の件数、２１件ですが、そこの最

大の頭数が１７５頭、最少が１２頭ということに

なっております。 

 飼料のほうの購入の実態なのですけれども、今

回、飼料高騰が令和３年７月から徐々に上がってお

ります。その後、今年の７月ぐらいにこれまでの最

高ということで、それまでの期間、皆様方から上

がっている状況というのは逐次伺ってきているので

すけれども、全員協議会でもお話しさせてもらっ

た、国の支援がされております。また、それ以外に

もＪＡ、それから北海道。北海道につきましては、

先月の５月に追加の支援ということでされておりま

すので、そういった支援がされているという情報も

こちらのほうからお伝えしている状況でございま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

 ２番北條隆男君。 

○２番（北條隆男君） ２８ページの町営住宅の管

理なのですけれども、４５０万円、何棟でこれだけ

になったのか。 

 それと、雪で埋まったと聞きましたが、今後どう

いう対策をするのかちょっと教えてもらえれば。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ２番北條議員の御

質問にお答えいたします。 

 こちら棟数につきましては、扇町団地で２５棟

で、西町につきましては２棟の修理となっておりま

す。 

 今後につきましては、引き続き屋根の雪下ろし等

を小まめにやるように十分気をつけてやっていきた

いと思います。昨年ちょっと雪の状況が多くて手が

追いつかずに、タイミングを失ったという部分もあ

りますので、その辺も加味しながら、十分計画を立

てながら除雪の体制を整えていきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１号令和５年度上富良野町一般会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されま

した。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第４ 議案第２号令和

５年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第２号令和５年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、
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提案の要旨を御説明申し上げます。 

 提案の要旨につきましては、１点目、令和４年度

決算確定に伴う繰越金について所要の補正をするも

のであります。 

 ２点目は、令和４年度決算確定に伴う一般会計繰

出金について所要の補正をするものであります。 

 また、収支残額の６,５０７万９,０００円につき

ましては、今後の本会計の安定対応に備えるため、

予備費に計上することで補正予算を調整したところ

でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明に代えさせていた

だきます。 

 なお、議決項目部分についてのみ説明し、予算の

事項別明細書につきましては省略させていただきま

すので、御了承をお願いします。 

 議案第２号を御覧ください。 

 議案第２号令和５年度上富良野町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）。 

 令和５年度上富良野町の国民健康保険特別会計の

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出の予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６,８３９万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１２億４,５３９万８,００

０円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出補正予算。 

 １、歳入。 

 ６款繰越金６,８３９万８,０００円。 

 歳入の合計は６,８３９万８,０００円でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ８款諸支出金３３１万９,０００円。 

 ９款予備費６,５０７万９,０００円。 

 歳出合計は６,８３９万８,０００円であります。 

 以上で、議案第２号令和５年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）の説明としま

す。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和５年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 議案第３号令和

５年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第３号令和５年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和４年度決算確定に伴う繰越金につ

いて所要の補正をするものであります。 

 ２点目は、令和４年度決算確定に伴う広域連合納

付金の確定及び一般会計繰出金の額について所要の

補正をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明に代えさせていた

だきます。 

 なお、議決項目部分のみ説明し、予算の事項別明

細書につきましては省略させていただきますので、

御了承をお願いします。 

 議案第３号を御覧ください。 

 議案第３号令和５年度上富良野町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）。 

 令和５年度上富良野町の後期高齢者医療特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出の予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７３万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億８,６９９万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の
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み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出補正予算。 

 １、歳入。 

 ４款繰越金７３万６,０００円。 

 歳入の合計は７３万６,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金１２万１,０００円。 

 ３款諸支出金６１万５,０００円。 

 歳出合計は７３万６,０００円であります。 

 以上で、議案第３号令和５年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号令和５年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 議案第４号令和

５年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ただいま上程いた

だきました議案第４号令和５年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、歳入につきまして、本特別会計の令和

４年度決算確定により繰越額が確定したことから、

既決予算１０億９,２２５万７,０００円に１億６０

８万５,０００円を追加し、総額を１１億９,８３４

万２,０００円とするものでございます。 

 ２点目は、歳出におきまして、令和４年度一般会

計から繰り入れた介護給付費、地域支援事業費及び

職員給与費、事務費の精算により確定した１,２５

９万８,０００円を一般会計に繰り出すものであり

ます。 

 なお、収支の差額につきましては、今後の本特別

会計の安定対応に備えるため、予備費に９,３４８

万７,０００円を計上するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 なお、議案説明につきまして、議決項目のみ説明

し、予算の事項別明細書につきましては省略させて

いただきますので、御了承願います。 

 議案第４号令和５年度上富良野町介護保険特別会

計補正予算（第１号）。 

 令和５年度上富良野町の介護保険特別会計の補正

予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億６０８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１１億９,８３４万２,０

００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申し

上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ８款繰越金１億６０８万５,０００円。 

 歳入合計１億６０８万５,０００円。 

 ２、歳出。 

 ６款諸支出金１,２５９万８,０００円。 

 ７款予備費９,３４８万７,０００円。 

 歳出合計１億６０８万５,０００円。 

 以上、議案第４号令和５年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第１号）の御説明といたしま

す。 

 御審議いただき、御議決いただきますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第４号令和５年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 議案第５号令和

５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ただいま

上程いただきました議案第５号令和５年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第１

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 １点目は、令和４年度事業会計の決算に伴う繰越

金の補正であります。 

 ２点目は、寄附採納３３万円について、一般会計

より繰り入れを行うとともに、介護業務用備品購入

を図るよう所要の補正を行うものであります。 

 ３点目は、施設内の東８丁目居室内の流し台排水

管を高圧洗浄することから所要の補正を行うもので

あります。 

 それでは、以下、議案の説明につきまして、議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第５号を御覧ください。 

 議案第５号令和５年度上富良野町ラベンダーハイ

ツ事業特別会計補正予算（第１号）。 

 令和５年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５２万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３億４,０２５万５,０００円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰入金３３万円。 

 ６款繰越金８５万２,０００円の減。 

 歳入合計５２万２,０００円の減。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１０万３,０００円。 

 ２款サービス事業費３３万円。 

 ５款予備費９５万５,０００円の減。 

 歳出合計５２万２,０００円の減。 

 以上で、議案第５号令和５年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第１号）の説明

といたします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございますか。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） 先ほど説明があった中で、

洗面台の高圧洗浄をするということで説明がありま

したけれども、この工法そのもので、いわゆる悪臭

とか、そういったものがある程度取り除かれるとい

う工事の、例えばこういった工法であれば、ある程

度の臭いとか虫とか、そういったものが防げるとい

う勧めがあって、この工法を取って工事をされるの

かどうか、まず確認したいと思います。 

○議長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ４番中瀬

議員の御質問にお答えします。 

 今回の高圧洗浄の排水管の修理の関係ですが、こ

ちらにつきましては、居室の排水管の詰まりが主な

トラブルの原因でして、それを解消するための方法

として、ここの部分に特定して高圧洗浄をかけるも

のでございます。その結果、通りがよくなったこと

で臭いだとか、そういうことも結果として期待され

るものかと思いますが、主には排水管の詰まりを解

消するものを目的として予定しております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） それでは、基本的に居室の

部分の洗面台の排水が詰まっているから、その部分

について高圧洗浄をするということなのでしょうけ

れども、それ以前に、ほかの部分の洗面所関係の排

水関係が十分でないために悪臭とか、例えばハエと

か、そういったものが発生しているという状況は、

それは別の工事というか、今回はやらないというこ

とですね。 
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○議長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ４番中瀬

議員の御質問にお答えします。 

 施設全体の修繕が必要な部分というところにおき

ましては、現在、全体的な点検を進めておりまし

て、そういう中で評価をしていき、悪臭の解消のみ

ならず、全体的な改修の必要な部分を精査した中

で、今後、予算化して対応していきたいと考えてお

ります。 

○議長（村上和子君） ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ラベンダーハイツに入って

いる方は、無料で入っているわけではないです。お

金を出して入っているわけです。環境が悪い中で、

利用している方がお金を払うということは、これは

非常にサービスとしてはどうなのでしょうかという

部分だと思うのです。 

 ですから、対応するのであれば、これは今始まっ

たことでなくて、ある程度、何年か前からそういっ

たことが言われております。確かに予算のかかる部

分であります。予算がかかるけれども、臭いは我慢

してくれということになるのだとしたら、それは、

この施設を運営している以上、問題があると思いま

す。ですから、それは早急にそういった原因を究明

して、そして対処していただく。それが必要だと思

います。その辺のところを今後対応していただきた

いと思います。 

○議長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（鎌田理恵君） ４番中瀬

議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 施設内の状況については、逐次状況を把握しなが

ら、現場で働いている職員からも情報を得ながら、

必要な箇所、緊急的な箇所については速やかに対応

し、生活環境の不具合がないように進めているとこ

ろであります。今、臭いだとか虫だとかというよう

なところにつきましても、起きたときには速やかに

対応して、そこで生活に不具合があるような、生活

することに不便があるような状態に今はないと考え

ておりますが、ただ、何分老朽化もしております。

この先どんどんと状況が悪くなって、また明日には

臭いが出てくるというような状況もあるかもしれま

せんので、そういったときには、そのときそのとき

に必要な措置を施しながら生活に不便のないよう

な、不快な思いをさせることのないように対応して

いきたいと考えております。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第５号令和５年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第１号）は、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第６号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 議案第６号令和

５年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第６号令和５年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 補正の概要ですが、本特別会計、令和４年度決算

確定により繰越額が確定したことから、既決予算に

３１１万３,０００円を繰越金及び繰出金それぞれ

追加し、令和５年度会計に繰越し、同額を一般会計

へ繰り出すものであり、所要の補正をお願いするも

のであります。 

 それでは、以下、議案の朗読をもって説明に代え

させていただきます。 

 なお、議案の説明につきまして、議決項目の部分

のみ説明し、予算の事項別明細書の説明につきまし

ては省略させていただきますので、御了承願いま

す。 

 議案第６号を御覧ください。 

 令和５年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）。 

 令和５年度上富良野町の簡易水道事業特別会計の

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３１１万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億３,１１８万９,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の
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み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金３１１万３,０００円の増。 

 歳入合計３１１万３,０００円の増。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金３１１万３,０００円の増。 

 歳出合計３１１万３,０００円の増。 

 以上で、議案第６号令和５年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）についての説明

といたします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第６号令和５年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第７号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 議案第７号令和

５年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第７号令和５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 補正の概要ですが、本特別会計、令和４年度決算

確定により繰越額が確定したことから、既決予算に

６５８万６,０００円を繰越金及び繰出金にそれぞ

れ追加し、令和５年度会計に繰越し、同額を一般会

計へ繰り出すものであり、所要の補正をお願いする

ものであります。 

 それでは、以下、議案の朗読をもって説明に代え

させていただきます。 

 なお、議案の説明につきまして、議決項目の部分

のみ説明し、予算の事項別明細書の説明につきまし

ては省略させていただきますので、御了承願いま

す。 

 議案第７号を御覧ください。 

 令和５年度上富良野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）。 

 令和５年度上富良野町の公共下水道事業特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６５８万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億６,９０７万２,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金６５８万６,０００円の増。 

 歳入合計６５８万６,０００円の増。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金６５８万６,０００円の増。 

 歳出合計６５８万６,０００円の増。 

 以上で、議案第７号令和５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）についての説

明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 
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 よって、議案第７号令和５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第８号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 議案第８号令

和５年度上富良野町病院事業会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程い

ただきました議案第８号令和５年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第１号）につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 看護師奨学金につきまして、この４月に申請が

あったことから、看護職員等養成奨学金貸付条例に

基づきまして、貸付けの決定をさせていただいたと

ころでございます。今年度の貸し付け分、月１０万

円の１２か月分、１２０万円の増額補正をお願いす

るものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号令和５年度上富良野町病院事業会計補

正予算（第１号）。 

 総則。 

 第１条、令和５年度上富良野町の病院事業会計の

補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 資本的収入及び支出。 

 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入１２０万円。 

 第１項出資金１２０万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１２０万円。 

 第３項奨学資金貸付金１２０万円。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上、議案第８号令和５年度上富良野町病院事業

会計補正予算（第１号）の御説明とさせていただき

ます。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第８号令和５年度上富良野町病院事

業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第９号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 議案第９号上

富良野町印鑑条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第９号上富良野町印鑑条例の一部を

改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明申

し上げます。 

 国でデジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律による電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一

部改正に伴い、個人番号カード所持者について、移

動端末整備を用いて、コンビニ等の多機能端末機に

よる印鑑証明の交付を受けられるようになったた

め、必要な改正を行うものです。 

 改正の内容につきましては、現在、個人番号カー

ドに記録された利用者証明用電子証明を利用者本人

の証明書として利用することにより、多機能端末機

で印鑑証明書の交付を受けことができます。 

 今回の法改正で、５月１１日から一部の移動端末

設備に利用者証明用電子証明書を記録できるように

なり、個人番号カード用の利用者証明用電子証明書

と移動端末設備用の利用者証明用電子証明がそれぞ

れ定義づけられたことにより、用語の整理を行うも

のです。 

 併せて、上富良野町手数料条例の関係用語の整理

も附則で改正いたします。 

 以下、議案の朗読をし、御説明申し上げます。 

 議案第９号を御覧ください。 

 議案第９号上富良野町印鑑条例の一部を改正する

条例。 

 上富良野町印鑑条例（昭和５９年上富良野町条例

第２４号）の一部を次のように改正する。 
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 第１６条第１項中、「多機能端末（地方公共団体

情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由し

て、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で

接続された通信端末機をいう。」を「多機能端末機

（本町の電子計算機と電気通信回路により接続され

た端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことに

より、証明書等を自動的に交付する機能を有するも

のをいう。」）に改める。 

 第１６条の２を次のように改める。 

 （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請

等） 

 第１６条の２、被登録者は、端末機により印鑑登

録証明書の交付を受けようとするときは、個人番

号カード（電子署名等に係る地方公共団体認証業務

に関わる法律（平成１４年法律第１５３号）第２２

条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用

電子証明書が記録されているものに限る。）又は移

動端末設備（同法第１６条の２第１項に規定する移

動端末設備をいい、同法第３５条の２第１項に規定

する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録

された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限

る。）により、多機能端末機を利用して印鑑登録証

明書の交付を町長に申請し、その交付を受けること

ができる。 

 附則。 

 （施行期日） 

 １、この条例は、公布の日から施行し、令和５年

５月１１日から適用する。 

 （上富良野町手数条例の一部改正） 

 ２、上富良野町手数条例（平成１２年上富良野町

条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表１９の項中「多機能端末（地方公共団体情報

システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、

本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続

された通信端末機器をいう。）を「多機能端末機

（本町の電子計算機と電気通信回線により接続され

た端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことよ

り、証明書等を自動的に交付する機能を有するもの

をいう。）」に改める。 

 以上、議案第９号上富良野町印鑑条例の一部を改

正する条例につきましての説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますお願

いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これから、議案第９号について、質疑に入りま

す。御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第９号上富良野町印鑑条例の一部を

改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１０号 

○議長（村上和子君） 日程第１２ 議案第１０号

上富良野町立病院諸手当支給条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程い

ただきました議案第１０号上富良野町立病院諸手当

支給条例の一部を改正する条例について、その要旨

を御説明させていただきます。 

 令和６年４月から施行となります改正医療法に基

づく医師の働き方改革に伴い、医師の時間外労働の

条件規制や健康確保措置に関する基準が設けられる

予定です。 

 当院の時間外診療等に従事している宿日直医師

は、呼出し等により対応した回数や１回当たりに要

した時間が過少なことから、医師の時間外労働とし

ての適用を除外するため、労働基準監督署へ宿日直

許可の申請準備を進めております。 

 しかしながら、その許可基準に宿日直手当額が医

師に支払われる賃金、１人当たり１日平均額の３分

の１以上であることが条例となっており、現行の額

では適合していないため、当院常勤医師の宿日直手

当額の引上げを行う本条の一部を改正するものでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読して説明とさせていただきま

す。 

 議案第１０号上富良野町立病院諸手当支給条例の

一部を改正する条例。 

 上富良野町立病院諸手当支給条例（昭和３３年上

富良野町条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第３号ア中「医師、２万円」を「医師、３

万円」に改める。 

 附則。この条例は、令和５年７月１日から施行す 

る。 
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 以上で、議案第１０号上富良野町立病院諸手当支

給条例の一部を改正する条例についての説明とさせ

ていただきます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これから、議案第１０号について、質疑に入りま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号上富良野町立病院諸手当支

給条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１１号 

○議長（村上和子君） 日程第１３ 議案第１１号

財産の取得について（消防隊員用防火服等）を議題

といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川徳幸君） ただいま上程いただき

ました議案第１１号財産の取得についてにつきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 今回、財産の取得といたしまして、防衛省の特定

防衛施設周辺整備調整交付金の補助を受け、消防隊

員用防火服等を取得するものであります。 

 取得の目的といたしましては、当消防隊員が使用

している消防隊員用防火服等は、平成２１年２月に

整備し、１４年が経過し、現在も使用しているとこ

ろであり、経年劣化していることと併せまして、令

和４年３月に消防隊員用個人防火装備に係るガイド

ラインが改定され、国が定める基準にそぐわない状

況となっているところでございます。 

 多種多様な火災現場で消火活動を行う消防隊員

が、より安全に消火活動を行うために、国が定める

ガイドラインに示された防火服等を整備することに

より、消火活動における安全性を重視し、熱防護

性、快適性、運動性などの機能について向上を図

り、町民の安全と安心に資するため購入を図るもの

でございます。 

 購入の内容といたしましては、富良野広域連合上

富良野消防署隊員２９人分の防火服上下、防火帽、

防火靴等一式を購入するもので、なお、規格等につ

きましては、富良野広域連合で同一の規格を購入す

るものでございます。 

 上程いただきました本件、財産の取得につきまし

ては、去る６月７日に指名競争入札を行った結果、

株式会社ムラカミが９６８万６,０００円で落札

し、消費税を加えまして、今議案の１,０６５万４,

６００円の契約金額となったところであります。 

 それでは、以下、議案を朗読し、提案の説明に代

えさせていただきます。 

 議案第１１号を御覧いただきたいと思います。 

 議案第１１号財産の取得について。 

 消防隊員用防火服等を次により取得するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求

める。 

 記。 

 １、取得の目的、消防隊員用防火服等。 

 ２、取得の方法、指名競争入札による。 

 ３、取得金額、１,０６５万４,６００円。 

 ４、取得の相手方、札幌市中央区北３条西１７丁

目１番３６号、株式会社ムラカミ、代表取締役、村

上和輝。 

 ５、納期、令和６年２月２９日。 

 以上、議案第１１号財産の取得についての説明と

いたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案の理由

の説明を終わります。 

 これから、議案第１１号について、質疑に入りま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号財産の取得について（消防
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隊員用防火服等）は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１２号 

○議長（村上和子君） 日程第１４ 議案第１２号

財産の取得について（戸籍総合システム）を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程いた

だきました議案第１２号財産の取得についてにつき

まして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 現行の戸籍総合システムは、平成３０年１２月か

ら更新稼働しておりますが、本年１１月には５年が

経過し、機器の保守も終了することから、今後、予

期せぬシステム障害や法改正によるバージョンアッ

プにも対応するため、戸籍総合システムの整備をい

たしまして、戸籍関連業務に万全を期そうとするも

のであります。 

 本件で取得する戸籍総合システムは、上富良野町

への譲渡を前提として、５月２４日に北海道市町村

備荒資金組合と富士フィルムシステムサービス株式

会社において、１,６５０万円の売買契約に関する

仮契約が締結されております。 

 この財産につきましては、北海道市町村備荒資金

組合から上富良野町へ譲渡を受けるため、財産の取

得の議決を求めるものであります。 

 なお、譲渡代金の支払いにつきましては、取得価

格に年０.３０％の利息をつけまして、本年から令

和９年度までの５年間で支払いをするものでありま

す。 

 また、本年３月の第１回町議会定例会におきまし

て、債務負担行為の議決をいただいているところで

ございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１２号を御覧ください。 

 議案第１２号財産の取得について。 

 戸籍総合システムを次により取得するため、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求め

る。 

 記。 

 １、取得の目的、戸籍総合システム。 

 ２、取得の方法、北海道市町村備荒資金組合から

の譲渡。 

 ３、取得金額、１,６５０万円。 

 ４、取得の相手方、札幌市中央区北４条西６丁

目、北海道自治会館内、北海道市町村備荒資金組

合、組合長職務代理者、副組合長、三井一敏。 

 ５、納期、令和５年１２月３１日。 

 以上で、議案第１２号財産の取得についての説明

とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案の理由

の説明を終わります。 

 これから、議案第１２号について、質疑に入りま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１２号財産の取得について（戸籍

総合システム）は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１３号 

○議長（村上和子君） 日程第１５ 議案第１３号

財産の取得について（吹上温泉保養センターヒート

ポンプ熱交換機等）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（狩野寿志君） ただいま上程

いただきました議案第１３号財産の取得についてに

つきまして、提案の要旨を御説明いたします。 

 本件は、吹上温泉保養センターヒートポンプにつ

きまして、平成２２年に北海道の補助事業において

施工してから１２年が経過し、今後の故障等の対応

が難しくなることから、今年度部品の更新を行うも

のです。 

 今回の更新に当たっては、北海道市町村備荒資金

組合の防災資機材譲渡事業による取得としているこ

とから、本件の議決をいただいた後に、速やかに北

海道市町村備荒資金組合と納品業者との間において

売買契約締結後、令和５年１２月に北海道市町村備

荒資金組合から当町に譲渡されるものであります。 

 納品業者の選定につきましては、５月１１日に町

内業者４者で行った代行入札において、株式会社ア

リガプランニングが１,７７０万円で落札し、契約

額は、消費税を加算した本議案の１,９４７万円と
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なっております。 

 なお、譲渡代金の支払いにつきましては、取得価

格に備荒資金組合が定める利息をつけまして、本年

度から令和９年度までの５か年で支払いをするもの

であり、令和５年度一般会計予算におきまして、関

連予算及び債務負担行為の議決をいただいていると

ころであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明とさせていただき

ます。 

 議案第１３号を御覧ください。 

 議案第１３号財産の取得について。 

 吹上温泉保養センターヒートポンプ熱交換機等を

次により取得するため、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、取得の目的、吹上温泉保養センターヒートポ

ンプ熱交換機等。 

 ２、取得の方法、北海道市町村備荒資金組合から

の譲渡。 

 ３、取得金額、１,９４７万円。 

 ４、取得の相手方、札幌市中央区北４条西６丁

目、北海道自治会館内、北海道市町村備荒資金組

合、組合長職務代理者、副組合長、三井一敏。 

 ５、納期、令和５年１２月３１日。 

 以上で、議案第１３号財産の取得についての説明

といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案の理由

の説明を終わります。 

 これから、議案第１３号について、質疑に入りま

す。質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１３号財産の取得について（吹上

温泉保養センターヒートポンプ熱交換機等）は、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 議案第１４号 

○議長（村上和子君） 日程第１６ 議案第１４号

泉町南団地町営住宅５号棟新築工事（建築主体工

事）請負契約の締結についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程いた

だきました議案第１４号泉町南団地町営住宅５号棟

新築工事（建築主体工事）請負契約の締結につきま

して、提案の要旨を申し上げます。 

 泉町南団地建て替え事業は、平成２６年度に１号

棟の建設が始まり、２７年度に２号棟、２８年度か

ら２９年度にかけて３号棟、３０年度に４号棟が完

成し、本年度におきましては５号棟の入札を執行し

たところであります。 

 工事内容につきましては、鉄筋コンクリート造り

２階建て、一棟６戸、延べ床面積４６７.９７平方

メートルを建築するものであります。 

 工事は、建築主体工事、機械設備工事、電気設備

工事の３工種に分割し、上程いただきました建築主

体工事につきましては、事後審査型条件付一般競争

入札を行い、特定共同企業体４者の参加があり、去

る６月７日に入札を行った結果、高橋・創成特定企

業体が１億７,１７０万円で落札し、消費税を加え

まして、本日議案の１億８,８８７万円の契約金額

となったところであります。 

 参考までに、２番札は、サンエイビルド・健名特

定共同企業体の１億７,５８０万円でした。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明に代えさせ

ていただきます。 

 議案第１４号を御覧ください。 

 議案第１４号泉町南団地町営住宅５号棟新築工事

（建築主体工事）請負契約の締結について。 

 泉町南団地町営住宅５号棟新築工事（建築主体工

事）の請負契約を次により締結するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的、泉町南団地町営住宅５号棟新築

工事（建築主体工事）。 

 ２、契約の方法、一般競争入札による。 

 ３、契約の金額、１億８,８８７万円。 

 ４、契約の相手方、高橋・創成特定共同企業体。

代表者、高橋建設株式会社、代表取締役、森井一

輝。 

 ５、工期、契約の日から令和６年２月２９日。 

 以上で、議案第１４号泉町南団地町営住宅５号棟

新築工事（建築主体工事）請負契約の締結について

の説明といたします。 
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 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これから、議案第１４号について、質疑に入りま

す。質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１４号泉町南団地町営住宅５号棟

新築工事（建築主体工事）請負契約の締結について

は、原案のとおり可決されました。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は３時４０分といたします。 

─────────────── 

午後 ３時２２分 休憩 

午後 ３時４０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１５号から 

◎日程第２９ 議案第２７号まで 

○議長（村上和子君） 日程第１７ 議案第１５号

から日程第２９ 議案第２７号までの農業委員会委

員の任命についてを議題といたします。 

 一括して、提出者から提案理由の説明を求めま

す。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） ただいま上程いただきまし

た議案第１５号から議案第２７号につきまして、提

案の要旨を一括して御説明申し上げたいと思いま

す。 

 本年７月１９日をもちまして、現在、就任してい

ただいております農業委員会委員につきまして、任

期満了を迎えることから、新たな農業委員会委員の

任命について、農業委員会等に関する法律第８条の

規定により、上富良野町農業委員会委員の任命につ

いて議会の同意を求めるものであります。 

 なお、本町の農業委員会委員の定数は１３名と

なっております。 

 それでは、以下、一部を省略させていただきまし

て、議案の朗読をもって提案申し上げます。 

 議案第１５号農業委員会委員の任命について。 

 上富良野町農業委員会委員に次ぎの者を任命した

いので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の

規定により、議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、■■■■■■■■■■。氏名、菊地信幸、

■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１６号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■。氏名、佐藤良

二、■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１７号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■■。氏名、荒

仁、■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１８号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■■。氏名、春名

正義、■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第１９号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■。氏名、井村昭

次、■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２０号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■■。氏名、内田

透、■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２１号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■。氏名、荻子弘

記、■■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２２号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■。氏名、向山

直、■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２３号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■。氏名、谷口弘

道、■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２４号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■。氏名、長谷川

岩夫、■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２５号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■。氏名、前田

満、■■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２６号。 

 住所、■■■■■■■■■■。氏名、對馬徹、■

■■■■■■■■■生まれ。 

 続きまして、議案第２７号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■。氏名、沼沢春

美、■■■■■■■■■生まれ。 

 以上でありますが、それぞれ１３名の経歴につき

ましては、既に経歴書を配付させていただいており

ますので、御高覧いただき、参考としていただきた
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いと思います。 

 以上を申し上げまして、１３名の方それぞれ農業

委員会委員として資質を十分備えた見識の高い方で

ございますので、どうぞ御審議いただき、御同意賜

りますようお願い申し上げ、提案とさせていただき

ます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 本件は、先例により討論を省略し、直ちに採決を

いたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 最初に、議案第１５号を採決いたします。 

 議案第１５号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１５号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第１６号を採決いたします。 

 議案第１６号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１６号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第１７号を採決いたします。 

 議案第１７号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１７号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第１８号を採決いたします。 

 議案第１８号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１８号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第１９号を採決いたします。 

 議案第１９号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１９号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第２０号を採決いたします。 

 議案第２０号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２０号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第２１号を採決いたします。 

 議案第２１号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２１号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第２２号を採決いたします。 

 議案第２２号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２２号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第２３号を採決いたします。 

 議案第２３号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２３号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第２４号を採決いたします。 

 議案第２４号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２４号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第２５号を採決いたします。 

 議案第２５号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 
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 よって、議案第２５号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第２６号を採決いたします。 

 議案第２６号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２６号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

 次に、議案第２７号を採決いたします。 

 議案第２７号は、原案のとおり任命に同意する方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２７号農業委員会委員の任命につ

いては、原案のとおり同意することに決定いたしま

した。 

────────────────── 

◎日程第３０ 議案第２８号 

○議長（村上和子君） 日程第３０ 議案第２８号

専決処分の承認を求めることについて（交通事故に

係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（深山 悟君） ただいま上程いた

だきました議案第２８号専決処分の承認を求めるこ

とについてにつきまして、提案の要旨を御説明申し

上げます。 

 このたび保健福祉課、会計年度任用職員が運転す

る公用車で交通事故が発生し、５月２９日に示談が

成立いたしました。 

 交通事故発生から３か月余りにわたり相手方に御

負担と御迷惑をおかけしたことから、示談後速やか

に損害賠償を行ったものでございます。 

 本件の発生状況につきましては、令和５年２月２

２日水曜日、午前１１時１５分頃、保健福祉課、会

計年度任用職員が被害者宅の隣の宅の訪問終了後、

かみんに帰庁する際に、車両前方の進行方向が排雪

により道路幅が狭く、車両が交差できない状況で

あったため、来た道で帰庁しようと引き返すため

に、被害者住宅敷地内で方向転換を行ったところ、

住宅に衝突し、住宅の基礎、外壁、窓、内壁に損傷

を与えたものでございます。 

 事故の原因につきましては、方向転換時に何度か

切り返し、前進しようとした際にシフトレバーが

バックであることに気づかずにアクセルを踏んだと

ころ、当然にして車両がバックしたため、慌ててブ

レーキを踏んだはずが、アクセルと間違えてしまっ

たため住宅に衝突し、損壊を与えたものでありま

す。 

 この事故の処理に当たりましては、公用車側がシ

フト操作の確認とアクセル操作を間違ったことが主

因でありますことから、過失割合を当方１００％

で、令和５年５月２９日に示談が成立し、住宅損壊

でありましたので、２６５万円を損害賠償すること

で、同日、５月２９日に専決処分を行ったところで

ございます。 

 なお、相手方の住宅は不在でありましたので、け

が人はなく、職員にもけがはありませんでした。当

方、町側の公用車の修理箇所はリアバンパー、リ

ア、リア左タイヤ破損で、修理金額は２９万９,９

７０円であり、修理は既に終了しているところでご

ざいます。 

 重ねて申し上げるところでございますが、事故発

生が２月の冬期であったために、外壁等を壊すこと

ができず、早急に住宅の修繕工事ができなかったこ

とから、相手方に３か月余りの御不便をおかけしま

したので、示談後速やかに損害賠償を行うため、地

方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分を

行ったものであり、御理解のほど賜りたいと存じま

す。 

 職員に対しましては、運転について注意喚起をし

たところであり、今後はさらなる再発防止に努めて

まいります。このたびの交通事故発生につきまして

は深くおわび申し上げるところでございます。誠に

申し訳ございませんでした。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第２８号専決処分の承認を求めることについ

て。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 記。 

 処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定めることについて。 

 裏面を御覧いただきたいと思います。 

 専決処分書。 

 交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めるこ

とについて、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、次のとおり専決処分する。 

 令和５年５月２９日。 

 以下、損害賠償の相手方及び和解の内容につきま

しては記載のとおりでございます。 

 以上で、議案第２８号専決処分の承認を求めるこ

とについての説明といたします。 
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 御審議いただきまして、御議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２８号専決処分の承認を求めるこ

とについて（交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定めることについて）は、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第３１ 諮問第１号及び 

◎日程第３２ 諮問第２号   

○議長（村上和子君） 日程第３１ 諮問第１号及

び日程第３２ 諮問第２号人権擁護委員候補者の推

薦についてを議題といたします。 

 一括して、提出者から提案理由の説明を求めま

す。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） ただいま上程いただきまし

た諮問第１号及び諮問第２号人権擁護委員候補者の

推薦につきまして、提案の要旨を一括して御説明申

し上げます。 

 本町では４名の方々に人権擁護委員を務めていた

だいているところであります。その人権擁護委員の

中で、吉村佳子氏が令和５年９月３０日をもって任

期満了を迎えるところであります。吉村佳子氏にお

かれましては、これまで１期３年にわたり御活躍を

いただいているところであり、本人からは後身に道

を譲りたいとの強い意向がありましたことから、今

期の任期満了をもちまして退任されることを了承し

たところであります。 

 また、冨田智子氏におかれましては、令和６年３

月３１日までの任期でありましたが、御都合により

令和５年３月３１日をもって退任され、現在欠員１

名となっているところであります。 

 これらのことから、お２人の降任の人権擁護委員

といたしまして推薦いたしたく御提案申し上げると

ころであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について。 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求める。 

 記。 

 住所、■■■■■■■■■■■■■■■。氏名、

福永将平、■■■■■■■■生まれ。 

 諮問第２号。 

 住所、■■■■■■■■■■■■■■■。氏名、

田中睦、■■■■■■■■■■生まれ。 

 以上でございます。 

 なお、それぞれの経歴等は、別にお配りしたもの

に記載しておりますので参考にしていただきたいと

存じます。 

 福永将平氏、田中睦氏のお２人におかれまして

は、人格、見識共に優れた方でございますので、御

審議いただき、御同意賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 本件は、先例により討論を省略し、直ちに採決い

たしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 これより、諮問第１号を採決いたします。 

 諮問第１号は、原案のとおり同意する方は御起立

願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、原案のとおり同意することに決定いたし

ました。 

 次に、諮問第２号を採決いたします。 

 諮問第２号は、原案のとおり同意する方は御起立

願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、原案のとおり同意することに決定いたし

ました。 

────────────────── 

◎日程第３３ 発議第１号 

○議長（村上和子君） 日程第３３ 発議案第１号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ６番中澤良隆君。 
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○６番（中澤良隆君） ただいま上程されました発

議案第１号議員派遣について、朗読をもって説明さ

せていただきます。 

 議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 令和５年６月１４日提出、上富良野町議会議長、

村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 

 賛成者、上富良野町議会議員、荒生博一、上富良

野町議会議員、佐藤大輔。 

 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、北海道町村議会議長会主催の議員研修会及び

先進地調査。 

 （１）目的、議会議員の資質向上に資するため。 

 （２）派遣場所、札幌市、小樽市及び北広島市。 

 （３）期間、令和５年７月３日から７月４日、２

日間。 

 （４）派遣議員、全議員。 

 ２、北海道町村議会議長会主催の議会広報研修

会。 

 （１）目的、議会広報特別委員の資質向上に資す

るため。 

 （２）派遣場所、札幌市。 

 （３）期間、令和５年８月１７日、１日間。 

 （４）派遣議員、議会広報特別委員。 

 ３、上川町村議会議長会後援の国際交流講演会及

講演会。 

 （１）目的、議会議員の資質向上に資するため。 

 （２）派遣場所、鷹栖町。 

 （３）期間、令和５年８月３０日、１日間。 

 （４）派遣議員、全議員。 

 以上で、発議案第１号の説明といたします。よろ

しくお願します。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第１号議員派遣については、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３４ 閉会中の継続調査 

      申し出について 

○議長（村上和子君） 日程第３４ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定いたしました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は、全て終了いたしました。 

────────────────── 

◎町 長 挨 拶             

○議長（村上和子君） 

 ここで、本会議は、現議会議員の最後の定例会で

ありますので、町長より御挨拶をいただきたいと思

います。 

○町長（斉藤 繁君） 議長の許しを得ましたの

で、一言御挨拶させていただきたいと思います。 

 まずは、この任期の間４年間、大変ありがとうご

ざいます。お疲れさまでした。４年間ですので、私

が職員のときから今の皆さんには大変お世話になり

ました。ありがとうございます。 

 町のため、町民のため、町政に尽くしてくれた皆

さんに改めて敬意を表したいと思います。 

 この４年間、この期は理事者の交代、私のことな

のですけれども、理事者の交代等がありまして、そ

の間、ほかにもコロナですとか映画化、そして物価

高騰など非常に大変な４年間だったのではないかと

思います。私自身も皆さんに大変御迷惑をおかけし

たかもしれません。また、皆さんに助けられた面も

多々あると思います。また、理事者として改めてお

礼を申し上げたいと思います。 

 そして、皆さんのますますの御健勝、御活躍を御

祈念申し上げて、御挨拶に代えさせていただきたい

と思います。本当に４年間ありがとうございまし

た。 

────────────────── 
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◎議 長 挨 拶             

○議長（村上和子君） 私のほうからも一言お礼を

述べさせていただきます。下へ降ろさせていただき

ます。 

 私からも一言お礼を御挨拶をさせていただきま

す。 

 この４年間にわたりまして、議長として選出して

いただき、議員皆様方の御理解と御協力の下、至ら

ない私でございましたが、事務局長、事務局の支え

もあり、無事に現議会議員の最後の定例会を終了さ

せていただきましたことに、心から全議員の皆様に

対し感謝とお礼を申し上げます。 

 ４年前、私は皆様とこの議場におきまして、町民

の皆様にとって私ども議会は身近で開かれた議会を

目指し、全員で議会改革に取り組んでまいりたいと

申し上げ、御賛同をいただき、新たな時代に向けて

のまちづくりに一歩踏み出したことを思い出してい

るところでございます。 

 議会改革の道のりは大変厳しく、できたものもあ

りますが、行政のほうでの財政の課題、議会のほう

も議会モニター制度等には幾らかの課題も見つか

り、次に継続して取り組むべきことと判断した次第

でございます。うれしい事案といたしましては、議

会だより、議会広報紙が全国・全道で優勝を果たし

たことでございます。 

 現在、子どもセンター建設中であり、今後、病院

の改築、「泥流地帯」映画化の問題、防衛計画によ

る駐屯地の削減問題、人口減少による人口１万人を

切りました。少子化の問題。加えて、３年にわたる

今まで経験のない新型コロナウイルス感染症に見舞

われ、本当に大きな社会的な影響を受け、経済的な

打撃と町の課題は本当に山積いたております。 

 そうした中での８月、改選期を迎えております

が、議員各位それぞれの思いで、健康に留意され、

臨まれ、多くの行政課題に立ち向かっていただきた

いものと、御健闘を御祈念申し上げる次第でござい

ます。 

 この４年間、議長として、温かい御協力を賜りま

したこと心から御礼申し上げます。申し遅れました

が、この４年間、町長、三役初め課長、それから主

幹、職員の皆様には温かい御指導と御対応いただき

ましたこと、厚く御礼、感謝申し上げる次第でござ

います。 

 今後とも、議会ともいろいろ意見交換等をしなが

ら、よりよいまちづくりに励んでいただきたいもの

と考えております。改めて職員の皆様にも感謝申し

上げ、私の議長としての、本当に４年間にわたる議

会代表制としての役割を果たすべき、本当に身の引

き締まる思いで、光栄でいっぱいでございました。

北海道内で３名しかいないという、女性としての議

長をさせていただき、本当に光栄であり、身の引き

締まる思いでいっぱいでございます。この４年間に

わたり、長いようで短い４年間でもありました。心

から感謝申し上げ、現議員の皆様、最後の定例会に

当たりまして、お礼の御挨拶とさせていただきま

す。本当にありがとうございました。（拍手） 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（村上和子君） これにて、令和５年上富良

野町議会定例会を閉会といたします。 

 ありがとうございました。 

午後 ４時１１分 閉会 
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     令和５年６月１４日 

 

 

    上富良野町議会議長  村  上  和  子 
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